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Ⅰ．管理運営計画作成の経緯 
 

妙高戸隠連山国立公園は、昭和 24 年 9 月 7 日に指定された上信越高原国立公園に、

昭和 31 年 7 月 10 日に妙高・戸隠地域（以下「西部地域」という。）が編入され、その

後、平成 27 年 3 月に西部地域が分離独立することで新たに誕生した国立公園である。 
上信越高原国立公園西部地域に関する公園計画については、平成 14 年 8 月に第２次

点検を行い、その後、平成 22 年 12 月に第 4 次点検、分離独立した平成 27 年 3 月に第

5 次点検を実施した。 
管理計画書については、上信越高原国立公園の一部として、昭和 58 年 3 月に策定

し、その後平成 3 年 3 月及び平成 17 年 4 月に改定を行った。平成 27 年 3 月に新しく分

離独立し、周辺の交通網（北陸新幹線の開通等）の整備や、利用者の増加及び利用者層

の変化等、本地域を取り巻く社会的状況は大きく変化した。また、「生物多様性国家戦

略（2012－2020）」の策定、希少野生動植物種や特定外来生物の追加指定等の国の動

き、また本国立公園における生物の生息・生育状況も変化した。平成 26 年７月には、

管理運営計画作成要領の改訂、平成 27 年 3 月には、「国立公園における協働型管理運営

の推進のための手引書」（環境省自然環境局国立公園課）が発出され、国立公園のビジ

ョンや管理運営方針、管理運営計画を策定していく必要性が示された。こうした理由に

より、これまでの「管理計画」を改め、本国立公園の「管理運営計画」を新たに策定す

ることとした。 
本計画書では、自然環境の保全と安全快適な公園利用を図るため、国立公園全体の協

働型管理運営組織である「妙高戸隠連山国立公園連絡協議会」構成員をはじめ、地域住

民も含めた多様な関係者による協働型管理運営を実践することを基本に、本地域の実状

に即したきめ細やかな管理・運営の方針を定め、国立公園管理運営業務の一層の徹底と

円滑化を図ることとしている。 
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Ⅱ．妙高戸隠連山国立公園の概況 
 
１．国立公園全体の特徴 

妙高戸隠連山国立公園は、新潟県、長野県の県境に位置し、妙高火山群、戸隠連峰、

雨飾山、その周辺の標高 2,000m 級の山岳とそれらの裾野に広がる高原及び野尻湖を含

む地域である。 
本国立公園は北部フォッサマグナ上に位置しており、海底に厚く堆積した新第三紀層

が隆起して本地域の土台を形成している。これらの隆起した地層は、侵食を受けて削ら

れ、火打山、雨飾山、戸隠連峰、高妻山などの非火山の山々を形成した。その後、富士

火山帯の北端に含まれる飯縄山、黒姫山、妙高山、焼山などの火山が形成された。本国

立公園は、このような地質的な経緯を経て、生成要因及び時期を異にした、個性的な山

容を呈する山々が小面積に群集する、我が国でも傑出した山岳景観を成す地域である。

加えて、これらの山麓、山間には、妙高高原、戸隠高原、飯綱高原、雨飾高原など比較

的狭い面積の高原地帯が点在し、公園利用の拠点となっている。このほか、溺谷地形が

発達した野尻湖を始め、多くの湖沼・湿原が点在し、湖沼景観にも富んでいる。このよ

うに、比較的小さな面積の中に、多様な山岳が密集し、点在する高原、湖沼がこれと相

まって一体的な自然景観を作り出しており、我が国を代表する傑出した自然の風景地と

なっている。 
また、本国立公園は太平洋側気候区と日本海側気候区の境目に位置し、標高差も大き

く、地形的に複雑であるため、動植物相が豊かである。植物は、トガクシソウ（トガク

シショウマ）やミョウコウトリカブト等、日本海側要素を有した希少な植物種の自生が

見られる。特に、妙高山から雨飾山にかけた頸城山塊を中心として、高山植生や原生的

な夏緑林植生が広域に残されており、質の高い自然環境を有している。なお、本国立公

園に生息するライチョウ（頸城山系個体群）は、国内北限の生息群として極めて重要な

動物群集を形成している。 
利用面においては、各地の高原を中心に、夏季の自然探勝及び登山、冬季のスキー利

用、通年の温泉利用が盛んで、都市部からアクセスの容易さもあり、多くの利用者に親

しまれていることも本国立公園の特徴である。 
以上より、火山性連峰やカルデラ、非火山性の孤峰、連峰といった多様な山岳地形が

小面積に密集する特有の山岳景観と堰止湖である野尻湖をベースの風景形式とし、それ

と一体的に形成された山麓部を含む自然生態系や多くの湿原等の景観要素を有する区域

やこれらの自然の中で育まれた文化や山岳信仰等が相まって創り出してきた文化景観を

有する区域を包含することをもって、我が国を代表する傑出した景観を有する地域とし

て平成 27 年 3 月に上信越高原国立公園より分離独立し、新たに国立公園に指定され

た。 
  
 



 

3 
 

２．各地域の特徴 
本国立公園を、自然の成り立ちや利用等の社会的条件により、①糸魚川・小谷地域、

②妙高地域、③野尻湖・黒姫地域、④戸隠・飯綱地域の４つの地域に区分し、それぞれ

の自然及び利用の特徴を以下に示す。 
 
①糸魚川・小谷地域 
糸魚川・小谷地域は、新潟県糸魚川市、長野県小谷村に位置し、雨飾山（標高

1,963m）や焼山（標高 2,400m）、金山（標高 2,245m）等の山岳や笹倉温泉や梶山新

湯、小谷温泉など歴史のある湯治場を含む地域である。   
雨飾山から金山にかけての南斜面は起伏に富んだ地形が広がっており、特に雨飾山は

特異な岩峰で、貫入岩体の特色をよく備えている。大部分は大海川層の砂岩からなるこ

とから、地滑りの起きやすい地域である。 
雨飾山を中心とする山稜部には、キバナシャクナゲ、ツガザクラ等が生育する偽高山

帯植生及び残雪の多い立地に生ずる高茎草原、雪田植生等の特異な植生がみられる。こ

れら周辺にはブナ、オオシラビソ、ダケカンバ等の自然林が良好な状態で残されてい

る。鎌池周辺には、ブナ、ミズナラ等の自然林が残されており、清閑な環境を作り出し

ている。 
小谷温泉は、戦国時代に武田信玄の将兵が傷を癒したことから「信玄の隠し湯」とい

われ、約 450 年前から湯治の湯として親しまれている。雨飾山は近年の百名山ブームと

紅葉の名所であることが広まったことにより、登山者が年々増加している。雨飾高原の

鎌池周辺には自然探勝歩道が整備され、写真撮影や散策に多くの人が訪れている。 
 

②妙高地域 
妙高地域は、妙高山、火打山、焼山、高妻山、乙妻山及びその裾野一帯の標高 430m

の山麓地域から標高 2,462m までの山岳地域である。特に妙高山は、山麓部から山頂ま

で望見され、その容姿と一体となった改変の少ない上部の植生とが本地域の風景の核心

となっている。また、通年利用される温泉地が点在し、夏季は高原における自然探勝や

登山、冬季はスキー利用を中心とした地域である。 
本地域のうち、概ね標高 1,500m 以下の妙高高原と呼ばれる地域は、前山や赤倉山な

どの妙高山の外輪山を含む妙高山の裾野を形成し、なだらかな地形となっており、ミズ

ナラ、シラカンバを主とする二次林や採草跡地としてレンゲツツジ、タニウツギ、ノリ

ウツギなどの灌木が主となった植生の地域となっている。赤倉温泉、池の平温泉、関温

泉、燕温泉などの温泉集落やスキー場、いもり池や苗名滝などの景勝地があり、温泉利

用やスキー場利用、一般行楽などの利用が中心となっている。 
標高 1,500m 以上の地域は、妙高山から火打山、焼山までを含む急峻な山岳地帯であ

り、ブナ林や亜高山帯に属するダケカンバ林、高山帯に属するハイマツ群落、雪田植生

などが広がり、利用形態もほとんど登山に限られる地域である。また、火打山及びその
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周辺では希少なライチョウが生息している。 
笹ヶ峰は火打山や高妻山、黒姫山に囲まれた標高 1,300m の高原であり、火打山の登

山口となっている。夏季には高原の牧野景観や避暑を求めて多くの利用者が訪れ、自然

探勝やキャンプ利用などの自然ふれあいの拠点となっている。 
 

③野尻湖・黒姫地域 
野尻湖・黒姫地域は、長野県信濃町に位置し、黒姫山及びその裾野に広がる高原、黒

姫山の東側に位置する野尻湖からなる地域である。 
黒姫山の山頂部には、カルデラ状の地形に火口原が広がり、七ッ池及び大池と呼ばれ

る大小の沼があるほか、原生的な林が残されている。ハイマツ群落やオオシラビソ等の

針葉樹群落、キバナシャクナゲ等の高山植物やヒカリゴケ、オサバグサが豊富に生育し

ている。また、南麓には古池や種池といった優れた湖沼景観を有し、ミズバショウ、ヨ

シ等の湿原植生がみられる。 
複雑な湖岸線を有する野尻湖は、その東部が溺谷地形となっているため、出入の激し

い美しい湖沼景観を呈している。ナウマンゾウをはじめとした大型哺乳類の化石が多く

発掘される貴重な湖である。 
野尻湖では、夏は遊覧船が運航され、湖上に浮かぶ琵琶島まで移動でき、カヌー等の

レイクスポーツを楽しむことができる。冬は、屋形船の中からワカサギ釣りを行うこと

ができる。黒姫山は登山利用がなされているほか、黒姫高原には森林セラピーロードで

ある散策路が整備され、スキー場の夏季利用も盛んであり、ピクニックや散策で訪れる

人が多い。また、冬季利用としては、スキー場のほかにクロスカントリースキーコース

も利用されている。 
 

④戸隠・飯綱地域 
戸隠・飯綱地域は、長野県長野市と飯綱町に位置し、東側には飯縄山、霊仙寺山とそ

の麓の飯綱高原、飯綱東高原が広がり、西側には戸隠高原を挟んで戸隠連峰（高妻山、

戸隠山、西岳）がそびえている。 
戸隠連峰は、凝灰角礫岩の侵食岩壁が連続しており類例の少ない独特の景観を有して

いる。飯縄山は成層火山であり、溶岩流の跡に集落や田畑が形成されている。 
戸隠連峰には、トガクシソウやトガクシギク等の固有種も多く、植生や地形の多様性

に応じて動物相も豊かで、ツキノワグマ、ニホンザルをはじめ多くの哺乳類が生息して

いる。戸隠連峰の山麓には戸隠高原が広がり、西麓にはブナの原生的な林、東麓にはカ

ラマツ、シラカンバの人工林のほか、ミズナラ、トチノキ等の広葉樹の自然林がある。

また、鏡池や戸隠森林植物園には利用施設が整備され、夏は散策や野鳥観察、冬はスノ

ーシューや歩くスキー等の利用が盛んである。また、本地域にはそれぞれ特徴のある３

つのスキー場があり、公園内や公園周辺にキャンプ場が整備されていることから、一年

を通じて幅広い利用者が訪れる地域である。飯縄山と霊仙寺山の南麓には大谷地湿原
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が、東麓にはむれ水芭蕉園があり、ミズバショウやリュウキンカ等の湿原植生を有して

いる。 
また、戸隠高原には山岳信仰により建立された戸隠神社があり、多くの参拝利用がさ

れている。戸隠神社により作られてきた門前町の歴史的景観は、平成 29 年度に中社地

区及び宝光社地区が宿坊群としては全国初の重要伝統的建造物群保存地区に選定され

た。 
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Ⅲ．ビジョン 
  
本国立公園の地域関係者から幅広く意見を集め、妙高戸隠連山国立公園連絡協議会設立

総会での承認により、平成 28 年 7 月 19 日に以下のとおり本国立公園のビジョンが決定さ

れた。 
 
基本理念：温故知新、そして、日本一愛される国立公園へ 
妙高戸隠連山国立公園には、古来より受け継がれ、大事にされてきた自然と文化がありま

す。これらを大切に引き継ぎ、さらに磨きをかける「温故知新」の精神により、より良い国

立公園として後世につないでいきます。 
また、これまでも多くの人々に愛されてきた地域ではありますが、新たな国立公園となっ

た今、地域皆が協力してきめ細かな国立公園づくりを行うことで、そこに暮らす・暮らして

いた人々は「住んでよかった」「この地に帰りたい」と、訪れる人々は「行ってみたい」「行

って良かった」と思えるような、日本一愛される国立公園を目指します。 
 
■妙高戸隠連山国立公園の魅力は、「山岳信仰と人々の暮らし息づく、一目五山の風景」で

す。 
 本国立公園の魅力は、第一に、里や高原から火山・非火山の個性的な形の山々を一望でき

ることです。まず火山としては、８km ごとのほぼ等間隔にポコポコと並ぶ飯縄山・黒姫山・

妙高山、噴煙をあげる焼山があります。そして非火山としては、ギザギザとして急峻な戸隠

連峰やなだらかな形の火打山、双耳峰の雨飾山などがあります。このように、個性的な形で

あるため山の名称を認識しやすい山が、コンパクトな国立公園の中にギュッと凝縮して存

在しているため、五つもの山を一目で認識することができる「一目五山」の風景が公園内の

至る所にあり、少し移動するだけで趣の異なる山容を楽しむことができます。また、多くの

高原や、湖・池・湿原なども公園内に存在しており、里では農の営みも盛んです。そのため、

「一目五山」の山並みと、森や水辺、日本らしい田園風景がセットになった風景を公園内の

里や高原の至るところで目にすることができ、妙高戸隠連山国立公園らしい風景となって

います。さらに、本地域は極めてはっきりとした四季を有していることから、これらの風景

を、春夏秋冬それぞれの鮮やかな色で楽しむことができます。 
第二に、本国立公園内の個性的な山容を持つ山々の多くが、山岳信仰の対象や地域の象徴

として、地域の人々に大切にされてきたことです。ここから生じる歴史的な街並みや神社仏

閣、祭りや生活習慣は、現在まで受け継がれています。また、冬の豪雪など美しくも厳しい

自然と向き合ってきた当地では、工夫を凝らした暮らしぶりや、竹細工など自然資源を活用

した伝統工芸の発展等、「自然と共存する知恵を持った文化」が今も息づいています。しか

も、コンパクトな国立公園であるにも関わらず、こういった文化や方言なども地域によって

少しずつ異なっており、文化もギュッと詰まっていると言えます。そして、厳しい自然と向

き合い続けてきた当地に暮らす人々は、温かな人情を持ち合わせています。このように、大
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地の営みとそれに寄り添う人々の暮らし・信仰が紡ぐ風景も、本国立公園の大きな魅力です。 
 第三に、多種多様な動植物の生息地となっていることも魅力の１つです。例えば、本地域

の大部分が「重要野鳥生息地」に選定されており、野鳥の宝庫となっています。特に、火打

山周辺に生息するライチョウは国内北限の個体群（頸城山系個体群）であり、極めて重要で

す。また、高山のお花畑、山地帯のブナの原生的な林、山麓の湿原や雑木林など、多様な植

生が存在しています。そして、トガクシソウ（トガクシショウマ）やミョウコウトリカブト

のように本地域の名前がついている植物もあり、地域の自然資源の象徴となっています。 
その他、フォッサマグナ帯に位置し、世界ジオパークに認定されている「糸魚川ユネスコ

世界ジオパーク」を含むことや、約７万年の歴史を持ちナウマンゾウ発掘で有名な野尻湖が

あることなど、大地の歴史ロマンや勢いを体全体で感じるといった、地形地質的な魅力もあ

ります。 
 
■妙高戸隠連山国立公園の役割は、「色鮮やかな自然があり続けることと、 

日本一の“自然×文化”の遊学舎(まなびや)であること」です。 
 国立公園は、日本の優れた自然の証、そして地域の自然の象徴的な存在です。地域の、そ

して日本の宝である自然を保全することにより、後世にわたって豊かな自然と四季折々の

色鮮やかな風景があり続ける場であることが、本国立公園の存在する大切な役割の１つで

す。 
もう１つの役割は、その豊かな自然が節度を持って利用され、人々に様々な体験を与えら

れる場であり続けることです。妙高戸隠連山国立公園には、多様な資源とはっきりとした四

季があるため、「海以外の遊びや学びを、四季折々にできる」ことが特徴です。例えば、初

級者から上級者まで満足できる登山、気軽な自然散策、スキーをはじめとした雪遊び、野尻

湖のカヌーをはじめとするウォータースポーツ、釣り、サイクリングや高地トレーニングな

ど、自然を利用した各種アクティビティを楽しむことができます。これらを体験できる場所

は公園内各所に点在しており、本国立公園全体が、いわば「自然遊びのテーマパーク」とな

っています。また、動植物の自然観察、化石発掘体験、地形地質の学習や山岳信仰に関する

体験等、知的好奇心を満たす様々な学びもでき、本国立公園は「自然と文化の博物館」とも

言えます。本国立公園ではこのような遊びと学びの体験を併せ、「“自然×文化”の遊学舎(ま
なびや)」と呼ぶこととし、日本で一番、「自然と文化」の「遊びと学び」が充実した国立公

園となることを目指します。 
また、「癒しの場」となることも、本国立公園の大切な役割の１つです。小谷温泉や妙高

高原温泉郷など歴史ある温泉が豊富であることをはじめとして、森林セラピー、地域色豊か

な郷土食や温かい心を持つ人々とのふれあい、日本の原風景を思わせる心落ち着く風景な

どから、本国立公園は人々の心身を癒す場であります。 
そして、妙高戸隠連山国立公園はコンパクトな国立公園であるため、これらを体験できる

場所もギュっと凝縮していて、短期間に複数の体験をすることができます。また、北陸新幹

線や高速道路から近い地域も多く、観光客のアクセスが良いとともに、近隣市街地から近い
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ことで地域住民も気軽に足を運ぶことができる、地域に根ざした国立公園でもあります。 
 
■妙高戸隠連山国立公園の保全・利用の目標は、「先人が築き守ってきた自然と文化を、私

たちが自信をもって子供たちに引き継ぐこと」です。 
 妙高戸隠連山国立公園には、古来より受け継がれてきた自然と文化があります。守るべき

風景や動植物、文化等が何であるのかを再認識した上で、保全します。また、守られた資源

を節度を持って利用し、多くの人が自然を楽しむ場にするとともに、自然を大切にする意識

を醸成する場とします。なお、単純に多くの利用者があれば良いということではなく、自然

の状況や地域に応じて適正な利用者数があることを大切にします。自然や文化が守られ、そ

の自然や文化を求めて多くの人が訪れる国立公園となることで、そこに暮らす・暮らしてい

た人々は「住んでよかった」「この地に帰りたい」と、訪れる人々は「行ってみたい」「行っ

て良かった」と思えるような国立公園となり、国立公園が地域の糧となります。 
 これらを実践するのは、今、ここにいる私たちです。私たちが豊かな自然を守り活かし、

自信をもって子供たちに引き継いでいきます。 
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Ⅳ．管理運営方針 
 
本国立公園の地域関係者から幅広く意見を集め、妙高戸隠連山国立公園連絡協議会設立

総会での承認により、平成 28 年 7 月 19 日に以下のとおり本国立公園の管理運営方針が決

定された。 
 

 
妙高戸隠連山国立公園の共通の目標であるビジョンを実現するためには、取り組むべき

施策の方向性を地域皆で共有し、同じ方向を向いて取組みを進めていくことが大切です。そ

こで、取り組むべき施策の方向性として①～⑨を定め、関係者皆で適切な役割分担のもと取

り組みます。 

  注）「（取組みの具体例）」は、具体的なイメージをつかむために、行政関係者や地域住民から出された意見を例とし

て記載したものです。 

 

① 北限のライチョウをはじめ、豊かな生物多様性保全の取組みをすすめます。 

妙高戸隠連山国立公園は、多様な地形地質が存在することや豪雪地帯であること等か

ら、北限のライチョウをはじめとして動植物相がとても豊かな地域です。この豊かな生物

多様性が本国立公園内にあり続けることが、本国立公園の役割の１つです。 
豊かな生物多様性を保全するためには、例えば、調査研究の推進、希少種の保全、外来

種対策、人為によって維持される自然の保全再生、野生鳥獣対策などの取組みが必要です。 
（取組みの具体例）国立公園の植物相の把握、ライチョウ保護増殖事業の推進、高山植物の盗掘防止対

策の実施、火打山におけるオオバコの対策、樹木の侵入が見られる湿地の保全 等 

 
② 妙高戸隠連山国立公園らしい風致景観保全の取組みをすすめます。 

妙高戸隠連山国立公園は、火山・非火山の個性的な山容をもつ山岳が密集し、点在する

高原や湖沼と相まって美しい自然景観となっているとともに、伝統的な街並みや農の風

景など人が紡ぐ美しい風景があります。また、豊かな自然が生み出すきれいな水や空気、

静穏な環境もあります。この妙高戸隠連山国立公園らしい風致景観があり続けることが、

本国立公園の役割の１つです。 
妙高戸隠連山国立公園らしい風致景観を保全するためには、例えば、街並みや自然景観

等良好な景観の形成及び維持管理、展望台や歩道等、風致景観を楽しむ良好な場の形成及

び維持管理、自然公園法の遵守、水や大気等の環境保全などの取組みが必要です。 
（取組みの具体例）伝統的な街並みの保全、廃屋の存在等国立公園らしくない街並みの改善、野尻湖の桟

橋のあり方の整理、展望地で眺望を妨げている樹木・柵・看板等への対応、散策路及びその周辺の適切な

管理とベンチの設置、野尻湖の水質や静音の維持 等 
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③ 登山を活性化させる取組みをすすめます。 

 妙高戸隠連山国立公園は、初級者から上級者まで皆が満足できる変化に富んだ魅力的

な登山ルートを有しているとともに、コンパクトな国立公園ながらも日本百名山が４座

もあることから、登山は本国立公園における主要な利用形態の１つとなっています。こ

のため、多くの利用者に安全快適に登山を楽しんでいただくことが、本国立公園の役割

の１つです。 
 登山を活性化させるためには、例えば、適切な登山道整備の推進及び適切な維持管理、

トイレや山小屋等施設に関する課題への対応、登山ガイドの人材確保やスキルアップ、

新潟焼山の火山防災対策や防災教育の推進、安全登山を含めた情報発信の活性化などの

取組みが必要です。なお、登山道整備や情報発信に際しては、保全と利用のバランスに

配慮します。 
 

（取組みの具体例）登山道整備に関わる人材や費用の確保、登山道整備方針の整理、携帯トイレの普及、

登山口の駐車場不足への対応、自然及び安全に精通するガイドの養成と有資格化、ガイド利用の活性化、

火山防災に関する避難訓練の実施、登山マップの作成と効果的な活用、登山届提出の促進 等 

 
④ 自然や文化で遊び・学ぶ体験活動を活性化させる取組みをすすめます。 

 妙高戸隠連山国立公園は、日本有数のスキー場の密集地であるほか、散策やカヌー、

サイクリングなど、自然を利用した遊びの場となっています。また、動植物の自然観察、

化石発掘を含めた地形地質の体験学習、山岳信仰にふれる体験など、多様な体験ができ

る資源を有しており、自然や文化の学びに適した場でもあります。このため、各種アク

ティビティやエコツーリズム等体験活動の場となることが、本国立公園の役割の１つ

です。 
自然や文化で遊び・学ぶ体験活動を活性化させるためには、例えば、アクティビティ

や体験プログラムの充実、ガイドの人材確保やスキルアップ、情報発信の活性化などの

取組みが必要です。 
（取組みの具体例）多様なメニューの整備、国立公園の魅力をより詳しく学ぶことができるプログラムへ

の改善、エコツーリズム推進全体構想の認定、博物館の利用促進、妙高戸隠連山学のガイドへの浸透、雪

質の良さなど魅力を活かした情報発信、エコツアーの一元的な情報発信 等 

 
⑤ 癒しの場となるような取組みをすすめます。 

妙高戸隠連山国立公園は、四季折々の日本らしい心落ち着く風景、火山の恵みを受け

た多様な泉質の温泉や湯治場、歴史ある神社、おいしい農産物と郷土食、温かい心を持

った地域の人々など、人々に癒しを与える多様な資源を有しています。このため、人々

の心身を癒す保健休養の場となることが、本国立公園の役割の１つです。 
癒しの場となるには、例えば、温泉や神社等癒される施設の利用の活性化、ヘルスツ

ーリズムの活性化、文化や風土に根ざした食の提供、おもてなしの心の構築などの取組
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みが必要です。 
（取組みの具体例）泉質の違いを発信することによる周遊利用の推進、森林セラピー基地等の広域利用の

促進、ノルディックウォーキングやウェルネスウォーキングの促進、地産地消の推進、郷土料理教室の開

催、地域皆でおもてなしをする心の構築 等 

 
⑥ 「世界に誇れる観光地」となるよう、観光地としての資質を高める取組みをすすめます。 

妙高戸隠連山国立公園は、豊かな自然と文化を求めて国内外から多くのお客様をお迎

えする観光地であるため、利用者にとっての安全性や快適性が十分に確保されている必

要があります。そこで、全ての利用者が安全快適に滞在することができ、観光地としての

資質の高い、「世界に誇れる観光地」となることを目指します。 
「世界に誇れる観光地」となるためには、例えば、観光地として必要な施設や空間の整

備、ユニバーサルデザイン化の推進、二次交通の改善、利用状況に関する基礎的データの

蓄積などの取組みが必要です。 
（取組みの具体例）サインの統一や設置方針の整理、不足する駐車場や渋滞対策の検討、ゆっくり歩き休

める街づくり、外国の方が利用しやすい地域づくり、観光利用に供するバスの運行、登山者数の把握 等 

 
⑦ 地域ぐるみで積極的に情報発信し、「妙高戸隠連山国立公園ファン」を増やす取組みを

すすめます。 

妙高戸隠連山国立公園が好きで、一度だけでなく何度でも訪れて下さるリピーターを

増やすことが望まれます。そこで、「国立公園のブランド」と「地域としてのまとまり」

を活かして地域ぐるみで積極的に国内外に情報発信することにより、「行ってみたい」

「もう一度行きたい」と思う「妙高戸隠連山国立公園ファン」を増やすことを目指しま

す。 
「妙高戸隠連山国立公園ファン」を増やすためには、例えば、本国立公園の魅力の発

掘と活用、効果的な手法を用いた情報発信、魅力的なイベントの開催などの取組みが必

要です。 
（取組みの具体例）各自治体における「国立公園○〇」の活用の推進、公園利用者に対するアンケートに

よるニーズ把握、周遊観光を促すことに留意した情報発信（ガイドブックやＨＰの製作）、登山であればア

ウトドアショップ等対象を絞った効果的な発信手法の確立、ＳＮＳを利用した情報発信、登山イベントの

実施 等 

 
⑧ 「故郷

ふるさと

、妙高戸隠連山国立公園」となるような取組みをすすめます。 
妙高戸隠連山国立公園が地域住民（周辺住民含む）の心の誇りや暮らしの糧になるこ

とで、「住み続けたい」「この故郷に帰ってきたい」「新たな故郷として住んでみたい」と

思う地域になることが望まれます。そこで、多くの地域住民が「故郷、妙高戸隠連山国

立公園」と思うようになることを目指します。 
「故郷、妙高戸隠連山国立公園」と思う人を増やすためには、例えば、地域住民が妙



 

12 
 

高戸隠連山国立公園を学ぶ機会の充実、自然環境の保全管理への参加促進、地域資源に

関連した生業の維持や雇用の確保などの取組みが必要です。 
（取組みの具体例）妙高戸隠連山国立公園を総合的に学ぶ「妙高戸隠連山学」の創設、地域住民に対する

環境学習の推進、外来種駆除等へ参加しやすい体制づくり、ガイド利用の活性化、宿泊施設の通年利用の

活性化 等 

 
⑨ 協働による取組みをすすめます。 

 妙高戸隠連山国立公園は２県６市町村にまたがり、その保全と利用の取組みには行政・

民間業者・住民・学識経験者等様々な主体が関わっています。そのため、各主体の活動や

考えを知り、また意見を言い易い場があることや、課題に対する迅速な対応ができる場が

あることが必要であり、そのため「協働」による管理運営体制を目指します。 
協働の取組みを進めるためには、例えば、協議会の定期的な開催による意見の交換、官

民共同事業の実施、ビジョン等の共有などの取組みが必要です。 
（取組みの具体例）定期的な協議会の開催による情報共有や意見交換、地域の方から意見を聞く場の定期

的な開催、官民一体となった事業の実施、ボランティアが活躍できる体制づくり、法令の解説 等 
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Ⅴ．風致景観及び自然環境の保全に関する事項 
 
本国立公園は、山岳や高原、湖沼等の自然性の高い景観のほか、温泉や神社仏閣等の人文

景観を有していることに加え、ライチョウをはじめとした希少な動植物が分布しているな

ど、多様かつ豊かな風致景観・自然環境を有している。これらについては、公園の管理運営

に関わる多様な地域関係者と連携して適正に保全を図るべきものであることから、以下の

とおり地域毎に保全対象を抽出し、それぞれの保全方針を定める。 
 
地域 保全対象 保全方針 

全
域
共
通 

山岳景観全般 

山岳景観を保全するため、その主な構成要素である地形

及び植生を保護する。特に、主要展望地から望見される

地形及び植生の大規模改変は原則として規制するととも

に、工作物の設置にあたっては山岳景観を損なわないよ

う対応する。また、山岳信仰の対象となっている山におい

ては、山中の史跡等の文化的景観についても保全する。 

湖沼・高原景観全般 

山岳及び周辺植生と一体となった、湖沼・高原景観を保

全する。そのため、湖沼や高原の主要展望地と、視対象

である山岳の間に位置する工作物の設置にあたっては

その景観を損なわないよう対応する。湖沼においては、

自然形状及び水質を保全するため、人為的地形改変

（湿地への踏み込みも含む）を行わず、集水域の保全に

配慮し、し尿や雑排水の流入を防止する。自然遷移以外

の乾燥化や土砂堆積等により良好な湖沼景観の維持が

困難な場合は、適切に対応する。高原においては、森林

植生や草原植生を保全するため、植生の維持管理を適

切に行う。また、温泉地や歴史的街並みのある地域にお

いては、街並み景観を国立公園にふさわしい情緒ある空

間にする。 

動植物全般 

（森林性ほ乳類、鳥類、

高山蝶、爬虫類・両生

類、高山植生、原生的な

森林等） 

山岳、湖沼及び高原のそれぞれに生息・生育する多様

な動植物を保全する。そのため、密猟・盗掘を防止すると

ともに、良好な生息・生育環境を保全・再生する。 

原生的な森林の伐採は避けるとともに、高山植生の保全

にあたっては必要に応じて立ち入り禁止等の制札、防止

柵等を設置する。 

なお、外来種やシカ・イノシシ等、従来生息していなかっ

た種の侵入については、ライチョウ・高山植物その他の希

少な動植物への影響が甚大となるおそれがあることから、
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計画的な駆除等により適切に対応することとする。 

笹

峰 

笹ヶ峰牧

場、笹ヶ峰

ダム 

景観 

なだからな起伏の放牧地の中に高木が点在する牧野景

観及び牧野景観と一帯となった山岳景観を保全するた

め、牧野の維持管理が継続されるようにする。笹ヶ峰ダム

右岸展望台及び堤体では焼山や金山方向の眺望を考

慮し、自然林及び二次林の伐採をはじめ自然改変を抑

止する。なお、ダム湖周辺の地すべり地形については必

要な対策を講ずる。 

史跡 

（上下一心

の碑、千部

供養塔、夢

見平の製

材所跡） 

笹ヶ峰地区の歴史的資源であるため、周囲の地形改変

は抑止する。周囲の高木については史跡の保全を優先

し、必要に応じて維持管理を行う。 

ヒコサの滝 滝 

水質及び水位・水量を維持するため、特に上流域におい

て水質及び水位・水量に影響を及ぼすおそれのある自

然改変を抑止する。 

宇棚の清

水、きはだ

清水 

湧水 
透明度の高い水質と周囲のブナ林の風致を保全するた

め、土砂の流入や水質の悪化、樹木の伐採を抑止する。 

仙人池 湖沼 
天然湖沼については、人為に起因すると考えられる改変

を抑止する。 

夢見平、池

の峰 
巨木・大木 

樹勢を維持するため、樹木幹周りの無秩序な踏み荒らし

がないようにする。必要に応じて立ち入り防止柵の設置

や土壌の改良を検討する。 

火
打
山 

山岳景観、植生 

（雪田植生、火打山のハ

イマツ群落） 

起伏の緩やかな山容を保全するため、地形や植生に影

響のある行為を抑止する。 

高層湿原と池塘群 

（高谷池湿原、天狗の庭

湿原、黒沢池湿原） 

高層湿原や池塘群を保全し、周辺の高山植物に影響を

及ぼすおそれのある行為は抑止する。宿舎や野営場等

の飲用水取水利用については、湿原域からの排水量に

大きな影響を生じさせない範囲に留め、必要以上の取水

は抑止する。 
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火打山ライチョウ個体群 

国内最小のライチョウ個体群を保全するため個体数に変

動を生じさせるおそれのある人為的行為を強く規制す

る。ただし、個体数の維持・回復のための試験的な行為

については除く。冬期のライチョウ等の生息環境を保全

するため、杉野沢笹ヶ峰線道路（車道）の北側の特別地

域では車馬乗入れ規制を継続する。 

高山蝶 

高山蝶の生息環境を保全する。特別保護地区における

高山蝶の捕獲については、学術研究のための必要最小

限の捕獲以外は認めない。 

 特に保護すべき蝶類： クモマツマキチョウ、コヒオドシ、

ベニヒカゲ及びアサマシジミ（トガクシシジミ） 

妙
高
山 

山岳景観 

複式火山による独特の山容を保全するため、高標高にあ

る治山林道や源泉施設等の施設の改修にあたっては必

要最小限の範囲とする。山岳信仰から生じた景観を保全

するため、石仏や祭具等については現状維持を基本と

し、新たな設置は抑止する。 

杉
野
沢 

苗名滝 滝 

水質及び水位・水量を維持させるため、上流域において

水質及び水位・水量に影響を及ぼすおそれのある行為

は抑止する。 

燕
温
泉 

惣滝、称名

滝及び光

明滝 

滝 

水質及び水位・水量を維持させるため、上流域において

水質及び水位・水量に影響を及ぼすおそれのある行為

は抑止する。 

黄金清水 湧水 

湧き水の湧出を維持するため、集水域を含めて保全す

る。水くみ場周辺は草刈りなど必要な維持管理を行う一

方で、集水域と考えられる範囲での樹木の伐採や地形

改変は行わないようにする。 

関
温
泉 

不動滝 滝 

水質及び水位・水量を維持させるため、上流域において

水質及び水位・水量に影響を及ぼすおそれのある行為

は抑止する。 

池

平 

いもり池 湖沼、景観 

ミズバショウをはじめとした湿性植物の維持を図るため、

区域への流入水の水質及び水量を維持する。特に、外

来種の新たな侵入を防止し、管理することの出来ない種

については関係機関で連携し抜本的な駆除を行う。いも

り池の水面に映る「逆さ妙高」の景観を保持する。 
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新
赤
倉 

人文景観 

山腹にたたずむ歴史ある宿舎と周辺環境とが一帯となっ

た雰囲気を保全する。大きな地形改変を伴う計画は認め

ず、周囲の樹木については必要な維持管理を行う。 

 

戸隠連峰

（高妻山～

西岳） 

山岳景観 
海底隆起から生じた凝灰角礫岩からなる荒々しい山岳景

観を保全する。人の踏み付けから植生を保全する。 

山岳信仰

から生じた

景観（祠、

岩屋等） 

山岳信仰から生じた景観を保全する。石仏や祭具等に

ついては現状維持を基本とし、新たな設置は抑止する。 

植生 
指定植物が生育する環境を保全する。必要に応じて外

来植物の侵入を防止する措置を講ずる。 

高山蝶 

高山蝶の生息環境を保全する。特別保護地区における

高山蝶の捕獲については、学術研究のための必要最小

限の捕獲以外は認めない。 

特に保護すべき蝶類：クモマツマキチョウ、コヒオドシ、ベ

ニヒカゲ及びアサマシジミ（トガクシシジミ） 

鏡池、小鳥

ヶ池 

湖沼景観、

水質 

湖沼からの山岳景観を保全する。また、周辺の植生及び

水質の保全の措置を講ずる。 

戸隠森林

植物園、越

水ヶ原周辺 

湿原植生 

鳥類 

我が国屈指の野鳥の宝庫であり、森林植物園とその周辺

に生息・生育する動植物を保全する。人の踏み込みから

湿原植生を保全する。 

逆サ川 

（コガタカワ

シンジュガ

イ） 

タイプロカリティー（基準標本産地）であるコガタカワシン

ジュガイの生息環境を保全する。土砂の流入や水質の悪

化が発生しないよう措置を講ずる。 

戸隠神社社叢林、史跡等 

戸隠神社奥社参道周辺の森は、神社と一体となって優

れた風致を作り出しており、神域としての雰囲気を壊すこ

とのないよう措置を講ずる。特に杉並木については、樹

齢 400 年以上を誇る美林であり、補植等の維持管理には

配意する。 
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戸隠重要伝統的建造物

群保存地区とその周辺の

街並み 

中社地区・宝光社地区は、戸隠信仰における信仰地点と

して成立し、近世以降に門前町として独特な集落景観を

形成しており、茅葺の宿坊群を含めた集落景観を保全す

る。 

荒倉山 史跡 
鬼女紅葉伝説にちなんだ史跡（紅葉の岩屋等）を保全す

る。 

 

飯縄山、霊

仙寺山 

山岳景観、

原生的な

林、サラサ

ドウダン群

落 

飯縄山の山岳景観、山頂周辺の原生的な林及び風衝植

生を保全する。 

山岳信仰

から生じた

景観（神

殿、祠、鳥

居等） 

山岳信仰から生じた景観を保全する。石仏や祭具等に

ついては現状維持を基本とし、新たな設置は抑止する。 

飯綱高原、

霊仙寺山

麓 

湿原植生 

埋蔵文化財包蔵地においては、極力、開発を抑止する。

人の踏み込みから湿原植生を保全する。周辺施設から

湿原に直接排水することを禁止する。さらに、湿原を維持

するために必要な管理を行う。 

 

黒姫山 

山岳景観、

原生的な

林（ハイマ

ツ群落、コ

メツガ・オオ

シラビソ林） 

成層火山の特徴的な山岳景観及び山頂周辺部を中心と

した原生的な林を保全する。高山植生、大池、七ッ池等

の保全を図る。 

植生 

ヒカリゴケ群落、オサバグサ群落等の希少植物が生育す

る植生を保全する。必要に応じて外来植物の侵入を防止

する措置を講ずる。また、大ダルミ湿原、大池、七ッ池等

の湿原植生を保全する。 

古池・種池 

湿原植生 
古池・種池周辺の湿原植生を保全する。湿原植生への

人の立ち入りを防止する。 

湖沼景観、

水質、鳥類 

周辺植生を保全し、地形改変を行わず、湖沼景観を維

持する。上流に廃水を出す施設を設置させない。また、 
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水鳥の生息環境として、周辺植生の保全に努めるととも 

に静穏を保持する。 

埋蔵文化

財 

埋蔵文化財包蔵地等を破壊する開発は抑止する。開発

行為が計画されている場合には、教育委員会等関係機

関と連絡を密にし、破壊されないよう留意する。 

野
尻
湖 

野尻湖 

湖沼景観、

水質 

野尻湖から望見される山岳景観を保全する。また、周辺

植生を保全し、地形改変を行わず、湖沼景観を維持す

る。し尿、雑排水の流入を防止し、水質の改善を図る。 

植生（ホシ

ツリモ） 

ホシツリモをはじめとした水草が生育できる環境を保全す

る。 

街並み景

観 

湖畔・湖上からの景観を保全するために、野尻湖周辺の

街並み景観を保全する。 

埋蔵文化

財 

埋蔵文化財包蔵地等を破壊する開発は抑止する。開発

行為が計画されている場合には、教育委員会等関係機

関と連絡を密にし、破壊されないよう留意する。 

 
雨飾山～

金山、天狗

原山 

山岳景観、

原生的な

林（ブナ

林、コメツ

ガ・オオシ

ラビソ林、ミ

ヤマナラ

林）、高山

植生、雪田

植生 

貫入岩により生じた双耳峰の山岳景観、原生的な林及び

偽高山帯植生及び雪田植生等の希少植物が生育する

植生を保全する。人の踏み付けから植生を保全する。 

山岳信仰

から生じた

景観（雨飾

山山頂の

祠） 

石仏や祭具等については現状維持を基本とし、新たな

設置は抑止する。 

中の池 
湖沼（フクイ

マメシジミ） 

湖沼への土砂の流入を抑止する。必要に応じて生息環

境の改善を行う。 

鎌池 
湖沼景観、

水質 

鎌池周辺のブナ林をはじめとした森林を保全するととも

に、周辺施設から廃水が直接流入しないよう配慮する。
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湖畔歩道については維持管理に努め、泥土が池へ流入

しないよう必要な措置を講ずる。 
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Ⅵ．適正な公園利用の推進に関する事項 
 
１．利用の方針 
本国立公園は豊富な風致景観及び自然環境資源を有しており、高原や温泉など山岳以外

の資源も豊富であるため、登山者だけでなく誰でも利用しやすい公園となっている。さらに、

新幹線や高速道路の存在、近隣市街地から近い好立地等により、アクセスの面からも優れて

いる。これら豊富な資源や社会的条件を活用し、レベルに応じた登山、野尻湖のカヌーをは

じめとするレイクスポーツ、多彩なスキー場や豊富な積雪を利用したスキーやスノーシュ

ー、風景探勝や動植物観察、温泉利用や参拝等の様々な利用が、幅広い利用者層により四季

を通して行われている。 
しかし、資源の発掘が十分でないこと、各資源の魅力が十分に利用者に伝わっていないこ

と、資源が点として存在しており有機的につながっていないこと、時代に即した宿舎や野営

場等が提供されていないこと等の問題が存在している。そこで、新たな資源の発掘を行うと

ともに各資源や各公園事業の魅力に磨きをかける取組みを実施し、エコツーリズムとして

活用するとともに、資源を線でつなぎ本地域の魅力を歩いて体感するロングトレイル設置

や、宿泊・休憩等の滞在時間の延長等に取り組む。歩く利用にあたっては、登山道をはじめ

各散策路等において、自己責任の範囲の明確化と利用者レベルに適した安全快適な利用が

できるよう、各山域に合った整備水準に配慮しつつ維持管理を行う。なお、国指定特別天然

記念物かつ絶滅危惧ⅠB 類のライチョウや戸隠重要伝統的建造物群保存地区等、保全上極

めて重要な位置付けにある資源は保全に重点が置かれがちだが、保全意識が高まるような

賢明な利用を行うことで、一層保全が促進されるような状況を目指す。これら利用に係る情

報は、「妙高戸隠連山国立公園」という１つの観光圏として効果的な手法により発信し、四

季を通した利用、周遊や長期滞在を促していく。また、インバウンド利用に対する考え方も

整理していく。 
これら取組みにより、地域活性化に資する国立公園を目指すこととし、特に以下の取組み

を推進する。 
 
〇景観の活用 
「風景資源の発掘及び価値付け」、「風景を楽しめる良好な視点場の確保、維持管理」、「滞

在したくなる周辺景観と調和した各公園事業のデザインや機能等の改善」等に取り組むこ

とで、「本国立公園らしい景観が保全活用され、その結果として景観が適切に保全されてい

る状態」を目指す。 
 

〇歩く利用の活性化 
「ロングトレイルの設定」、「サインの統一」、「登山の活性化」、「自己責任範囲の明確化」

等に取り組むことで、「本地域の魅力が利用者に伝わり、歩く利用が地域活性化に結びつい

ている状態」を目指す。 
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〇エコツーリズムの活性化 
 「生物多様性の保全」や、「多様で質の高いエコツアープログラムの作成及びそれを支え

る質の高いガイドの体制作り」に取り組むことで、「多様で質の高いエコツアープログラム

が、複業を含む多くの質の高いガイドによって実施され、本国立公園全体の着地型旅行商品

として販売されている状態」を目指す。 
 
〇情報発信の強化 
 妙高戸隠連山国立公園が１つの観光圏としてまとまり国内外への情報発信に取り組むこ

とで、「１つの観光圏として、エコツアーを中心とした長期滞在や周遊利用がなされている

状態」を目指す。 
 
２．利用ルール 
本国立公園の自然を守り、自己責任の範囲の明確化と利用者レベルに適した安全快適な

利用ができるよう、下記のとおり利用のルールを定めて、土地所有者、施設管理者及び国立

公園関係者（以下「関係者等」という。）間で共通認識を持ち、適正な利用を推進する。必

要に応じて地域ごとに適したルールや自己責任の範囲等について関係者等の間で検討する。

また、これらの内容については各関係者等において可能な手法での普及啓発活動を行うこ

ととし、多言語での情報発信等を通じて海外からの利用者の理解も醸成する。 
 
（１）登山道・散策路（以下「登山道等」という。）の利用 
①登山道等を歩く際は、荒廃を防ぐため道を外れて歩かないこと。 
②ストックを使用する場合、登山道の状況によっては、先端（石突き）にキャップをつける

こと。 
③動植物、鉱物は採取しないこと。 
④登山前には靴底をきれいにして、登山道等に本来生育しない植物の種等を持ち込まない

ようにすること。 
⑤山火事につながり、他の利用者の迷惑になることから、歩行中は喫煙しないこと。 
⑥登山道等における自転車等の走行やトレイルランニングについては、自然環境保全上重

要な場所では行わないこととし、実施する場合も歩行者を優先させること。 
⑦野鳥観察、植物観察等をする際には、他の利用者の通行の妨げにならないよう配慮するこ

と。 
 
（２）携帯トイレの持参 
 登山道等では途中にトイレがない路線が多いため、事前にトイレを済ませ、携帯トイレを

必ず持参すること。 
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（３）ペットの連れ込み 
①特別保護地区及び第一種特別地域では、野生生物や利用者への影響に鑑み、歩道等の利用

施設であってもペットは連れ込まないこと。 
②その他の地域においては、利用者への迷惑（動物恐怖症や動物アレルギーの人との近接遭

遇、吠える等）及び野生生物への影響を避けるため、ペットを連れ込む際は必ずリードに

つなぐこと。ただし、施設内に設置されているドッグランを利用する場合はこの限りでは

ない。 
 
（４）ゴミの持ち帰り 
 ゴミの持ち帰りを徹底すること。 
 
（５）野営 
 野営場での野営を基本とすること。 
 
（６）野生動物への接近 
 野生動物への餌付け及び接近は、生物多様性への悪影響及び人的被害が起こる可能性を

考慮し行わないこと。 
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Ⅶ．公園事業及び行為許可等の取扱いに関する事項 
 
１．許可、届出等取扱方針 

 

（１）特別地域 

特別地域における各種行為についての自然公園法の行為許可申請に対する審査基準とし

ては、「国立公園の許可、届出等の取扱要領」（令和４年４月１日付け環自国発第 22040115

号）第６に規定するとおり、自然公園法施行規則第 11条に規定する許可基準（以下「許可

基準」という。）、「自然公園法の行為の許可基準の細部解釈及び運用方法について」（平成 12

年８月７日付け環自計第 171 号・環自国 448-１号、環自国 448-２号、環自国 448-３号）及

び妙高戸隠連山国立公園の特別地域における行為の許可基準の特例（平成 27 年 3 月 27 日

付け環境省告示第 40 号）において定める許可基準の細部解釈等によるほか、下記の取扱方

針（審査基準）によるものとする。 

 

行為の種類 地区名等 取 扱 方 針 

全行為共通 全域 ＜基本方針＞ 

 国立公園外でも目的が達成できる各種
行為は、公園外で実施すること。 

 公園計画に合致する利用施設は、原則と
して公園事業として執行すること。 

 各種行為が行われる場合は、現地及び周
囲の優れた景観並びに生物多様性の保
全に十分留意すること。 

＜審査基準＞ 

（ア）展望・眺望 

 周囲の自然環境と調和し、公園利用者の
展望の用に供するための園地、広場、休
憩所、展望施設のほか、公園事業たる道
路のうち公園利用者の展望の用にも供
されている区間等からの展望・眺望に支
障がない位置で実施すること。ただし、
地下埋設、自然物での遮蔽、既存工作物
への付帯（添架）等を行う場合は、この
限りではない。 

（イ）規模 

 第５章に掲げる保全すべき景観資源の
保全をはじめ、風致景観の保護上の判断
に重点を置き、行為の目的を達成するた
めに必要な最小限の規模とし支障木の
伐採及び地形の改変を極力少なくする
こと。 
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（ウ） 残土処理方法 

 可能な限り、公園区域外に搬出するこ
と。ただし、行為敷地内における敷き均
し等によって風致景観の保護上支障の
ないよう処理できる場合、又は、自然公
園法に基づく許可等を受けた他の行為
に適切に流用できる場合はこの限りで
はない。また、上記のいずれかによって
区域内で処理することが決まり、一時的
に区域内で保管が必要な場合は、植生破
壊及び災害誘発等のおそれのない場所
であるとともに極力公園利用者から望
見されない場所を選定すること。 

（エ）廃材処理方法 

 公園区域外に搬出すること。ただし、自
然公園法に基づく許可等を受けた他の
行為に適切に流用できる場合はこの限
りではない。 

（オ）修景緑化方法 

 工事にあたっては、既存樹木を可能な限
り保存するものとするが、やむを得ず生
じる支障木は、可能な限り行為地周辺の
修景緑化に使用すること。工事に伴いや
むを得ず生じた裸地は、修景緑化するこ
と。修景緑化にあたっては、「自然公園
における法面緑化指針」（平成 27 年 10
月環境省自然環境局）を踏まえること。
ただし、緑化に用いる地域性種苗の入手
が困難である場合には、それ以外の植物
を使用することについて個別に判断す
るものとする。 

（カ）法面処理 

 法面処理の工法は、周辺の動植物保護及
び公園利用者の安全のために最も適し
た方法を選択すること。 

 工事にあたっては、地形に順応させ、極
力法面が発生しないようにするととも
に、特に優れた樹林等の保存に努めるこ
と。 

 やむを得ず生じた切土面及び盛土面は、
風致景観への影響の軽減及び安定化を
図るため、緑化等の措置を講ずること。
なお、緑化を行う際は、上記「（オ）修
景緑化方法」によること。 

 擁壁等は、自然石や木材等の自然材料を
用いるか、自然材料を模した表面仕上げ
とするとともに、明度の低いものとする
こと。ただし、公園利用者から望見され
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ない箇所においては、この限りではな
い。 

 コンクリート吹付け工やコンクリート
法枠工等のコンクリート施工面が表面
に出てくる工法は、施工技術上他の工法
がない場合に限定し、顔料混入や表面凹
凸などによりコンクリートの明度を低
くすること。ただし、公園利用者から望
見されない箇所においては、この限りで
はない。 

（キ）自然環境の保全 

 第５章の各地域に掲げる「特に保護すべ
き動植物」を中心とした希少野生動植物
が行為予定地及びその周辺に生息・生育
する場合は、当該希少野生動植物へ悪影
響を与えないよう必要な措置を講ずる
こと。 

 行為に際して極力外来種を持ち込まな
いよう、必要な措置を講ずること。 

 湿原及び湖沼周辺地域においては、水質
を汚濁させないよう必要な措置を講ず
ること。 

＜配慮が望まれる事項＞ 

 「（カ）法面処理」については、周囲の
地形及び地物の状況に応じ、風景になじ
ませる工夫を施すよう配慮すること。例
えば、法面形状を緩い法勾配とするこ
と、法肩の線形を現況地形に近いものと
すること、法肩にラウンディングを施す
こと等の工夫が考えられる。 

１．工作物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全域 ＜基本方針＞ 

 各種施設の敷地選定の際には、施設設置
後に周辺の自然景観や環境が極力変化
しないことを基本とすること。 

 工作物を設置する場合には、大きな樹木
や転石、河川、湿地等の当該地の環境の
質を表す自然の地物を極力残置するよ
うな配置とすること。 

 敷地内の建築物や駐車場等の施設以外
の部分は、施設の管理運営に支障のない
範囲で、全て緑地として管理育成するこ
と。 

 屋外照明は安全確保上、必要最小限の数
とするとともに、展望の妨げにならない
位置に設置すること。また、照明機具は、
周辺の自然環境に支障のないものとし、
光の色彩は周辺の風致景観及び、動物の
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（１）建築物 

生息に配慮したものを選定すること。 

＜審査基準＞ 

（ア）外部意匠・色彩・材料 

 屋根の形状は、10 分の２以上の勾配を有
する切妻、入母屋、寄棟及び方形等とす
ること。ただし、車庫、倉庫、給排水施
設等、主たる建築物の用途を補完するた
めの小規模な付帯建築物、特殊な用途の
建築物、及び日本の伝統様式を踏襲する
社寺等についてはこの限りではない。 

 屋根の色彩は、こげ茶色系又は黒色系と
すること。自然材料（木材、石材等）を
用いる場合は素材色も可とする。ただ
し、特殊な用途の建築物、及び日本の伝
統様式を踏襲する社寺等についてはこ
の限りではない。 

 壁面の色彩は、白色系又は茶色系とし、
材料は木材、漆喰等の自然材料又はこれ
に模したものを使用する。自然材料を用
いる場合は素材色も可とする。 

（イ）付帯施設 

 外灯を設置する場合は、建築物のライト
アップを目的とするものでないこと。 

 車庫、倉庫、給排水施設等、主たる建築
物の用途を補完するための小規模な付
帯建築物は、極力主たる建築物に包含す
ること。やむを得ず同一敷地内で別棟と
する場合であっても、主たる建築物と外
部意匠、色彩、材料等の調和を図る。 

 駐車場の取付道路は、風致景観の保護上
支障のない範囲内で、建築物の規模に見
合った必要最小限の規模とすること。 

（ウ）後退距離 

 積雪地帯であるため、建築物の水平投影
外周線は、除排雪作業を考慮した上で、
道路及び敷地境界線から極力離すこと。
ただし、敷地面積、地形等により後退で
きない等の明確な理由がある場合には、
除雪その他に支障のないよう留意する。 

＜配慮が望まれる事項＞ 

 建築物の周囲には、人工的なイメージを
和らげ、周辺の自然環境と調和させるた
め、可能な限り樹木残置又は修景植栽を
施すよう配慮すること。 

 外部意匠について、建築物の高さや屋根
の向き・勾配は統一感のある街並み形成
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に特に重要であることから、これらにつ
いては周辺建築物と調和をとるよう配
慮すること。 

飯綱西区 ＜審査基準＞ 

（ア）外部意匠・色彩・材料 
 長野市地区計画の区域内における建築

物の制限に関する条例で定められてい
る、飯綱西区地区整備計画に準じるこ
と。 

 屋根の形状は落雪による危険、雪おろし
等を考慮し、やむを得ない場合は、片流
れ屋根を認めるものとする。 

中社地区・

宝光社地区 

＜審査基準＞ 

（ア）外部意匠・色彩・材料 

 長野市伝統的建造物群保存地区保存条
例で定められた長野市戸隠伝統的建造
物群保存地区（以下「保存地区」という。）
内の建築物については、保存地区保存計
画の「修理（復旧）・修景・許可基準」
に準じること。 

 保存地区外の地域の建築物については、
保存地区内の風致景観と調和した建築
物とするよう配慮すること。 

 屋根の形状は落雪による危険、雪おろし
等を考慮し、やむを得ない場合は、片流
れ屋根を認めるものとする。 

（イ）その他 

 自然公園法施行規則第11条第37項の基
準の特例に適合するものとする。 

越水地区 ＜審査基準＞ 

（ア）外部意匠・色彩・材料等 

 屋根の形状は落雪による危険、雪おろし

等を考慮し、やむを得ない場合は、片流

れ屋根を認めるものとする。 

野尻湖 ＜審査基準＞ 

（ア）外部意匠・色彩・材料等 

 屋根の形状は落雪による危険、雪おろし

等を考慮し、やむを得ない場合は、片流

れ屋根を認めるものとする。 

関温泉、燕

温泉 
＜審査基準＞ 
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（ア）外部意匠・色彩・材料 

 屋根の形状は落雪による危険、雪おろし
等を考慮し、やむを得ない場合は、片流
れ屋根を認めるものとする。 

大田切川南 ＜審査基準＞ 

（ア）規模 

 敷地面積が 1,500 ㎡以上であること。 

赤倉温泉 ＜審査基準＞ 

（ア） 外部意匠・色彩・材料 

 自然公園法施行規則第11条第37項の基
準の特例に適合するものとする。 

 屋根の形状は落雪による危険、雪おろし
等を考慮し、やむを得ない場合は、片流
れ屋根を認めるものとする。 

＜配慮が望まれる事項＞ 

 銀座通り及び温泉通りに面した建築物
の新築、改築又は増築については、道路
境界線と建築物の水平投影外周線との
距離を極力離すこと。外壁後退箇所につ
いては、緑化や商業施設の誘客を促す空
間として利用する等、街並み景観の向上
に資する空間となるよう努める。 

池の平温泉 ＜審査基準＞ 

（ア） 位置・構造 

 概ね標高 800ｍを上限とし、それ以上の
標高においては、公益上必要な施設及び
農林漁業関連施設以外の新築を認めな
いものとする。 

 いもり池から妙高山方面の眺望を妨げ
ないよう高さ等の風致景観の保護上支
障となる要素を抑えること。 

（イ）排水 

 浄化処理を行っていない汚水及び雑排
水は、いもり池及びいもり池に流入する
河川に排出しないこと。 

笹ヶ峰 ＜審査基準＞ 

 公益上必要な施設及び農林漁業関連施
設以外の新築を認めないものとする。 

山岳地域 ＜審査基準＞ 

 公益上必要な施設及び農林漁業関連施
設以外の新築を認めないものとする。 

（２）道路(車道) 全域 ＜審査基準＞ 
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（ア）線形・勾配 

 曲線半径、道路の縦断勾配等は、極力現
地形に順応させることなどにより、自然
環境に与える影響を必要最小限とし、法
面や構造物（トンネル及び除雪帯を除
く）が極力発生しないよう十分に検討さ
れた計画であること。 

（イ）付帯工作物の外部意匠・色彩・材料等 

 野生動物が生息する地域では、皿型側溝
の使用や法面形状の工夫等、野生動物の
移動を妨げない対策、及びロードキルを
防ぐ対策を講ずること。 

 橋梁の色彩はこげ茶色系又は灰色系と
し、外部意匠、欄干の色彩等については、
周囲の風致景観と調和のとれたものと
する。また、コンクリート橋は、コンク
リートの明度を低くすること。ただし、
公園利用者から望見されない箇所にお
いては、この限りではない。 

 防護柵は、原則としてガードケーブルを
用いることとし、色彩はケーブル部分を
除きこげ茶色系とすること。安全確保上
等やむを得ない場合は、ガードレールも
可とし、色彩はこげ茶色系とする。ただ
し、公園利用者から望見されない箇所に
おいては、この限りではない。自然材料
を用いる場合は素材色も可とする。 

 案内標識等の数及び規模は必要最小限
とし、外部意匠、規格等の統一を図るこ
と。 

 道路照明は、光害予防の観点から、トン
ネル及びその周辺、橋梁及びその周辺、
チェーン脱着所、待避所又は夜間に歩行
者が利用する区間において、安全確保上
やむを得ない場合に限定し、必要最小限
のものとすること。また、その支柱等の
色彩はこげ茶色系とすること。ただし、
自然材料を用いる場合は素材色も可と
する。 

 落石防止柵、雪崩防止柵等の色彩は、支
柱等の部分をこげ茶色とし、網の部分を
こげ茶色系又は光沢のない灰色系とす
ること。ただし、公園利用者から望見さ
れない箇所においては、この限りではな
い。 

（ウ）廃道の取扱い 

 廃道敷は、工作物を撤去の上、修景緑化
すること。ただし、撤去することにより
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周辺の自然環境の崩壊が進行する場合
等やむを得ない理由により撤去するこ
とが困難な場合は、この限りではない。 

（エ）盛土・掘削土 

 掘削土を谷側や周囲へ流出させないよ
う必要な措置を講ずること。 

 公園区域外から土石を持ち込む場合は、
極力外来種を持ち込まないよう、必要な
措置を講ずること。 

（３）配電・送電・通信施設 全域 ＜審査基準＞ 

（ア）位置・規模 

 公園利用者から望見される既存施設に
ついては、建替えに際し、可能な限り展
望に支障がない位置への設置や地下埋
設等を行うこと。 

 高さ及び本数は必要最小限とすること。 

 電柱に設置する支線カバーの取付は、通
行者に接する可能性のある場所等、危険
防止のために必要な場所以外の設置は
避けること。 

（イ）色彩 

 工作物の支柱部分は、原則としてこげ茶
色とすること。ただし、背景が岩盤や空
等、灰色系の方が風致景観の保護上の支
障が軽減されると判断される場合は、灰
色系も可とするとともに、木柱の場合は
素材色も可とする。アンテナ等支柱以外
の部分についても、可能な限り支柱部分
の色彩と同色とすること。また、既存工
作物に付帯（添架）させる場合は、周囲
の風致景観との調和を考慮した上で、既
存工作物と調和する色彩も可とする。木
材を使用する場合は素材色も可とする。 

 ケーブル類の色彩は、背景に溶け込むよ
う、原則としてこげ茶色系又は黒灰色系
とすること。ただし、既存工作物に付帯
（添架）させる場合は、周囲の風致景観
との調和を考慮した上で、既存工作物と
調和する色彩も可とする。 

（ウ）既存工作物への付帯等 

 通信施設は、極力建築物等の既存工作物
へ付帯（添架）させること。 

 電力線、通信線等は、極力建築物の裏面
に回線を回すこと。 

 電力施設、通信施設が近接する場合は、
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極力共架又は既存支柱へ付帯（添架）さ
せること。 

神社境内地

内 
＜審査基準＞ 

（ア） 位置・規模 

 原則として地下埋設とする。ただし、建
築物の後背地等風致景観の保護上の支
障が小さい場合や規模の小さな神社な
どは、この限りではない。 

（イ）色彩 

 コンクリート柱を設置する場合は、こげ
茶色系とする。 

（４）自動販売機 全域 ＜審査基準＞ 

（ア）位置・規模 

 既存建築物への付帯とし、軒下、建築物
壁面線より内側に埋込む等目立たない
配置とすること。また、設置する数は必
要最小限とすること。 

（イ）色彩 

 茶色系又は建築物壁面と同一配色とす
ること。 

（ウ）照明 

 商品見本のみに光が照射されるように
する等、漏れ光を低減する措置を講ずる
こと。 

 必要以上の光量を発生しないものとす
る。 

（５）ライトアップ設備 全域 ＜審査基準＞ 

 自然物を照射対象としたライトアップ
は、生態系へ影響を及ぼす可能性がある
とともに、自然環境の静寂な状態を損な
うなど周辺の風致景観に支障を及ぼす
ことから、原則として認めない。 

 工作物を対象としたライトアップは、期
間や周囲の自然環境等に鑑み、総合的に
判断する。 

（６）桟橋 

 

野尻湖 ＜基本方針＞ 

 使用されている桟橋は、風致景観の保護
上の支障及び安全面の観点から、適切な
維持管理に努める。 

 使用されていない桟橋は、所有者、関係
機関等で連携し撤去に努める。 

 やむを得ず桟橋を新設する場合は、老朽
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化した桟橋を撤去し、周囲の桟橋の整理
統合を検討する。 

 公共桟橋は公園事業として執行するも
のとする。 

 公共桟橋を除く桟橋については、関係機
関と協力し指導を行うものとする。 

 桟橋使用業者に対し、油汚染の防止等野
尻湖の汚染を防止するよう指導する。 

＜審査基準＞ 

 妙高戸隠連山国立公園野尻湖畔におけ
る桟橋設置取扱基準によるほか以下の
基準とする。 

 魚類の産卵場となっている部分につい
ては、既存施設の維持補修にとどめる。 

 桟橋の色彩は、こげ茶色系又は黒色系と
すること。材料は木材、石材等の自然材
料又はこれに模したものを使用する。自
然材料を用いる場合は素材色も可とす
る。 

 施工にあたっては、野尻湖の水質を汚濁
させないよう必要な措置を講ずるほか、
埋蔵文化財等についても配意すること。 

（７）湖面浮遊工作物 野尻湖 ＜審査基準＞ 

 ブイ等、小規模なもの以外は認めない。
ただし、植生復元施設等野尻湖の保全に
資する工作物については、この限りでは
ない。 

（８）治山・治水・砂防施設 全域 ＜基本方針＞ 

 被害を回避する対象や対策を講ずる必
要性を明確にすること。 

＜審査基準＞ 

（ア）外部意匠 

 工作物の露出部分は、自然石等の自然材
料を用いるか、自然材料を模した表面仕
上げとするとともに、明度の低いものと
すること。鋼材部分については風致景観
に配慮した色とする。ただし、公園利用
者から望見されない箇所においては、こ
の限りではない。 

（イ）周囲の自然環境の保全 

 国土保全や災害防止のため公益性が高
いものではあるが、主要展望地から望見
される位置への設置は極力避けるとと
もに、避けることができない場合は風致
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景観の保護に配慮された工法や意匠と
すること。 

 既存の樹林の保存に努めること。 

 水生生物の生育環境に配慮し、可能な限
り魚道等を設置するなどの構造及び工
法とするよう努めること。 

（９）護岸工 全域 ＜配慮が望まれる事項＞ 

 多自然川づくりを基本とする。 

＜審査基準＞ 

（ア）外部意匠 

 原則として自然石による石積み又は籠
型の護岸工法を用いる。やむを得ず他の
工法を用いる場合は、自然材料を模した
表面仕上げとするとともに明度の低い
ものとすること。また、鋼材部分につい
ては風致景観に配慮した色とする。ただ
し、公園利用者から望見されない場合に
おいては、この限りではない。 

（イ） 周囲の自然環境の保全 

 水質を汚濁させないよう必要な措置を
講ずること。 

 水生生物の生息・生育環境に配慮した構
造及び工法とするよう努めること。 

野尻湖 ＜基本方針＞ 

 水位変動等により浸食が進んでいる箇
所への湖岸保全施設の設置は、必要性及
び風致景観の保護上の支障を十分に検
討した上で計画する。 

（10）運動施設 関山、赤倉

温泉、池の

平温泉 

＜審査基準＞ 

以下の要件のいずれかに適合するものとする。 

（ア） 既存の民宿、保養所等の宿泊の用に供す
る建築物と同一敷地又は隣接する敷地
において行うもの。 

（イ） 民宿、保養所等の宿泊の用に供する宿泊
施設が合同で当該宿泊施設の周辺の敷
地において行うもの。 

（ウ） 地方自治体が地域住民に開放すること
を目的として行うもの。 

関温泉、燕

温泉 
＜審査基準＞ 

 地方自治体が地域住民に開放すること
を目的として行うものに限る。 
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大田切川南 ＜審査基準＞ 

 基本的には認めない。ただし、白田切川
土石流災害復旧のための土捨場跡地及
び地方自治体が地域住民に開放するこ
とを目的として行うものについては、こ
の限りでない。 

杉野沢 ＜審査基準＞ 

 標高 800ｍを越える位置にあり、妙高山
麓の眺望景観を保全するため認めない
ものとする。 

笹ヶ峰 ＜審査基準＞ 

 標高 900ｍを越える位置にあり、妙高山
麓の自然景観を保全するため認めない
ものとする。 

２．木竹の伐採 全域 ＜基本方針＞ 

 主要な展望地や道路沿い等において眺
望確保のために行う通景伐採、二次林の
維持のために行う伐採、人工林から自然
林への樹種転換のための人工林伐採等、
風致景観の維持のために行う伐採は、樹
木の繁茂の状況や場所の特性等に応じ
て、計画的に実施すること。 

＜審査基準＞ 

 公園内における森林施業は、「自然公園
区域内における森林の施業について（昭
和34年 11月９日付け国発第643号国立
公園部長通知及び昭和48年８月15日付
け環自企第516号環境庁自然保護局長通
知）」を基本とし、風致景観に配慮した
施業とする。 

 通景伐採は、視点と視対象との関係性を
考慮した上で必要最小限にするととも
に、伐採痕が極力見えない方法とするこ
と。 

 人工林から自然林への樹種転換のため
の人工林伐採は、再生計画等を策定した
上、望見されやすい場所等必要に応じて
植樹と同時に行うものであること。 

 土場、作業道及び架線は、極力公園利用
者から望見されないような配置とする
こと。また、土砂の流出が生じないよう
必要な措置を講ずるとともに、盛土のた
めの土石は工事箇所やその周辺の掘削
によって生じた土石を用いる等、外来種
の侵入防止及び在来種による緑化を促
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すための対策を講ずること。 

３. 高山植物の採取・播種 全域 ＜審査基準＞ 

 学術研究その他公益上必要な行為のた
めに行われるもの以外は行わないこと。
（６．学術研究共通を参照） 

 植生回復のための行為については、科学
的な検討を行った上で、計画的に実施す
るものであること。 

４. 土石の採取 

（１）ボーリング 

全域 ＜審査基準＞ 

 工作物の新築等の設計に必要な地盤調
査は、その工作物の新築等に関する許可
見込みについて考慮した上で、判断する
こと。 

 湿原、温泉、湧水等の水文環境への影響
を十分考慮すること。 

 地熱開発のための掘削に関しては、令和
３年９月 30 日付け環自国発第 2109301
号「国立・国定公園内における地熱開発
の取扱いについて」に適合するものであ
ること。 

（２）その他の土石の採取 全域 ＜審査基準＞ 

 学術研究その他公益上必要な行為のた
めに行われるもの以外は行わないこと。
（６．学術研究共通を参照） 

 河床や湖床を低下させることを目的と
して行う土石の採取は、採取した土砂に
より周辺植生を損傷しないよう必要な
措置を講ずること。 

５．広告物 

（１）歩道（登山道、園路及
び探勝歩道を含む。）に係
る標識類（仮設を除く） 

全域 ＜基本方針＞ 

 「妙高戸隠連山国立公園サイン統一デ
ザイン基準」によること。よりがたい場
合は、「自然公園等施設技術指針」（平
成 25 年７月（令和４年３月改定）環境
省自然環境局自然環境整備課）における
第３部第７章公共標識（サイン類）に準
じたものとすること。 

 乱立防止の視点から、同種のもの及び同
位置に設置するものは統合すること。 

 維持管理に努め、老朽化したものや不要
となったものは、速やかに撤去又は更新
を行うこと。 

＜審査基準＞ 

（ア）位置、規模 
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 誘導標識は可能な限り統合し、主要道路
からの分岐点等、必要と認められる場所
に設置すること。 

 案内標識は、駐車場、バス停周辺等利用
者が集中する利用者の利便性が高い地
点で、かつ風致景観の保護上の支障の少
ない位置に設置すること。 

 表示面積及び設置数は、目的及び効果を
考慮し必要最小限とすること。 

 展望地においては、公共性の高い公園利
用に係る標識のみ認めることとし、設置
にあたっては、標識類が展望の妨げとな
らないよう、位置や高さに十分留意する
こと。 

（イ）外部意匠・色彩・材料 

 地色はこげ茶色系又は黒色系とする。た
だし、法令に基づくものや看板の認識性
向上のために必要な場合は、この限りで
はない。 

 表示に用いる文字は白色又は黒色を基
調とするが、地図や記号類はこの限りで
はない。ただし、通常の規定以外の色の
使用は必要最小限とし、明度・彩度の高
い色彩の使用は極力避ける。 

 主要材料は木材等の自然材料とするこ
と。ただし、強度の確保等、自然材料を
使用することが困難と認められる場合
は、この限りではない。 

 照明を使用する場合は必要最小限の数
量にするとともに、動光、点滅を伴わな
い白色系（昼光色・昼白色・電球色のい
ずれも含む）の照明とすること。 

＜配慮が望まれる事項＞ 

 可能な限り外国語を併記すること。 

（２）その他広告物 全域 ＜基本方針＞ 

 国立公園の風致景観の維持のため、極力
設置しないものとする。 

 やむを得ず設置する場合は、乱立防止の
視点から、同種のもの及び同位置に設置
するものは統合すること。 

 広告物の維持管理に努め、老朽化したも
のや不要となったものは、速やかに撤去
又は更新を行うこと。 

＜審査基準＞ 

色彩、材料等は以下のとおりとする。一時的
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なイベント等において設置又は掲出される
広告物等についてはこの限りではないが、設
置数を必要最小限にするとともに、周囲と不
調和な色は使用しない等、可能な限り風致景
観の保護上の支障を軽減すること。 

（ア）位置、規模 

 表示面積及び設置数は、目的及び効果を
考慮し必要最小限とすること。 

 誘導看板は、主要道路からの分岐点への
設置を原則とすること。 

（イ）外部意匠・色彩・材料 

 地色はこげ茶色系又は黒色系とするが、
法令に基づくものや看板の認識性向上
のために必要な場合は、この限りではな
い。 

 表示に用いる文字は白色又は黒色を基
調とするが、地図や記号類はこの限りで
はない。ただし、通常の規定以外の色の
使用は必要最小限とし、明度・彩度の高
い色彩の使用は極力避ける。 

 主要材料は極力木材等の自然材料とす
ること。ただし、強度の確保等、自然材
料を使用することが困難と認められる
場合は、この限りではない。 

 照明を使用する場合は必要最小限の数
量にするとともに、動光、点滅を伴わな
い白色系（昼色光・昼白色・電球色のい
ずれも含む）の照明とすること。 

（ウ）その他 

 恒常的に設置するのぼりや立て看板（イ
ーゼルを用いた掲示等、店舗情報を伝え
るための小規模な看板は除く）は認めな
い。 

 スキー立て、ベンチ等には広告物を表示
しないこと。 

 彫刻美術品等を装飾の目的で、道路沿
線、園地、広場等公園利用者の目に触れ
る公共の場所に設置しないこと。 

 遭難碑、慰霊碑等は、山麓部の合同碑以
外は認めない。 

 歴史上の事件若しくは文学作品等につ
いて当該地とのかかわりを紹介するた
めに設置するものについては、当該地と
密接な関係をもつ場所であって、当該地
及び周辺の風致景観に違和感を与えな
い場所を選定すること。 
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＜配慮が望まれる事項＞ 

 可能な限り、「妙高戸隠連山国立公園サ
イン統一デザイン基準」に準じること。 

６．学術研究
共通 

全域 ＜審査基準＞ 

 採取や捕獲等の数量については、研究目的に照らして
必要最小限とすること。また、採取や捕獲等した試料
を必要とする他の調査研究者が現れた場合には、可能
な範囲でその試料を提供する等、共同で利用すること。
行為にあたっては、申請書（協議書）及び指令書（回
答書）の写しを携行の上、調査研究中であることを示
す腕章等を目立つ場所に着用すること。 

 公園利用者の集まりやすい場所や時間における行為は
極力避けること。 

 調査結果を信越自然環境事務所長あてに報告するこ
と。 

 やむを得ず高山植物群落等に立ち入る場合には、植物
の損傷を最小限とする措置を講ずること。 

 特別保護地区における高山蝶の捕獲については、学術研
究のための必要最小限の捕獲以外は認めない。  

７．土地の形
状変更 

全域 ＜審査基準＞ 

 土地の形状変更は自然の風景に大きな影響を与え、自
然らしさを失わせる場合が多いため、可能な限り風致
景観の保護上の支障を軽減する措置を講ずること。 

 公園区域外から土石を持ち込む場合は、外来種を持ち
込まないよう必要な措置を講ずること。 

 河床や湖床を低下させることを目的として行う土地の
形状変更は、採取した土砂により周辺植生を損傷しな
いよう必要な措置を講ずること。 
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２．公園事業取扱方針 

 

事業決定の内容及び「国立公園事業執行等取扱要領」（令和４年４月１ 日環自国発第

22040111 号）によるほか、下記の取扱方針（審査基準、配慮を求める事項）によるもの

とする。 

事業の種
類 

地区名等 取  扱  方  針 

全 事 業 共
通 

全域 ＜基本方針＞ 

 国立公園の指定目的（自然とのふれあいや自然の中での
休養）に沿うような施設形態・施設内容とすること（都
市的な施設形態や施設内容は好ましくない）。また、良
好なサービスを提供すること。 

 周囲の優れた景観及び生物多様性の保全に十分配慮す
ること（施設自体も周囲の風致景観や自然環境に影響を
及ぼすことがないよう設置すること）。 

 自然環境や景観に配慮しながら、できる限りハード及び
ソフトのユニバーサルデザインへの対応を行うこと。 

＜審査基準＞ 

（ア）位置等 

 敷地選定の際には、施設設置後に周辺の自然景観や環境
が大幅に変化しないことを基本とすること。 

 工作物を設置する場合には、大きな樹木や転石、河川、
湿地等の当該地の環境の質を表す自然の地物を極力残
置するような配置とすること。 

 敷地内の建築物や駐車場等の施設以外の部分は、施設の
管理運営に支障のない範囲で、全て緑地として管理育成
すること。 

（イ）残土処理方法 

 公園区域外に搬出すること。ただし、事業敷地内におけ
る敷き均し等によって風致景観の保護上支障のないよ
う処理できる場合、又は、自然公園法に基づく許可等を
受けた他の行為に適切に流用できる場合はこの限りで
はない。また、上記のいずれかによって区域内で処理す
ることが決まり、一時的に区域内で保管が必要な場合
は、植生破壊及び災害誘発等のおそれのない場所である
とともに、極力公園利用者から望見されない場所を選定
すること。  

（ウ）修景緑化方法 

 工事にあたっては、既存樹木を可能な限り保存するもの
とするが、やむを得ず生じる支障木は、可能な限り行為
地周辺の修景緑化に使用すること。工事に伴いやむを得
ず生じた裸地は、可能な限り修景緑化すること。修景緑
化にあたっては、「自然公園における法面緑化指針」（平
成 27年 10 月環境省自然環境局）を踏まえること。 
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（エ）廃材処理方法 

 公園区域外に搬出すること。ただし、自然公園法に基づ
く許可等を受けた他の行為に適切に流用できる場合は
この限りではない。 

（オ）広告物 

 各公園事業の広告物は１．許可、届出等取扱方針の５．
（１）公園利用に係る標識類と同様の基準とする。 

（カ）自動販売機 

 各公園事業施設に自動販売機を設置する場合は、１．許
可、届出等取扱方針の１．工作物（４）自動販売機と同
様の基準とする。 

（キ）法面処理 

 法面処理の工法は、１．許可、届出等取扱方針の全行為

共通（カ）法面処理と同様の基準とする。 

（ク）自然環境の保全 

 １．許可、届出等取扱方針の全行為共通（キ）自然環境

の保全と同様の基準とする。 

（ケ）付帯施設 

 １．許可、届出等取扱方針の全行為共通（ク）付帯施設

と同様の基準とする。 

（コ）管理運営方法 

 安全快適な利用のため、施設の点検補修、清掃、草刈り
等の維持管理を定期的に行う。 

 周囲の自然環境の保全に十分配慮し、ゴミやし尿の適切
な処理や騒音防止等の対策を講ずる。 

 宿舎、休憩所、公衆便所等の利用施設から排出されるし
尿、雑排水、生ゴミなどの廃棄物については、周辺の自
然環境へ悪影響を与えないよう、施設管理者が適切に処
理すること。 

 特に公園利用者が集まりやすい場所や通過の多い場所
においては、危険木を適切に処理する。また、必要に応
じて通景伐採や、周辺の林分等の自然環境の適切な維持
管理を行う。 

＜配慮が望まれる事項＞ 

 「（キ）法面処理」については、周囲の地形及び地物の
状況に応じ、風景になじませる工夫を施すよう配慮する
こと。例えば、法面形状を緩い法勾配とすること、法肩
の線形を現況地形に近いものとすること、法肩にラウン
ディングを施すこと等の工夫が考えられる。 

全 事 業 に
共 通 す る

全域 ＜審査基準＞ 

１．許可、届出等取扱方針の１．工作物（１）建築物、全域（ア）
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建築物 外部意匠・色彩・材料（イ）付帯施設（ウ）後退距離と同様の
基準とする。ただし、事業及び地域ごとに別に定めがある場合
はこれによるものとする。 

意匠配色が基準に適合しない建築物のうち、主要眺望地点及
び施設利用者から望見されない、または風致景観に大きな影響
を与えないものであって、公園利用上重要な施設についてはこ
の限りではない。 

＜配慮が望まれる事項＞ 

 壁面後退した箇所は、除雪に支障のない範囲で緑化や商
業施設の誘客を促す空間として利用する等、街並み景観
の向上に資する空間となるよう配慮すること。 

 建築物の周囲には、人工的なイメージを和らげ、周辺の
自然環境と調和させるため、可能な限り樹木残置又は修
景植栽を施すよう配慮すること。ただし、休憩所や案内
所等、建築物を見せることが公園利用上適切なものにつ
いては、この限りではない。 

 外部意匠について、建築物の高さや屋根の向き・勾配は
統一感のある街並み形成に特に重要であることから、こ
れらについては周辺建築物と調和をとるよう配慮する
こと。 

 周囲の山岳景観等の優れた自然環境を取り込んだ景観
とするため、建築物や修景緑化樹木等が展望を著しく遮
らないよう、位置や高さに十分配慮する。 

飯綱西区 ＜審査基準＞ 

 １．許可、届出等取扱方針の１．工作物（１）建築物、
飯綱西区と同様の基準とする。 

戸隠中社
区・宝光
社区 

＜審査基準＞ 

 １．許可、届出等取扱方針の１．工作物（１）建築物、
戸隠中社区・宝光社区と同様の基準とする。 

道 路 （ 車
道） 

全域 ＜基本方針＞ 

 道路交通の安全を確保するとともに、公園利用に供され
る車道であることから、眺望や良好な森林景観を確保す
る。 

＜審査基準＞ 

１．許可、届出等取扱方針の１．工作物（２）道路（車道）、全
域、審査基準（ア）線形・勾配（イ）付帯工作物の外部意匠・
色彩・材料等（ウ）廃道の取扱い（エ）盛り土・掘削土と同様
の基準とする。 

（オ）その他 

 歩行者の多い区間は、歩行者が安全に通行できるよう整
備すること。 

 路傍駐車場は、道路改良に伴い発生した旧道敷を活用す
る等、必要に応じて整備する。特に好展望箇所において
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は地形改変が最小限の範囲において、車両通行上支障の
ないよう積極的に整備すること。 

＜配慮が望まれる事項＞ 

 道路沿線に景観資源となる山岳や湖沼等がある場合は、
景観資源方向への視線を遮る構造物を極力設置しない
こと。 

 歩道の整備方法の検討にあたっては、歩道の新設や拡幅
のほか、車両がスピードを出しにくくする舗装や線形へ
の変更、公共駐車場等の整備による交通量の削減、一方
通行化や迂回路の設置等、場所の特性に応じて十分に検
討すること。 

関山燕線 ＜基本方針＞ 

 多雪地帯の勾配のある道路であるため、除雪や公園利用
者の安全と風致景観の維持に配慮した道路整備とする。 

 妙高山の眺望を妨げないよう、付帯施設等の設置に配慮
する。 

 雪崩防止やトンネル内の照明など、安全に配慮したもの
とする。 

北赤倉線 ＜基本方針＞ 

 多雪地帯の道路であるため、除雪や公園利用者の安全と
風致景観の維持に配慮した道路整備とする。 

 妙高山の眺望を妨げないよう、付帯施設等の設置には配
慮する。 

 赤倉温泉周辺は公園利用者の多い地域であることから、
屈曲部分の線形改良や必要幅員確保等により公園利用
者の安全に配慮する。 

関赤倉線 ＜基本方針＞ 

 公園利用者の安全と大田切川の風致景観の維持に配慮
した道路整備とする。 

＜審査基準＞ 

関温泉方面から望見される区間は、大田切川の田切地形の風
致景観保護のため、特に法面処理については緑化等の風致景
観の維持に配慮したものとする。 

燕赤倉線 ＜基本方針＞ 

 関温泉及び燕温泉周辺は、公園利用者の安全と大田切川
の風致景観の維持に配慮した道路整備とする。 

 赤倉温泉周辺は勾配もあり曲線部も多い道路であるた
め、公園利用者の安全に配慮した道路整備とする。 

赤倉池の
平線 

＜基本方針＞ 

 多雪地帯の道路であるため、除雪や公園利用者の安全と
風致景観の維持に配慮した道路整備とする。 
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 歩行利用者の多い区間については、風致景観及び自然環
境の保全上支障を与えない範囲内において歩道の併設
を検討する。 

杉野沢笹
ヶ峰線 

＜基本方針＞ 

 公園利用者の安全と風致景観の維持に配慮した道路整
備とする。特に、杉野沢周辺は急カーブの多い路線であ
り、安全対策に留意する。 

 笹ヶ峰牧場など沿線の利用拠点には、路側駐車帯や案内
標識等の設置を検討する。 

 道路外への車両侵入による植生の破壊及び荒廃の防止
のため、土地管理者又は道路管理者による進入防止柵や
車止めの設置をする。 

笹ヶ峰小
谷線 

＜基本方針＞ 

 未改良区間の多い山岳森林地帯であるため、風致景観の
維持と公園利用者の安全性を考慮した整備を図る。 

戸隠高原
線 

＜基本方針＞ 

 必要に応じて入口標識等を整備する。 

 歩行利用者の多い区間については、風致景観及び自然環
境の保全上支障を与えない範囲内において歩道の併設
を検討する。 

戸隠越水
線 

＜基本方針＞ 

 戸隠連峰の眺望に配慮した道路整備とする。 

鏡池線 ＜基本方針＞ 

 道路の拡幅は極力行わず、線形の維持に努める。 

戸隠線 ＜基本方針＞ 

 必要に応じて入口標識等を整備する。 

 歩行利用者の多い区間については、風致景観及び自然環
境の保全上支障を与えない範囲内において歩道の併設
を検討する。 

小谷温泉
湯峠線 

＜基本方針＞ 

 必要に応じて鎌池及び湯峠には駐車場を付帯させる。 

野尻湖周
廻線 

＜基本方針＞ 

 必要に応じて駐車場、展望施設等を付帯させる。 

 自転車や歩行者の安全に配慮した整備を行う。 

道 路 （ 歩
道） 

全域 ＜基本方針＞ 

 公園利用を促進するための基幹的な施設であることに
配慮し、登山道、自然探勝歩道、長距離自然歩道等の歩
道の種類や公園利用者層、周辺の自然環境等に応じた、
適切な水準の整備を行う。 
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 自然探勝歩道にあっては、単に最短距離で目的地に至る
ものでなく、興味地点を有効につなぎ、沿線の自然に親
しみ自然を学習する路線選定とするとともに、公園利用
者の安全に配慮した整備を行う。 

 荒廃区間及び未整備区間の改良整備に際しては、沿線の
自然の改変を必要最小限とする。特に高山植物の保護及
び公園利用者の安全に配慮した整備に留意する。また、
管理体制を明確にする。 

 標識等は、登山や自然学習等の歩道の目的に沿った整備
を進める。特に、登山口には登山にあたっての必要事項
を明示することとし、現在、複数の案内標識や注意喚起
標識等が設置されている場所においては、設置者間で協
力して極力統合を図るものとする。 

 湿原部分への歩道の設置は、極力回避する。やむを得ず
設置する場合は適正な路線を検討し、木道設置による湿
原の環境変化が生じないよう留意するとともに、待避所
を設ける等踏み込み防止のための対策を講ずる。 

 場所の特性や公園利用者層に鑑み、利用拠点のユニバー
サルデザインに配慮した整備を進める。 

 車道横断箇所や車道沿いの区間等については、歩行者の
安全確保に留意する。 

 雨水等による浸食や公園利用者の踏圧による裸地化が
進まないよう、木道、立ち入り防止柵、排水溝の設置等、
必要な措置を講ずる。 

 草刈りや標識の補修等、維持管理を徹底する。 

 高山植物の盗掘防止や歩道状況等の把握のため、関係者
によるパトロールを実施する。 

 野外に糞尿が放置されないよう、適切な対策を講ずる。 

＜審査基準＞ 

（ア）付帯工作物の外部意匠・色彩・材料等 

 野生動物が生息する地域では、皿型側溝の使用や法面形
状の工夫等、野生動物の移動を妨げないよう対策を講ず
ること。 

 橋梁の色彩はこげ茶色系又は灰色系とし、外部意匠、欄
干の色彩等については、周囲の風致景観と調和のとれた
ものとする。また、コンクリート橋は、コンクリートの
明度を低くすること。 

 防護柵は、登山道、自然探勝歩道、長距離自然歩道等の
歩道の種類や公園利用者層、周辺の自然環境等に応じ
た、適切な水準の整備を行う。色彩は原則こげ茶色系と
するが、安全確保上やむを得ない場合はこの限りではな
い。自然材料を用いる場合は素材色も可とする。 

 落石防止柵、雪崩防止柵等の色彩は、支柱等の部分をこ
げ茶色系とし、網の部分をこげ茶色系又は光沢のない灰
色系とすること。 

 公園利用者の安全を確保するため、避難小屋を整備する
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場合は、「１．許可、届出等取扱方針の１．工作物（１）
建築物、全域、審査基準（ア）外部意匠・色彩・材料（イ）
付帯施設」と同様の基準とする。 

（イ）法面処理 

法面処理は極力行わない工法を取ること。公園利用者の安
全確保上やむを得ず法面処理を行う場合は、場所の特性に
応じて適切な整備水準を十分に検討した上で、全事業共通
（キ）法面処理の基準に適合すること。 

鋸岳雨飾
山線 

＜基本方針＞ 

 雨飾山の眺望などが優れた地点については、風致景観等
に支障のない範囲で展望の確保に配慮する。 

 未整備区間が大半であり公園利用者も多くない区間で
あることから、未整備区間の改良整備に際しては、沿線
の自然の改変を必要最小限とする。 

中部北陸
自然歩道
線 

＜基本方針＞ 

 山岳や湖沼の眺望などが優れた利用拠点には、風致景観
の維持等に支障のない範囲で展望の確保に配慮する。ま
た、車道横断箇所の注意標識や車道沿い区間の歩道整備
を図る。 

藤巻山線 ＜基本方針＞ 

 五最杉集団施設地区、妙高少年自然の家に近く、子供や
家族等による里山のハイキングなど自然探勝のための
歩道として、一部急峻地の防護柵、利用拠点の案内標識
等の整備を図る。 

神奈山線 ＜基本方針＞ 

 妙高山山頂の眺望などが優れた地点については、風致景
観等に支障のない範囲で展望の確保に配慮する。また、
地形的に崩落が起こりやすい箇所が多いため、計画的な
整備を検討する。 

妙高連峰
縦走線 

＜基本方針＞ 

 妙高山、火打山等の縦走登山道として公園利用者が多
い。山岳登山路であり案内標識、誘導標識等を適切に配
置するとともに、周辺植生の保全のため、必要性を十分
検討した上で路面保護、階段及び保護柵等の整備を図
る。 

 赤倉温泉源泉の管理道路と重複している部分について
は、整備及び管理にあたって関係者と調整の上実施する
ものとする。 

 歩道区間内にある焼山は火山活動が活発であり、火山に
関する情報を案内標識や山小屋を通じて公園利用者へ
の周知を図る。 
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大倉池線 ＜基本方針＞ 

 未整備区間が大半であることから、計画的な整備が図ら
れるよう検討する。 

 燕温泉源泉の管理道路と重複している部分については、
整備及び管理にあたって関係者と調整の上実施するも
のとする。 

富士見平
黒沢池線 

＜基本方針＞ 

 全域を参照 

赤倉温泉
妙高山線 

＜基本方針＞ 

 妙高山麓赤倉線索道の終点である駅舎周辺では、自然探
勝のための歩道として整備し、これより上部においては
妙高山への登山道として、歩道周辺の植生を保全しつつ
整備する。 

池の平赤
倉山線 

＜基本方針＞ 

 妙高山の眺望などが優れた地点については、風致景観等
に支障のない範囲で展望の確保に配慮する。 

 未整備区間が大半であり公園利用者も多くない区間で

あることから、未整備区間の改良整備に際しては、沿線

の自然の改変を必要最小限とする。 

 笹ヶ峰笹
倉温泉線 

＜基本方針＞ 

 焼山や金山などの眺望などが優れた地点については、風
致景観の維持等に支障のない範囲で展望の確保に配慮
する。 

 山岳登山路であり、案内標識、誘導標識等の適切な整備
を図る。 

 歩道区間内にある焼山は火山活動が活発であり、火山に
関する情報を案内標識や山小屋を通じて公園利用者へ
の周知を図る。 

ヒコサの
滝笹ヶ峰
線 

＜基本方針＞ 

 笹ヶ峰地区における自然探勝歩道として整備し、必要に
応じて標識や休憩所等の整備を図る。 

笹ヶ峰高
谷池線 

＜基本方針＞ 

 妙高山又は火打山への到達歩道として公園利用者が多
ため洗掘を防止する必要がある箇所は飛び石や木道整
備を積極的に図る。 

笹ヶ峰探
勝線 

＜基本方針＞ 

 笹ヶ峰地区における自然探勝歩道として整備し、必要に
応じて標識や休憩所等の整備を図る。 

戸隠線 ＜基本方針＞ 
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（戸隠集
団施設地
区） 

 戸隠集団施設地区内を有機的に連絡し、自然及び人文の
興味地点を巡ることができる歩道網の整備を図る。 

戸隠連峰
縦走線 

＜基本方針＞ 

 戸隠山又は高妻山への到達歩道として公園利用者が多
い。崩れやすい地形であるため、必要最低限の歩道の規
模を確保する。 

戸隠牧場
一不動線 

＜基本方針＞ 

 戸隠山又は高妻山への到達歩道として公園利用者が多
い。公園利用者の安全を確保するため、避難小屋及び公
衆便所（携帯トイレブース）等の適切な維持管理を行う。 

 公園利用者の利用と実態を合わせるため、必要に応じて
歩道の位置の見直しを行う。 

弥勒新道
線 

＜基本方針＞ 

 急勾配の歩道であるため、必要性を十分に検討した上
で、鎖や階段等の整備を図る。 

戸隠牧場
一の鳥居
線 

＜基本方針＞ 

 一の鳥居苑地から飯縄神社奥宮の区間については、飯縄
山への到達歩道の中で最も公園利用者が多い。歩道の複
線化、拡幅、土壌の流出等を防ぎ、歩道の維持を図る。 

 必要性を十分に検討した上で、歩道の位置の見直しを行
う。 

戸隠牧場
随神門線 

＜基本方針＞ 

 戸隠牧場と奥社参道随神門を結ぶ自然探勝歩道として、
標識や休憩所等の整備を図る。 

戸隠奥社
線 

＜基本方針＞ 

 公園利用者の多い自然探勝歩道であることから、戸隠神
社奥社社叢林に踏圧等による負荷を与えない整備を図
る。 

戸隠中社
隋神門線 

＜基本方針＞ 

 戸隠集団施設地区から鏡池、奥社参道随神門へと至る自
然探勝歩道として、標識や休憩所等の整備を図る。 

越水瑪瑙
山線 

＜基本方針＞ 

 ぬかるみの多い登山道であるため、必要に応じて、水抜
き工等を行い、歩道の整備を図る。 

荒倉線 ＜基本方針＞ 

 鬼女紅葉伝説を訪ねる自然探勝歩道として整備し、必要
に応じて標識や休憩所等の整備を図る。 
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小谷温泉
雨飾山線 

<基本方針＞ 

 雨飾山への到達登山道の中で最も公園利用者が多い。必
要性、場所を十分に検討した上で、公衆便所や標識等の
整備を図る。 

小谷温泉
金山線 

＜基本方針＞ 

 登山道の複線化を防ぎ、植生の保全を図る。 

大渚山線 <基本方針＞ 

 大渚山への登山道として、必要に応じて標識や休憩所等
の整備を図る。 

天狗原奥
西山線 

＜基本方針＞ 

 妙高連峰から奥西山への縦走登山道として、必要に応じ
て標識等の整備を図る。 

黒姫山小
泉山線 

＜基本方針＞ 

 黒姫高原から黒姫山への登山道として、必要に応じて標
識等の整備を図る。 

黒姫山新
道線 

＜基本方針＞ 

 黒姫山への登山道として、必要に応じて標識等の整備を
図る。 

黒姫山線 ＜基本方針＞ 

 黒姫山への登山道として、必要に応じて標識等の整備を
図る。 

霊仙寺戸
隠中社線 

＜基本方針＞ 

 飯縄山への登山道として、必要に応じて標識等の整備を
図る。 

園地 全域 ＜基本方針＞ 

 公園利用の拠点となる重要な施設で、自然探勝、展望、
休憩、野外レクリエーション、情報提供等多様な利用に
供するよう、地域の利用特性に応じた整備を行うものと
し、適切な位置に適正な規模と内容のものを整備する。 

＜審査基準＞ 

 柵や標識、四阿等の付帯施設や修景緑化樹木が眺望の妨
げにならないこと。 

 駐車場の取付道路は、風致景観の保護上支障のない範囲
内で、建築物の規模に見合った必要最小限の規模とする
こと。 

 総合案内標識は、駐車場等利用者の利便性が高い地点に
整備すること。その他の標識は目的に応じて必要な場所
に整備すること。可能な限り外国語を併記する。 

 付帯施設は、風致景観に配慮した統一感のある外部意匠
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とすること。 

 園地の森林や湿原等は、自然環境の保全を十分に考慮し
た上で、良好な自然環境を公園利用者に提供するよう適
切な維持管理を行う計画があること。 

＜配慮が望まれる事項＞ 

 公園利用者がゆったり滞在できる園地とするため、散策
路やベンチ等の確保に努めること。園地からの主要展望
方向に展望・眺望の妨げとなる工作物や植栽等が設置さ
れている場合は、関係者が協力して対策を講ずるよう努
めること。 

五最杉集
団施設地
区 

＜基本方針＞ 

 宿泊施設に隣接しており、公園利用者が気軽に自然散策
等を楽しめる園地とする。 

いもり池
集団施設
地区 

＜基本方針＞ 

 いもり池は、妙高山の眺望に優れた展望地であり、ミズ
バショウ、ミツガシワ、サワギキョウ等の湿原植物も多
いことから、植物観察や写生等を目的とした利用も多
い。このため、こうした雰囲気を損なうことない、木道、
橋梁、広告物等のデザインを統一させた、計画的な再整
備を図る。 

 駐車場、休憩所、公衆便所、芝生広場等の付帯施設につ

いては、全体的なゾーニングを考慮し、適切な場所に計

画的な再整備を図る。 

笹ヶ峰集
団施設地
区 

＜基本方針＞ 

 野営場があるので公園利用者が気軽に楽しめる自然探
勝歩道等の整備を図る。 

 複数整備されている自然探勝路を機能的に活用するた
め、案内や解説などの標識類を充実させる。 

 冬季は積雪のより閉鎖される場所なので、整備される施
設は積雪等に対応したものとする。 

火打山川 ＜基本方針＞ 

 焼山へ至る登山道に近く、焼山の眺望に優れた展望地、
休憩場所として整備を図る。 

関温泉 ＜基本方針＞ 

 温泉保養及びスキー利用者のための園地として整備を
図る。園地の一部が冬期間スキー場として利用されてい
ることから、これを考慮した計画とする。 

 駐車場や公衆便所等既存施設の充実や適切な維持管理
を図る。 

燕温泉 ＜基本方針＞ 

 温泉保養及び妙高山方面への登山者のための園地とし
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て整備を図る。 

赤倉 ＜基本方針＞ 

 温泉利用者が気軽に自然散策や休憩できる園地として
整備を図る。 

赤倉山南
麓 

＜基本方針＞ 

 索道施設である赤倉山南麓線の終点に立地しているた
め、自然散策や山岳景観の展望利用のための園地として
整備を図る。 

 赤倉山南麓に広がる湿原を中心とした園地であり、施設
の整備にあたっては、湿地や動植物に悪影響のないよう
十分配慮するものとする。 

乙見湖 ＜基本方針＞ 

 焼山や金山の眺望に優れた展望地として、自然散策や自
然とのふれあいのための園地として整備を図る。 

 水辺利用者を対象とした施設の整備を図るとともに、湖
畔の自然環境の保全を図る。 

笹ヶ峰東 ＜基本方針＞ 

 妙高山麓県民の森のドイツトウヒ林や仙人池等の自然
散策や休憩のための園地として整備を図る。 

 鏡池 

小鳥ヶ池
（戸隠集
団施設地
区） 

＜基本方針＞ 

 戸隠連峰の眺望に優れた展望地として、自然探勝及び水
辺利用者のための園地として整備を図る。また、水生動
物及び鳥類の繁殖地として重要な池であるため、これら
の保護に十分留意し、水質の汚濁を防止するものとす
る。 

 駐車場、広場、園路、休憩所、公衆便所、自然解説標識
等一体的な整備を図る。 

 施設からの排水については、池を汚濁することのないよ
う十分に注意する。 

 歩くスキー（クロスカントリースキー）やスノーシュー
等冬期利用に供するため、公衆便所等必要な施設を開放
する。 

一の鳥居 ＜基本方針＞ 

 公園利用者の憩いの場として、自然を活かした園地を整
備するものとし、現状施設の維持を基本とする。 

 レンゲツツジ等の保護を図るため、定期的に間伐、択伐を行う。 

 修景のため樹木を植栽する場合は、当該地に生育する樹
木と同種を使用する。 

飯縄原 ＜基本方針＞ 

 自然探勝、休憩、展望等のための園地として整備を図る。 
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 施設の整備にあたっては、湿地や動植物の調査を行い、
これらに影響のないよう十分注意するものとする。 

 湿原に侵入した木竹の伐採等環境保全のために行う伐
採は、専門家等の意見を参考にし、関係者が協力して適
切に実施すること。 

菅川 

野尻湖西
部 

＜基本方針＞ 

 野尻湖の探勝及び水辺利用者を対象とした施設の整備
を図るとともに、湖畔の自然環境の保全を図る。 

 野尻湖の水質保全に努める。 

 施設からの排水については、野尻湖を汚濁することのな
いよう十分に注意すること。 

＜審査基準＞ 

 菅川園地については、整備のための水面の埋立は行わな
いこと。 

 現地形及び植生を活かし、自然改変を最小限にとどめる
こと。 

砂間ヶ崎 ＜基本方針＞ 

 自然探勝、休憩、展望等のための園地として整備を図る。 

 野尻湖の水質保全に努める。 

古池・種
池 

＜基本方針＞ 

 古来より民間信仰の対象ともなった池であり、オシドリ
等水鳥の生息地としても知られている池であることか
ら、周辺自然と一体化した自然観察のための園地として
整備を図る。 

 種池については、埋蔵文化財についても十分配慮するも
のとする。 

 整備にあたっては、動植物等の調査を十分に行い、これ
らの繁殖を阻害しないよう注意するとともに、水利権
者、土地所有者との調整を行う。 

 施設からの排水については、池を汚濁することのないよ
う十分に注意する。 

霊仙寺 ＜基本方針＞ 

 ミズバショウやリュウキンカ等の湿原植物の観察等自
然探勝利用のための園地として整備を図る。 

 湿原に侵入した木竹の伐採等環境保全のために行う伐
採は、専門家等の意見を参考にし、関係者が協力して適
切に実施すること。 

鎌池（小
谷温泉集
団施設地
区） 

＜基本方針＞ 

 鎌池周辺の自然探勝等の拠点として整備を図る。 

 鎌池の水質保全に努める。 
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小谷温泉
（小谷温
泉集団施
設地区） 

＜基本方針＞ 

 自然観察のための歩道、休憩所、ベンチ及び樹名板、解
説板等の整備を図る。 
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宿舎 全域 ＜基本方針＞ 

 国立公園の滞在拠点として自然とのふれあいや自然の
中での休養といった機能を十分発揮できるような整備
を行う。 

 滞在型利用の促進を図るため、各地区の自然環境に調和
し、地域資源を活用した情報発信や自然探勝の情報提供
を行うことができる魅力ある宿舎の整備を指導する。 

＜審査基準＞ 

 当該施設が、主要展望地からの眺望の著しい妨げのなら
ないこと。 

 宿舎事業の付帯施設としてテニスコートを設置する場
合は、「国立公園事業に係るテニスコートの取扱要領」
（昭和 57 年５月７日付け環自保第 138 号環境庁自然保
護局保護管理課課長通知、平成７年４月 25 日付け環自
国第 153 号改正）に従うこと。 

＜配慮が望まれる事項＞ 

 おもてなしの雰囲気が感じられる宿舎とするため、入口
部分を良好なしつらいとするよう努めること。 

五最杉集
団施設地
区 

<基本方針＞ 

 自然教育、自然探勝、スポーツ体験等の利用及び宿泊拠
点として施設の充実を図る。 

＜審査基準＞ 
(ア) 位置・規模 

 建築物の高さは 15ｍ以下とする。ただし、既に 15ｍを
超えている既存建築物については、従前の高さを超えな
いこと。 

 敷地面積に対する建築面積の割合（建ぺい率）は 20％以
下とする。ただし、既存建ぺい率がこれを超えている場
合は、従前の建ぺい率を超えないものとする。 

 建築物の水平投影外周線の後退距離は、公園事業たる道
路又はその他主に公園利用に供される道路に面してい
る場合は路肩から 10ｍ以上、それ以外の道路の場合は路
肩から５ｍ、敷地境界線からは５ｍ以上の距離をとるこ
と。ただし、既存施設が上記後退内に位置する場合は既
存壁面線の後退距離以上とする。 

笹倉温泉 ＜基本方針＞ 

 焼山山麓の田園に囲まれた静かな温泉地である。湯治や
周辺の自然探勝利用者のための宿舎として整備を図る。
田園風景や焼山を望む景観への影響を考慮した整備と
する。 

＜審査基準＞ 

 建築物の高さは 15ｍ以下とする。ただし、既に 15m を超
えている既存建築物については従前の高さを超えない
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こと。 

梶山新湯 ＜基本方針＞ 

 集落から離れた雨飾山登山口にあり、雨飾温泉と呼ばれ
ている。湯治及び雨飾山など登山の利用拠点として宿舎
を整備する。駐車場、露天風呂等の施設は必要最小限の
規模で計画的な整備を図るものとする。 

＜審査基準＞ 

 建築物の高さは 15ｍ以下とする。ただし、既に 15m を超
えている既存建築物については、従前の高さを超えない
こと。 

 横根山 ＜基本方針＞ 

 高原の保養地利用者のための宿舎として計画的な整備
を検討する。 

 整備を図る場合は風致景観の維持に努め、主要展望地か
らの風致景観を著しく改変させないよう配慮する。 

＜審査基準＞ 

 建築物の高さは 13ｍ以下とする。ただし、既に 13m を超
えている既存建築物については、従前の高さを超えない
こと。 

高谷池 ＜基本方針＞ 

 高谷池のほとりに位置し、火打山などの登山利用や周辺
の湿原での自然学習のための宿舎として整備する。ま
た、山岳地の環境保全のため、水が凍結する時期も考慮
し適切な公衆便所の整備を図る。 

＜審査基準＞ 

建築物の高さは 13ｍ以下とする。ただし、既に 13m を超えて
いる既存建築物については、従前の高さを超えないこと。 

黒沢池 ＜基本方針＞ 

 黒沢池の北東部に位置する宿舎で、妙高山及び火打山の
登山利用者のための宿舎として整備する。既存宿舎の増
改築等を行う場合は、屋根の形状や色彩について全事業
に共通する建築物の審査基準に合わせるよう指導する。 

＜審査基準＞ 

建築物の高さは 13ｍ以下とする。ただし、既に 13m を超
えている既存建築物については、従前の高さを超えない
こと。 

関温泉 ＜基本方針＞ 

 滞在型利用の促進を図る温泉保養地として、またスキー
及び登山の利用拠点として、既存施設の充実を図る。温
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泉街としての良好な街並み景観形成にも配慮する。 

＜審査基準＞ 

（ア）規模 

 建築物の高さは 15ｍ以下とする。ただし、既に 15ｍを
超えている既存建築物の場合は、従前の高さを超えない
こと。 

（イ）外部意匠 

 屋根の形状は落雪による危険、雪おろし等を考慮し、や
むを得ない場合は、片流れ屋根を認めるものとする。 

燕温泉 ＜基本方針＞ 

 滞在型利用の温泉保養地として、またスキー及び登山の
利用拠点として、既存施設の充実を図る。温泉街として
の良好な街並み景観形成にも配慮する。 

＜審査基準＞ 

（ア）規模 

 建築物の高さは 15ｍ以下とする。ただし、既に 15ｍを
超えている既存建築物の場合は、従前の高さを超えない
こと。 

（イ）外部意匠 

 屋根の形状は落雪による危険、雪おろし等を考慮し、や
むを得ない場合は、片流れ屋根を認めるものとする。 

赤倉 ＜基本方針＞ 

 スキー及び滞在型温泉利用者等のための宿舎として整
備する。温泉街としての良好な街並み景観形成にも配慮
する。 

＜審査基準＞ 

（ア）位置・規模 

 妙高山の眺望を考慮して、標高 800ｍを整備の上限とし、
これ以上の標高における既存施設以外の新たな宿舎の
建設は認めない。 

 建築物の高さは下記のとおりとする。ただし、既に基準
を超えている既存建築物の場合は、従前の高さを超えな
いこと。 

・自然公園法施行規則第 11 条第 37項の基準の特例地区    
20ｍ以下 

・上記特例地区以外 15ｍ以下 

（イ）外部意匠・色彩 

 公園指定前に開業した赤倉観光ホテルが地域のシンボ
ルとなっていることから、赤倉地区の宿舎については当
該ホテルのシンボルである赤錆色系の屋根に倣うこと
で地域らしさを出すこととし、屋根の色彩は、全事業に
共通する建築物の項目で規定された色のほか、赤錆色系
も可とする。ただし、周辺の風致景観と調和を図るよう
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十分留意するものとする。 

 屋根は落雪による危険、雪おろし等を考慮し、やむを得
ない場合は、片流れ屋根を認めるものとする。 

池の平 ＜基本方針＞ 

 滞在型利用の促進を図る温泉保養地として、またスキー
及び登山の利用拠点として、既存施設の充実及び良好な
街並み景観形成を図る。 

 汚水及び雑排水は、いもり池及びいもり池に流入する河
川に排出しないものとする。 

＜審査基準＞ 

（ア）位置・規模 

 妙高山の眺望を考慮して、概ね標高 800ｍを整備の上限と
し、それ以上の標高における新たな宿舎の建設を認めな
い。 

 建築物の高さは 15ｍ以下とする。ただし、既に 15ｍを
超えている既存建築物の場合は、従前の高さを超えない
こと。 

 当該施設が主要展望地のいもり池から妙高山方面の眺
望の著しい妨げとなる場合は、認めないものとする。 

（イ）外部意匠 

 屋根の形状は、赤倉池の平線道路（車道）沿いの一部区
間（あらきん商店から池廼屋旅館まで）では、落雪によ
る危険、雪おろし等を考慮し、やむを得ない場合は、片
流れ屋根を認めるものとする。 

杉野沢 ＜基本方針＞ 

 スキー場利用者等のための宿舎として整備するが、道路
が冬期閉鎖される地域であり、また 公園区域外の杉野
沢集落には既に民宿街が形成されていることから、新た
な宿舎の積極的導入は行わないものとする。 

＜審査基準＞ 

（ア）位置・規模 

 備は、公園境界から杉野沢笹ヶ峰線道路（車道）沿いの
標高 1,050ｍまでの区間とする。 

 建築物の高さは 15ｍ以下とする。ただし、既に 15ｍを
超えている既存建築物の場合は、従前の高さを超えない
こと。 

 建築物の水平投影外周線の後退距離は、杉野沢笹ヶ峰線
道路(車道)に面している場合は路肩から 20ｍ以上、その
他の道路に面している場合は路肩から５ｍ以上、敷地境
界線からは５ｍ以上の距離をとること。ただし、既存施
設が上記後退内に位置する場合は、既存壁面線の後退距
離以上とする。 
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戸隠集団
施設地区
（越水地
区） 

＜基本方針＞ 

 戸隠高原の高原景観を維持し、湿原等の植生の保全に努
めるものとし、旧来より実施されてきた自主規制を尊重
し取扱いを定めるものとする。また、本地区は鳥居川源
流、長野市水源地となっているため、排水については特
に注意するものとする。 

＜審査基準＞ 

（ア）位置・規模 

 各施設の収容力は最大 150 人とする。ただし、既に収容
力が150人を超えている施設の増改築又は建替えの場合
は、従前の収容力を超えないこと。 

 建築物の高さは 13ｍ以下とする。ただし、既に高さが 13
ｍを超えている施設の場合は、従前の高さを超えないこ
と。 

 建ぺい率は 20％以下とする。ただし、既に建ぺい率がこ
れを超える施設の場合、従前の建ぺい率を超えないこ
と。 

 総建築面積は 1,000 ㎡以下とする。ただし、既に総建築
面積がこれを超える施設の場合、従前の総建築面積を超
えないこと。 

 建築物の水平投影外周線の後退距離について、道路に面
している場合は、路肩から 10ｍ以上、敷地境界線からは
５ｍ以上の距離をとること。ただし、既存施設が上記後
退内に位置する場合は、既存壁面線の後退距離以上とす
る。 

（イ）外部意匠 

 屋根の形状は落雪による危険、雪おろし等を考慮し、や
むを得ない場合は、片流れ屋根を認めるものとする。 

戸隠集団
施設地区
（中社地
区・宝光
社地区） 

＜基本方針＞ 
 戸隠神社中社及び宝光社を中心とした独特な集落景観

を維持するよう努めるものとする。また、狭隘な地形で
あるため、土地の有効利用を図るものとする。 

＜審査基準＞ 
（ア）位置・規模 

 各施設の収容力は最大 150 人とする。建築物の高さは 13
ｍ（屋根勾配確保等意匠上の配慮のため、特に必要と認
められる場合は 15ｍ）以下かつ地上３階以下とする。た
だし、既に高さが 13ｍを超えている施設の場合は、従前
の施設の高さを超えないこと。 

 建ぺい率は特に定めないが、極力空き地を設けること。 

 建築物の水平投影外周線の後退距離について、道路及び
敷地境界線から極力離すよう努めること。 

 運動施設は、狭隘な土地であるため余地が十分にある場
合に限り認める。 



 

58 
 

（イ）外部意匠・色彩・材料等 

 独特な集落景観の主要素となっている茅葺屋根につい
ては極力保存するよう努めること。 

 屋根の形状は落雪による危険、雪おろし等を考慮し、や
むを得ない場合は、片流れ屋根を認めるものとする。 

樅ヶ崎 ＜基本方針＞ 

 野尻湖探勝利用者のための宿舎として整備する。 

 野尻湖の水質保全に努める。 

＜審査基準＞ 

（ア）位置・規模 

 各施設の収容力は最大 200 人とする。 

 建築物の高さは 15ｍ以下とする。ただし、既に 15m を超
えている既存建築物については、従前の高さを超えない
こと。 

 建ぺい率は 20％以下、総施設面積率（同一敷地内にある
すべての工作物（建築物、駐車場、道路等を含む。）の地
上部分水平投影面積の和）は 40％以下とする。ただし、
既存施設でこれを超えている場合は、従前の規模を超え
ないものとする。 

 建築物の水平投影外周線の後退距離については、湖畔、
道路及び敷地境界線から極力離すよう努めること。 

（イ）付帯施設 

 桟橋、舟遊施設については、既存施設を維持管理し、新
増築は行わないこと。 

松ヶ崎 ＜基本方針＞ 

 野尻湖の水質保全に配慮するものとする。土石等を野尻
湖へ崩落させないよう措置する。 

＜審査基準＞ 

（ア）位置・規模 

 各施設の収容力は最大 200 人とする。 

 建築物の高さは 13ｍ以下とし、当該地に生育する樹木と
同種の樹種による修景植栽を施す。ただし、既に 13m を
超えている既存建築物については、従前の高さを超えな
いこと。 

 建ぺい率は 10％以下とする。ただし、既存建ぺい率がこ
れを超えている場合は、従前の建ぺい率を超えないもの
とする。 

 建築物の水平投影外周線の後退距離については、湖畔、
道路及び敷地境界線から極力離すよう努めること。 

菅川 ＜基本方針＞ 

 野尻湖最奥部に位置し、風致景観上重要な地区であるこ
とから、統一感のある配置、デザイン等を定め、自然環
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境の保全に配慮するものとする。 

 野尻湖の水質保全に配慮するものとする。土石等を野尻
湖へ崩落させないよう措置する。 

＜審査基準＞ 

（ア）位置・規模 

 各施設の収容力は最大 50人とする。 

 高さは 13ｍ以下とし、当該地に生育する樹木と同種の樹
種による修景植栽を施す。ただし、既に 13m を超えてい
る既存建築物については、従前の高さを超えないこと。 

 建ぺい率は 20％以下とする。ただし、既存建ぺい率がこ
れを越えている場合は、従前の建ぺい率を越えないもの
とする。 

 建築物の水平投影外周線の後退距離については、野尻湖
周廻線（車道）道路から 10ｍ以上、その他の道路及び敷
地境界線から５ｍ以上、湖岸線から 18ｍ以上離すこと。
ただし、既存施設が上記後退内に位置する場合は、既存
壁面線の後退距離以上とする。 

 詳細については、事業決定を行う際に定めるものとする
が、原則として施設は公園事業道路（野尻湖周廻線道路
（車道））の東側に整備すること。 

野尻湖西
部 

＜基本方針＞ 

 野尻湖探勝のための宿舎として整備する。 

 野尻湖の水質保全に特に配慮するものとする。土石等を
野尻湖へ崩落させないよう措置する。 

＜審査基準＞ 

（ア）位置・規模 

 各施設の収容力は最大 150 人までとし、収容力 20 人以
上の宿舎を事業施設として取扱う。建築物の高さは 15ｍ
以下とする。ただし、既に高さが 15ｍを超えている施設
の場合、従前の高さを超えないこと。また、階数は地上
３階以下とする。 

 建ぺい率は 40％以下とする。ただし、既存建ぺい率がこ
れを超える場合、従前の建ぺい率を超えないものとす
る。 

 総施設面積率（同一敷地内にあるすべての工作物（建築
物、駐車場、道路等を含む。）の地上部分水平投影面積の
和）は60％以下とする。ただし、既に総施設面積率が60％
を超える施設の場合、従前の総施設面積率を超えないこ
と。 

 建築物の水平投影外周線の後退距離については、湖岸
線、道路及び敷地境界線から極力離すよう努める。 

（イ）外部意匠 

 屋根の形状は落雪による危険、雪おろし等を考慮し、や
むを得ない場合は、片流れ屋根を認めるものとする。 
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霊仙寺 ＜基本方針＞ 

 スキー及び周辺の自然探勝場利用者等のための宿舎とし
て整備する。 

小谷温泉
集団施設
地区 

＜基本方針＞ 

 湯治場としての雰囲気を壊さぬよう、宿舎の外部意匠等
に配慮する。 

 雪崩、地滑り等の危険の少ない勾配 30％以下の土地に整
備するものとし、採草地等の利用を図る。 

＜審査基準＞ 

（ア）位置・規模 

 各施設の収容力は最大 150 人とする。建築物の高さは 15
ｍ以下とする。ただし、既に高さが 15ｍを超えている施
設の場合、従前の高さを超えないこと。 

 建築物の水平投影外周線の後退距離については、道路及
び敷地境界線から５ｍ以上の距離をとる。ただし、既に
基準を超えている場合には、現状の距離より接近させな
いこと。 

（イ）付帯施設 

 駐車場は敷地内に設けることとし、必要最小限の規模と
すること。 

 し尿処理槽、雑廃水処理槽、貯油タンク、貯水槽等は原
則として地下埋設とすること。ただし、地形、技術及び
管理上等、やむを得ない場合はこの限りではない。 

 土砂流出防止のためやむを得ず擁壁等を設ける場合は、
自然石又は自然石を模した表面処理を行ったものを使
用すること。 

避難小屋 全域 ＜基本方針＞ 

 火山噴火、土砂災害及び冬期積雪に配慮した安全な位置
に建設する。 

 堅牢な施設構成とする。特に火山噴火の懸念がある地域
に関しては、緊急時に対応できる施設とすること。 

 維持管理が容易となるような建物配置・構成とする。 

＜審査基準＞ 

 上記基本方針によるほか、原則として１．許可、届出等
取扱方針の１．工作物（１）建築物、全域、審査基準（ア）
外部意匠・色彩・材料（イ）付帯施設と同様の基準とす
ること。 

南地獄谷 ＜基本方針＞ 

 妙高山南地獄谷に位置し、登山利用者等のための避難小
屋として充実を図る。 

 無人施設であるため、施設及び備品等の定期的かつ適切
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な維持管理を図る。 

富士見峠 ＜基本方針＞ 

 焼山西麓に位置し、登山利用者等のための避難小屋とし
て充実又は適切な維持管理を図る。 

 無人施設であるため、施設及び備品等の定期的かつ適切
な維持管理を図る。 

休憩所 野尻湖西
部 

＜基本方針＞ 

 野尻湖探勝利用者のため、休憩、展望、情報提供等、地
域の利用特性に応じた整備を図る。 

 公園内の休憩施設として、周辺の風致景観との調和を図
り、快適な利用を提供する施設とする。 

 当該施設が主要展望地からの風致景観を著しく改変さ
せないよう留意する。 

＜審査基準＞ 

（ア）規模 

 建築物の高さは 15ｍ以下、階数は３階以下とする。ただ
し、既に高さが基準を超えている施設の場合、従前の高
さ又は階数を超えないこと。 

 建ぺい率は 40％以下とする。ただし、既存建ぺい率がこ
れを越えている場合は、従前の建ぺい率を越えないもの
とする。 

 建築物の水平投影外周線の後退距離は、道路からは３ｍ
以上、湖岸線及び敷地境界線からは 1.5ｍ以上離すこと。
ただし、敷地の形状等やむを得ない場合は道路、湖岸線
湖畔及び敷地境界線から極力離すよう努める。 

＜配慮が望まれる事項＞ 

 おもてなしの雰囲気が感じられる宿舎とするため、入口
部分を良好なしつらいとするよう努めること。 

展望施設 竜宮崎 ＜基本方針＞ 

 野尻湖と黒姫山を望む展望施設として整備する。 

 適切な位置に適正な規模と内容のものを整備する。 

 必要性を十分に検討した上で、展望・眺望の支障となる
木竹の伐採や周辺の林分の適切な維持管理を行うこと。 

＜審査基準＞ 

 柵や標識、四阿等の付帯施設や修景緑化樹木が眺望の妨
げにならないこと。 

＜配慮が望まれる事項＞ 

 公園利用者がゆったり滞在できる展望施設とするため、
ベンチ等の確保に努めること。 

 展望施設からの主要展望方向に展望の妨げとなる工作
物や植栽等が設置されている場合は、関係者が協力して
対策を講ずるよう努めること。 
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野営場 全域 ＜基本方針＞ 

 公園内の野営施設として、周辺の風致景観との調和を図
り、快適な滞在を提供する施設とし、適切な位置に適正 

 な規模と内容のものを整備する。 

 快適な木陰を確保するために高木の保存を行うととも
に、適正な林間を確保するよう努める。 

 キャンプサイト等の造成にあたっては、平坦地で排水が
良く多湿でない箇所を選定し、支障木の伐採は必要最小
限とする。 

 建築物の間隔を十分にとる等密集した印象を与えない

よう努める。 

 ツキノワグマ等の野生動物を誘引しないよう、ゴミは適

正に管理する。 

＜審査基準＞ 

 ファイヤーサークルの設置は、周辺の植生に影響を及ぼ
さず、火災の危険の少ない空き地に設けるものとし、フ
ァイヤーサークルの設置場所以外でのキャンプファイ
ヤーは禁止する。公園利用者には、キャンプファイヤー
を行う際には野営場管理者へ届出等を行うよう指導し、
火災予防を呼びかける。 

 キャンプサイト等の排水路については特に注意し、浸食
等がおこらないようにする。 

 キャンプサイトは裸地が生じないよう、適切に緑地とし
て維持管理する。 

笹ヶ峰 ＜基本方針＞ 

 広葉樹の自然林の中にある良好な雰囲気を維持しなが
ら、常設及びフリーテントサイト及びオートキャンプ場
の整備を図る。 

＜審査基準＞ 

（ア）工作物 

 建築物については、高さは 10ｍ以下とし、公園事業たる
道路、その他主に公園利用に供される道路の路肩から 10
ｍ以上、上記道路以外の道路から５ｍ以上、敷地境界線
から５ｍ以上とること。ただし、既存建築物の上記の規
定を超える場合は、従前の高さを超えないものとし、既
存壁面線の後退距離以上とする。 

 歩道は砂利敷等舗装を伴わない道とする。ただし、管理
用道路を兼ねる場合には舗装も可とする。 

 歩道(管理用道路含む)又は自転車道に縁石を設ける場
合は自然石を使用する。 

 建築物と前面道路との間には緑地帯を設けること。 
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高谷池 

黒沢池 

＜基本方針＞ 

 妙高山及び火打山の登山者が利用する野営場として整
備を図る。 

戸隠牧場 ＜基本方針＞ 

 青少年及び家族利用が中心となる野営場として、オート
キャンプサイト及びフリーサイトの整備を図る。 

 公園利用者の利便性を高める付帯施設については、必要
性を検討した上で整備を行う。 

菅川 ＜基本方針＞ 

 野尻湖の風致景観を活かした野営場として整備を図る。 

野尻湖西
部 

＜基本方針＞ 

 野尻湖の風致景観を活かした野営場として、砂間ヶ崎か
ら樅ヶ崎を結ぶ線の西側に整備を図る。 

小谷温泉
集団施設
地区 

＜基本方針＞ 

 雨飾山の登山者及び家族利用が中心となる野営場とし
て整備を図る。 

運動場 池の平 ＜基本方針＞ 

 国立公園内の運動場施設として、周辺の風致景観との
調和を図り、大規模な立木伐採を避ける。 

舟遊場 野尻湖西
部 

＜基本方針＞ 

 許可、届出等取扱方針の１．工作物（６）桟橋、野尻湖
によるほか、以下の方針とする。 

 公園利用者が自然の水面を利用して舟遊びを行うため
に設ける施設として整備する。 

＜審査基準＞ 

 １．許可、届出等取扱方針の１．工作物（６）桟橋、野
尻湖によるほか、以下の基準による。 

（ア）位置・構造 

 建築物の高さは 15ｍ以下とし、階数は地上３階以下とす
る。ただし、既に 15m を超えている既存建築物について
は、従前の高さを超えないこと。 

 建ぺい率は 40％以下とする。ただし、既存建ぺい率がこ
れを超えている場合は、従前の建ぺい率を超えないもの
とする。 

 建築物は湖岸線、道路及び敷地境界線から極力離すよう
努めること。 

 浮桟橋は必要最小限の長さとする。 
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スキー場 全域 ＜基本方針＞ 

 国立公園のスキー場であることに鑑み、緑地を極力残置
するとともに、土地の起伏を極力活かすこととする。 

 車道沿線や宿舎に近接する緩斜面については、植物鑑
賞、運動、ピクニック等の場としてのスキー利用以外の
活用を地域において検討すること。 

＜審査基準＞ 

 「国立公園におけるスキー場事業の取扱いについて」
（平成３年６月７日付け環自国第315号環境庁自然保護
局長通知）によるほか、以下の基準による。 

 スキー場施設（ゲレンデ、滑降コース、スキーリフト及
び付帯施設）の新設、改良又は増設は、必要最小限にと
どめる。施設の整備にあたっては、山岳景観に著しい影
響を与えない場合に限る。また、周辺水源に悪影響を与
えないよう配慮する。なお、スキー場施設のうち、ゲレ
ンデの新設又は増設については、利用上必要不可欠の場
合に限るものとする。 

（イ）スキー場施設の位置及び配置 

 ゲレンデ、滑降コース、スキーリフト及び避難小屋の新
設、改良又は増設の位置は、以下の標高を超えないこ
と。また、良好な自然林にかかるもの等は既定の標高以
下においても認めないものとする。 

  妙高高原地域：標高 1,700ｍ未満 

※ゲレンデは標高 1,300ｍ未満 

   戸隠地域  ：標高 1,500ｍ未満 

          ※怪無山（戸隠）は事業決定の区域を超
えないこと。 

ただし、次の場合には、必要最小限の延長を認める場合が
ある。 

（１）公園核心部の自然環境に影響を与えるものでないこ
と。 

（２）山岳景観に著しい影響を与えるものでないこと。 

（３）コース開設に伴う大径木の伐採がわずかであること。 

（４）大規模な地形の改変を伴うものでないこと。 

 付帯施設のうち、避難小屋を除く建築物の新築、改良又
は増築の位置は、以下の標高を超えないこと。 

  妙高高原地域：標高 1,100ｍ未満 
※休憩所は標高 1,300ｍ未満 

   戸隠地域  ：標高 1,200ｍ未満 
          ※怪無山（戸隠）は標高 1,400ｍ未満 

 ゲレンデ及び滑降コースの配置にあたっては、十分な

施設間隔を保つとともに、優れた植生の見られる土地、
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災害発生危険地等の土地を避けること。 

（ウ）スキー場施設の規模、構造 

 滑降コース 

 新設又は増設コース幅は、原則として 50ｍ（妙高高原地
域の標高1,300ｍを超える場所では30ｍ）を超えないこと。
ただし、既に 50ｍを超えている既存滑降コースの改良につ
いては、改良前のコース幅を越えないこと。なお、公園利
用者の安全を図る必要がある箇所においては、部分的にコ
ース幅を 50ｍ（妙高高原地域の標高 1,300ｍを超える場所
では 30ｍ）を多少超えることもやむを得ない。 

 ゲレンデ 

 ゲレンデの新設又は増設の位置は、スキーリフトの起終
点又は中継点で利用上必要な場所に限るものとし、規模は
必要最小限にとどめること。 

 滑降コース及びゲレンデの造成方法 

  滑降コース及びゲレンデの新設、改良又は増設に伴う整
備にあたっては、原則として自然地形のまま滑降コース又
はゲレンデとし、大規模な切土、盛土等を伴う土工事や、
急傾斜地、土質劣悪地における造成を避け、支障木の伐採
が極力少なくなるよう配慮すること。跡地は、表土保全に
よる速やかな緑化を図り、風致の保護及び防災上の措置を
講ずること。また山岳の景観維持には、特に配慮すること。 

 スキーリフト（ゴンドラを含む） 

（１）スキーリフトの新設又は増設の箇所における地形勾配
は、原則として 50％を越えないこと。ただし、縦断勾配が
50％以下であっても、積雪による施設又は公園利用者の安
全に支障を及ぼすおそれがある場合は、設置箇所を変更す
ること。 

（２）山頂駅舎は、管理上必要最小限の規模とすること。 

（３）リフト支柱の色彩は、こげ茶色系とすること。 

 付帯施設 

（１）避難小屋は高さ８ｍ以下かつ建築面積 40 ㎡以下とす
ること。 

（２）休憩所は高さ８ｍ以下かつ建築面積 200 ㎡以下（高さ
８ｍ又は建築面積200㎡を越えている建築物の増改築又は
建替え若しくは災害復旧のための新築にあたっては、既存
の建築物の高さ又は建築面積）とすること。 

（３）休憩所、避難小屋を除く建築物は高さ 13ｍ（高さ 13
ｍを越えている建築物の増改築又は建替え若しくは災害
復旧のための新築にあたっては、既存の建築物の高さ）を
越えないこと。 

（４）廃水処理施設は、必要最小限の適正な規模とし、浄化
槽を設ける場合には、水質汚濁防止法及び市町、地区、用
水の基準を満たすものとすること。 

（５）スキー場内における管理用道路の新設、改良又は増設
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は、大幅な地形変更を生ずるような構造を避けること。 

（６）リフト支柱、搬器等には、商品名等を掲出しないこと。 

 その他 

（１）スキー場内の放送等音響や人工造雪機の使用について
は、必要最小限とすること。 

（２）融雪防止剤等は、自然環境への悪影響が懸念されるた
め使用しないこと。 

 五最杉 ＜基本方針＞ 

 緩傾斜及び地形等から初心者や家族向きであり、気軽に
利用できる施設として整備する。整備にあたっては妙高
山の景観に著しい影響のないよう配慮する。 

関温泉 ＜基本方針＞ 

 多雪地域で 12 月から春スキーの時期まで利用可能なス
キー場である。初心者から中・ 上級者向きのコースとし
て整備する。 

燕温泉 ＜基本方針＞ 

 多雪地域で 12 月から春スキーの時期まで利用可能なス
キー場である。現在営業はしていないが、再度営業を行
う場合には中・上級者向きのコースとして整備する。 

赤倉 ＜基本方針＞ 

 ゲレンデが縦横に広がる変化に富んだスキー場でジャ
ンプ台も整備されている。より充実した維持管理と安全
確保に努める。 

池の平 ＜基本方針＞ 

 施設の整備や運営にあたっては、風致景観及び自然環
境の保全、冬期以外の公園利用との調和に十分配慮す
るとともに、公園利用者の安全に配慮する。 

杉野沢 ＜基本方針＞ 

 ロングコ－スを持つスキー場である。初心者から中・上
級者向きのコースとして快適性、安全性を考慮した整
備する。 

怪無山 ＜基本方針＞ 

 初心者から中・上級者向きのコースとして整備する。整
備にあたっては瑪瑙山、怪無山の景観に著しい影響の
ないよう配慮し、戸隠連峰の展望を阻害しないように
すること。 

飯縄山南
麓 

＜基本方針＞ 

 緩傾斜及び地形等から初心者や家族向きであり、気軽
に利用できる施設として整備する。整備にあたっては 

 飯縄山の景観に著しい影響のないよう配慮する。 
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黒姫山東
麓 

＜基本方針＞ 

 緩傾斜及び地形等から初心者や家族向きであり、気軽
に利用できる施設として整備する。整備にあたっては
黒姫山の景観に著しい影響のないよう配慮する。 

霊仙寺 ＜基本方針＞ 

 緩傾斜及び地形等から初心者や家族向きであり、気軽
に利用できる施設として整備する。整備にあたっては
飯縄山、霊仙寺山の景観に著しい影響のないよう配慮
する。 

小谷温泉
集団施設
地区 

＜基本方針＞ 

 従来から茅場として利用されてきた地域を利用し、新
たな森林の伐採によるスキー場造成は避ける。 

 施設は、リフト等最小限とし、駐車場等は小谷温泉整備
計画区に整備する。 

乗馬施設 戸隠牧場 ＜基本方針＞ 

 戸隠牧場を訪れる公園利用者の利用に供するための馬
場等を整備する。 

 公園利用者の安全確保に十分注意する。 

駐車場 全域 ＜基本方針＞ 

 公園計画に合致する駐車場は、原則として公園事業と
して把握することとする。公園内の駐車場として、快適
な利用を提供する施設とし、適切な位置に適正な規模
と内容のものを整備する。 

 土地の形状変更は必要最小限にするとともに、可能な
限り樹木を残置するものとする。 

＜配慮が望まれる事項＞ 

 広大な駐車場の印象とならないため、緑地帯や地形に
あわせた高低差等により、適宜分節を図る。 

赤倉 ＜基本方針＞ 

 四季を通した公園利用者に対応する駐車場として整備
する。多雪地域であるため除雪体制の充実により駐車
場の利用に支障がないよう配慮する。 

戸隠牧場 ＜基本方針＞ 

 戸隠牧場周辺の自然探勝及び高妻山登山者のための駐
車場として整備を図る。 

戸隠奥社
入口 

＜基本方針＞ 

 戸隠神社奥社周辺の公園利用者のための駐車場として
整備を図る。 
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 戸隠集団
施設地区 

＜基本方針＞ 

 自然、史跡探勝のための駐車場として整備を図る。 

野尻湖西
部 

＜基本方針＞ 

 野尻湖周辺の公園利用者のための駐車場として整備を
図る。 

 既存の公共駐車場を維持管理し、拡張及び新設は行わ
ないものとする。 

小谷温泉
集団施設
地区 

＜基本方針＞ 

 小谷温泉及び雨飾山登山の公園利用者のための駐車場
として整備を図る。 

運 輸 施 設
（ 索 道 運
送施設） 

全域 ＜基本方針＞ 

 場所の特性や公園利用者層に鑑み、公園利用者が主要
展望地への移動手段として、利用する索道として整備
する。利用拠点のユニバーサルデザインに配慮した整
備を検討する。 

＜審査基準＞ 

 駅舎及び支柱等の施設の規模は必要最小限とする。 

妙高山麓
赤倉線 

＜基本方針＞ 

 妙高山中腹の標高 1,260ｍからの山岳風景や野尻湖の
展望、前山中腹のブナ林までの自然散策、南地獄谷経由
の妙高山登山などの自然体験を提供するとともに、冬
期にはスキー場利用者のゴンドラとして利用し、通年
利用施設として整備する。 

 歩道以外への入り込み防止や高山植物の盗掘防止のた
め、事業者及び関係機関による公園利用者指導を行う。 

 ゴンドラ終点駅での公園利用者のトイレについては、
レストランのトイレを使用するものとし、浄化槽の適
切な管理を行う。 

 ゴンドラ終点駅付近からの自然探勝路、休憩所、案内
板、標識等の整備を図る。 

 自然探勝歩道については、自然植生に配慮しながら、散
策に必要最小限の下草刈り等を実施する。その際には、
植生保全の観点から関係機関と十分に調整するものと
する。 

赤倉山南
麓線 

＜基本方針＞ 

 自然散策、野尻湖の展望利用のための索道として整備
を図る。 

 自然探勝歩道については、自然植生に配慮しながら、散
策に必要最小限の下草刈り等の維持管理を関係者が協
力して実施する。その際には、植生保全の観点から関係
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機関と十分に調整する。 

 ゴンドラ終点駅付近からの自然探勝路休憩所、案内板、
標識等の整備を図る。 

黒姫山東
麓線 

＜基本方針＞ 

 自然散策、野尻湖の展望利用のための索道として整備
を図る。 

 歩道以外への入り込み防止や高山植物の盗掘防止のた
め、事業者及び関係機関による公園利用者指導を行う。 

 自然探勝歩道については、自然植生に配慮しながら、散
策に必要最小限の下草刈り等を地元住民及び各スキー
場関係者が協力して実施する。その際には、植生保全の
観点から関係機関と十分に調整する。 

 付帯施設の整備にあたっては、起伏の少ない平坦な自
然探勝歩道とし、より多くの人が当該地域周辺の自然
とふれあえるように、ユニバーサルデザインを必要に
応じて導入する。 

運輸施設

（係留施

設） 

野尻湖 ＜基本方針＞ 

 １．許可、届出等取扱方針の１．工作物（６）桟橋、野
尻湖と同様の方針とする。 

＜審査の基準＞ 

 １．許可、届出等取扱方針の１．工作物（６）桟橋、野
尻湖と同様の基準とする。 

植物園 戸隠森林
植物園 

＜基本方針＞ 

 貴重な植物の生育地であり、また、鳥類の繁殖地として
も重要な地点であることから、これらの保全に努める。 

 戸隠地域の自然散策の拠点としての施設整備を図る。 

 自然環境の保全及び公園利用者の安全確保に留意した
上で、冬期の歩く利用も積極的に推進する。 

 植物園内で重機を入れる等の大規模な工事を行う場合
は、積雪期に行うこと。 

博 物 展 示
施設 

全域 ＜基本方針＞ 

 当国立公園及び地域の自然環境や歴史、文化を総合的に情
報発信するため必要な整備を行う。主要道路からの視認性を
考慮した配置とする。 

＜審査基準＞ 

 建築物は木材や石材など自然素材を多用した設計とす
るよう努めること。 

 建築物は年間を通じて維持管理が容易となるような建 
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  物配置・構成とする。特に冬期対策を充実させ、豪雪に 

あっても除雪作業が最小となるような雪仕舞いを検討
する。 

 いもり池
集団施設
地区 

＜基本方針＞ 

 当国立公園を代表する拠点施設であるため、妙高高原
地域のほか当国立公園の全体的な自然、歴史等を解説
するための施設とする。 

 カフェ併設等ゆったり時間を過ごせる施設とする。 

 地域の自然保護活動の活動拠点としての施設とする。 

 インフォメーション機能の充実を図る。 

 四季を通じて観察会等の自然とのふれあい行事を開催
する。 

 地元住民や観光業者と連携のとれた運営体制とする。 

戸隠集団
施設地区 

＜基本方針＞ 

 戸隠地域に加え当国立公園全体の自然及び人文等を解
説するための施設として整備を図る。 

ゴルフ場 全域 ＜基本方針＞ 

 既存施設の区域内による整備にとどめるものとする。

整備にあたっては妙高山の景観に著しい影響のないよ

う建築物や植栽木等の配置に留意する。 

＜審査基準＞ 

(ア)規模・構造 

ア 既存施設の規模にとどめるものとする。 

イ ゴルフコースの付け替えについては、公園利用者の安全
を図る等、利用面での改善を図るとともに、風致景観の保
護上の影響のないものとする。 
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Ⅷ．国立公園関係者の連携体制等に関する事項 
  
妙高戸隠連山国立公園は、「妙高戸隠連山国立公園連絡協議会」（以下、「連絡協議会」）の

もと、協働型管理によって国立公園の保護及び利用を促進することとする。連絡協議会は、

目的を達成するために、次の事業を行う。 
 （１）自然環境の保護と利用に関する情報の共有化 
 （２）ビジョン、管理運営方針及び行動計画に関する事項 
（３）広域的に取り組むべき課題の検討及び解決 
（４）その他、本会の目的を達成するために必要な事項 

 事業の実施にあたっては、具体的な取組内容及び役割分担を記載した行動計画を協議会

でつくり、協働で取り組むこととする。また、事業の進捗を PDCA サイクルによって管理

するとともに、連絡協議会の下部組織として、必要となる部会を設置し、連絡協議会構成員

が主体的に国立公園の管理に取り組むこととする。 
  
＜連絡協議会 運営体制（イメージ）＞ 
必要に応じて部会もしくはワーキンググループを設置 

 
 
連絡協議会の構成員  

・関係行政機関（環境省、林野庁、県、市町村） 

・関係団体・個人（エコツーリズム関係者、地域振興関係者、博物館関係者、山岳ガイド、観光

協会・DMO） 

・有識者（国立公園の協働型管理、登山道、エコツーリズム、景観 などの分野の専門家）

妙高戸隠連山国立公園連絡協議会（総会・幹事会） 

■総会の役割 
 「協議・連絡調整の場」 
〇国立公園のビジョン・管理運営方針・行動計画の協議 
〇行動計画に基づく取組みの連絡調整 
〇広域的に取り組む課題の協議・連絡調整 
〇独自事業の採択・実施 等  

個別課題等に対応する部会 



 

 
 

 



自然公園区域内における森林の施業について 

 

昭和 34 年８月 12 日 国発第 468 号 国立公園部長照会  

昭和 34 年 34 林野指第 6,417 号 林野庁長官回答  

 

   第１ 国立公園及び国定公園 

 

一 森林施業制限細目 

 

１ 一般事項 

(1) 国立公園及び国定公園区域内の森林の施業は、国有林野(公有林野等官行造林地を含む。

以下同じ。)にあっては経営計画(公有林野等官行造林地施業計画を含む。以下同じ。)、

民有林にあつては地域森林計画に基づき風致の維持を考慮して行わなければならない。 

(2) 経営計画又は地域森林計画を定める場合は、原則として国立公園及び国定公園の特別地

域、普通地域別に施業方法を定めるものとする。 

 

 ２ 特別地域における制限 

特別地域内における森林の施業に関する制限は、国立公園計画及び国定公園計画において

定める第１種特別地域、第２種特別地域及び第３種特別地域の区分(別紙)に従いそれぞれ次

のとおりとする。 

ただし、第１種特別地域、第２種特別地域及び第３種特別地域の区分の未決定の特別地域

内の森林の施業に関する制限については、林野庁長官と国立公園部長が協議して定めるもの

とする。 

  (1) 第１種特別地域 

   (イ) 第１種特別地域の森林は禁伐とする。 

ただし、風致維持に支障のない場合に限り単木択伐法を行うことができる。 

   (ロ) 単木択伐法は、次の規定により行う。 

Ａ 伐期令は、標準伐期令に見合う年令に 10 年以上を加えて決定する。 

Ｂ 択伐率は、現在蓄積の 10％以内とする。 

  (2) 第２種特別地域 

   (イ) 第２種特別地域の森林の施業は、択伐法によるものとする。 

ただし、風致の維持に支障のない限り、皆伐法によることができる。 

(ロ) 国立公園計画に基づく車道、歩道、集団施設地区及び単独施設の周辺(造林地、要改

良林分、薪炭林を除く)は、原則として単木択伐法によるものとする。 

(ハ) 伐期令は標準伐期令に見合う年令以上とする。 

(ニ) 択伐率は用材林においては、現在蓄積の 30％以内とし、薪炭林においては、60％以

内とする。 

(ホ) 伐採及び更新に際し、特に風致上必要と認める場合は、国立公園部長は、伐区、樹

種、林型の変更を要望することができる。 

(ヘ) 特に指定した風致樹については、保育及び保護につとめること。 

(ト) 皆伐法による場合その伐区は次のとおりとする。 
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Ａ 一伐区の面積は二ヘクタール以内とする。 

但し、疎密度３より多く保残木を残す場合又は車道、歩道、集団施設地区、単独施

設等の主要公園利用地点から望見されない場合は、伐区面積を増大することができる。 

Ｂ 伐区は更新後５年以上経過しなければ連続して設定することはできない。この場合

においても、伐区はつとめて分散させなければならない。 

  (3) 第三種特別地域 

(イ) 第三種特別地域内の森林は、全般的な風致の維持を考慮して施業を実施し、特に施

業の制限を受けない(民有林にあつては、森林法第７条第４項第４号の規定に基づく普

通林として取扱う)ものとする。 

 

３ 特別保護地区における制限 

特別保護地区内の森林の施業に関する制限について、厚生大臣はそれぞれの地区につき農

林大臣と協議して定めるものとする。 

 

 ４ 普通地域内における制限 

   風致の保護ならびに公園の利用を考慮して施業を行うものとする。 

 

二 特別地域内の森林の施業に関する手続 

 １ 民有林 

(1) 国立公園の特別地域(第３種特別地域を除く。)内の民有林の施業に関し、都道府県知事

が地域森林計画を編成するに当つては、あらかじめ森林施業制限細目に基づく森林計画区

ごとの特別地域の施業要件を定め、９月末日までに厚生大臣に提出してその承認を受ける

ものとする。 

地域森林計画の変更により特別地域の施業要件を変更する場合には、その都度これを厚

生大臣に提出してその承認を受けるものとする。 

(2) 国定公園の特別地域(第３種特別地域を除く)内の民有林の施業に関し、都道府県知事が

地域森林計画を編成するに当つては、森林施業制限細目に基づく森林計画区ごとの特別地

域の施業要件を決定するものとする。 

 ２ 国有林野 

(1) 国立公園の特別地域内の国有林野の施業に関し、経営計画を編成するに当つては、自然

公園法第 40 条第１項の規定に基づき、林野庁長官はあらかじめ当該地域の経営計画編成

方針につき厚生大臣に協議するものとする。経営計画編成方針を変更する場合も同様とす

る。ただし、すでに協議済の経営計画と著しい変更のない場合は厚生大臣に通知すること

をもつてこれにかえるものとする。 

(2) 経営計画に基づく自動車道及び事業所の新設のうち、国立公園の第１種特別地域及び第

２種特別地域について、厚生大臣が風致維持又は公園利用上特に必要があると認め前号の

協議の際林野庁長官に要望したものについては、当該工事に着手するにあたり、林野庁長

官はその実施計画につき当該要望事項を充分考慮するものとする。 

(3) 国定公園の特別地域内の国有林野の施業に関し、経営計画を編成するに当つては、自然

公園法第 40 条第１項の規定に基づき、営林局長はあらかじめ当該地域の経営計画編成方

針につき都道府県知事に協議するものとする。経営計画編成方針を変更する場合も同様と
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する。ただし、すでに協議済の経営計画と著しい変更のない場合は都道府県知事に通知を

もつてこれにかえるものとする。 

(4) 経営計画に基づく自動車及び事業所の新設のうち、国定公園の第１種特別地域及び第２

種特別地域について、都道府県知事が風致維持又は、公園利用上特に必要があると認め前

号の協議の際営林局長に要望したものについては、当該工事に着手するにあたり営林局長

は、その実施計画につき当該要望事項を充分考慮するものとする。 

(5) 前１号及び３号によって編成された経営計画に基づいて営林局署が行う行為について

は、厚生大臣又は都道府県知事に協議又は通知を要しないものとする。 

 

   第２ 都道府県立自然公園. 

都道府県立自然公園内の森林の施業については、国立公園及び国定公園の場合に準じて取扱う

ものとし、国有林野については、営林局長と都道府県知事が協議して定めるものとする。 
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（別紙） 

 

特別地域は第１種、第２種、第３種に区分しその取扱は下による。 

(1) 第１種特別地域は、特別地域中で風致維持の必要のもつとも高いもので、特別保護地区につ

いで公園の核心的な景観の地域である。その取扱は極力現在の景観の保護を図ることとし、原

則として公園計画で決定された施設のみが許容される地域である。ただし景観に及ぼす影響が

極めて軽微な行為は場所によつては許容される。 

(2) 第２種特別地域は、風致維持の必要度の中位のものであつて、風致維持が効果的に行われる

よう規制を図り、産業開発その他の行為については風致維持上必要ある場合は制限を加えるこ

とがある。ただし産業的利用との間につとめて調整をはかる。 

(3) 第３種特別地域は、特別地域中では風致維持の必要度が比較的少ない地域で、風致上の規則

を行うにあっては、特に景観に重大な影響を及ぼすと思われる顕著な行為を規制し、通常の産

業行為は原則として許可されるものである。 
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自然公園区域内における森林の施業について 

 

昭和 48 年８月 15 日 環自企第 516 号 

林野庁指導部計画課長宛 環境庁自然保護局企画調整課長通知 

 

標記について、別添のとおり都道府県知事および国立公園管理事務所長（国立公園管理員を含

む）に通知したので了知されるとともに、今後の取扱いについてよろしく御配意願いたい。 

別添略 

（別記） 

自然公園特別地域内における森林の施業について（国立公園内の国有林施業 

に関する協議内容の了解事項） 

１ 国立公園第２種特別地域（予定地を含む）以上の区域内における伐採予定個所については、

その位置（林班）、面積、および数量、主たる樹種を明示して行うこと。 

ただし、第２種特別地域内における択伐予定個所については必要に応じの資料の提出を求め

る。 

２ 国立公園特別保護地区及び第１種特別地域内における林道の開設にあっては、事業実施の際

に、その詳細図面に基づき、当該国立公園を管轄する国立公園管理事務所長、または国立公園

管理員と十分連絡を行い実施すること。 

３ 地域施業計画樹立の際の一括協議における林道の開設に対し、環境庁長官からの回答の中で

「事業実施に際し詳細図面に基づき協議されたい」旨の留意事項が付された場合は次のように

行うこととする。 

(1) 協議内容 

ア 当該林道の開設に伴う捨土処理の方法、法面の緑化の方法ほか、とくに自然保護上配慮

して行う事項のうち、必要と認められるものについて具体的に記載する。 

イ 関係図面として、平面図、縦断図および横断図を添付する。 

(2) 協議書の提出者 

ア 原則として営林署長とする。但し営林局が実行するものについては営林局長とする。 

(3) 協議回答者 

ア 一括協議の回答に際し、環境庁長官が「当該国立公園管理事務所長あて協議されたい」

との留意事項を付したものについては、当該国立公園管理事務所長とする。 

イ その他の地域にあっては、環境庁長官とする。なお、国立公園管理員が駐在する地域に

あっては、当該国立公園管理員を経由して行うものとする。 

ウ 国立公園管理員を経由して環境庁長官あて協議する場合は、(1)ア及びイに掲げる内容に

ついて、あらかじめ国立公園管理員に対し十分な説明等を行い原則的に了解がなされたも

のについての環境庁長官あての協議書添付の関係図面は、捨土、法面緑化、附属工作物の

位置及び方法等を記載した平面図のみで足りるものとする。 
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国立公園に係るテニスコートの取扱要領 

 

                             昭和 57年 5月 7 日 環自保第 138 号 

                               改正 平成 7年 4月 25 日 環自国第 153 号 

 

 今般、テニスコートを国立公園事業の運動場事業として又は宿舎事業の付帯施設として取り扱うに

当たっての要領を別紙１の通り定めたので、今後はこれに基づいて国立公園事業者を適正に指導され

たい。 

 なお、地域の利用特性又は自然環境の状況等から本取扱要領によることが著しく不適当と当職が認

めた場合にはこの取扱要領によらないことができるものとする。 

 おって、この取扱要領の運用等については、別紙２のとおりである。 

 

別紙１ 

 

国立公園に係るテニスコートの取扱要領 

 

第１ 運動場事業としての取扱について 

 テニスコートを運動場事業として取り扱うに当たっては、次の各号に定める要件を満たさなければ

ならない。 

１ テニスコートに係る土地の地形勾配が 10 パーセントを超えないものであること。 

２ テニスコートの水平投影面積外周線が、次の各号に掲げるものからそれぞれ当該各号に掲げる距

離以上離れていること。 

（１）公園事業たる道路その他、主として公園利用に供せられる道路の路肩 20 メートル 

（２）（１）に掲げる道路以外の道路の路肩                5 メートル 

（３）敷地境界線                             5 メートル 

３ テニスコート建設に伴う土地の形状変更の規模が必要最小限のものであること。 

４ 支障木の伐採が僅少であること。 

５ テニスコート建設による土砂の流出の恐れがないものであること。 

６ テニスコートと同面以上の土地が同一敷地内に緑地として確保されるものであること。 

７ テニスコートの周囲が当該地域に生育する樹木等により積極的に緑化修景される計画になって

いるものであること。 

８ テニスコート及びクラブハウス等の付帯施設の意匠が周囲の自然環境と良く調和が保たれたも

のであること。 

第２ 宿泊事業の付帯施設としての取扱について 

 テニスコートを宿舎事業の付帯施設として取り扱うに当たっては、次の各号に定める要件を満たさ

なければならない。 

１ 当該宿舎事業が次に掲げる地域以外の地域であること。 

 （１）特別保護地区又は第１種特別地域 

- 6 -



 （２）次に掲げるような貴重な自然的性質を有する地域のうち、史跡名勝天然記念物等の特別な指

定がなされており、又は学術調査の結果等から（１）に掲げる地域に準ずる取扱が現になされ又

はなされることが必要であると認められる地域 

  ア 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿地等植生復元の困難な地域 

  イ 野生動物の生息地、生育地又は繁殖地として重要な地域 

  ウ 地形・地質が特異である地域または特異な自然現象が生じている地域 

  エ 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域 

 （３）風景鑑賞、自然探勝等の利用が中心となっている地域であって、スポーツによる利用が不適  

当と認められる地域 

２ テニスコートに係る土地の地形勾配が 10 パーセントを超えないものであること。 

３ テニスコート建設に伴う土地の形状変更の規模が必要最小限のものであること。 

４ 支障木の伐採が僅少であること。 

５ テニスコートを建設するに当たって、敷地内において、緑地等が次の各号のいずれかに従い確保

されているものであること。 

 （１）集団施設地区の詳細計画又は地区ごとに定められた宿舎事業取扱要領において宿舎の建ぺい

率が定められており、当該建ぺい率が 20 パーセント以下の地区にあっては、総施設面積（敷地

内にある全ての工作物（テニスコートのほか、建築物、駐車場道路等を含む。）の水平投影面

積の和をいう。）の敷地面積に対する割合が、第２種特別地域の宿舎の場合は 40パーセント以

下、第三種特別地域内の宿舎の場合は 60 パーセント以下であること。 

 （２）（１）に掲げる地区以外の地区にあっては、テニスコートと同面積以上の土地が敷地（テニ

スコートが宿舎と同一の敷地内に建設される場合は当該敷地面積を、また宿舎敷地以外の場所

に建設される場合は当該テニスコート敷地をいう。）内に緑地として確保されるものであるこ

と。 

６ テニスコートの面積は、宿泊収容力に見合ったものとし、宿泊収容力が 100 人以下の場合は、２

面以下、100 人を超え 200 人以下の場合は３面以下、200 人を超え 500 人以下の場合は４面以下、

500 人を超える場合は６面以下であること。 

７ テニスコートの周囲が、特にテニスコートの主要利用道路側を中心に当該地域に生育する樹木等

により積極的に修景される計画になっているものであること。 

８ テニスコート及びその付帯施設の意匠が周囲の自然環境と良く調和が保たれたものであること。 

 

別紙 ２ 

取扱要領第１・６及び第２・５・（２）で「テニスコートと同面積以上の土地が同一敷地内に 

緑地として確保されるもの」とされているが、当該地が国有地等のように当該事業について必要最 

小限の土地しか使用できない等の理由により本要件を適用させることが不適当であると認められた

場合には、本要件を適用するには及ばないこと。ただし、この場合においても、テニスコートの周

囲に十分緑地が残されるようにする等本要件の適用による場合と同様の効果が出るように指導する

こと。 
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国立公園のスキー場事業の取扱いについて 

                        平成３年６月７日環自国315号 
  都道府県知事宛 あて環境庁自然保護局長通知 

 
 昭和54年４月１日付け環自計第250号で通知した「国立公園の公園計画作成要領等について」の別紙１
の「国立公園の公園計画作成要領」の一部改正については、平成３年６月７日付け環自国第314号で通知
したところであるが、今後、国立公園における公園事業のスキー場事業(以下単に「事業」という。)の決
定及び執行を行うに当たっては、自然環境の保全等を図るため、下記の事項に留意することとしたので了
知されたい。 
 なお、本留意事項は、国定公園についても同様に取扱われたい。 

 
記 

 
１ 環境影響調査 

事業の内容及び熟度に応じて、自然環境の保全及び安全なスキー利用が図られるよう事前に十分な調
査を行い、適切な対策を講じること。 

２ 区域の選定 
昭和54年４月１日付け環自計第250号で通知した「国立公園の公園計画作成要領等について」の別紙

１の「国立公園の公園計画作成要領」の第四・Ⅲ・２・(2)・オ・(ア)のaからdに掲げる事項に留意す
ること。ただし、既に事業の決定又は執行がなされているスキー場については、既に抵触している事項
に限り風致景観上の支障等が生じない範囲内において、必要に応じてその適用を免ずることができるこ
と。 
    
  

国立公園の公園計画作成要領 

 
 （ア）スキー場は、他の施設に比して大規模であることから公園の風致景観の保護及び利用上極

めて大きな影響力をもっているので、新設されるスキー場の計画を進めるに当たっては、特に
次の事項に留意するものとする。 

  ａ 特別保護地区又は第１種特別地域外であること。 
  ｂ 地形、地質、希少動植物等に関する調査を行い、原則として次に挙げる地域に係るもの又

はこれらの地域に重大な影響を与えるおそれのあるものは除くこと。 
    (a)  野生植物の生育地又は野生動物の生息地又は繁殖地として重要な地域 
      (b)  地形、地質が特異である地域又は特異な自然現象が生じている地域 
      (c) 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域 
      (d)  高山植物群落、高標高の天然林、風衝地または湿原等の人為の影響を受けや易い地域 
      (e)  利用者の主要な眺望対象となっている地域 
  ｃ 積雪、風、気温等の気象条件がスキー場立地に適していると認められる地域であること。  
  ｄ 土地所有関係等が計画的な施設整備及び適正な管理経営を行うのに適当な地域であるこ

と。 
    ｅ  雪崩等の災害が発生するおそれのない地域であること。 
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３ 保存緑地 

スキー場の新設(新たに敷地を求めて増設する場合を含む。)に際しては、保存緑地を、スキー場の四
周及びコース、ゲレンデ等の施設間に相当の幅をもってとること。 
また、各スキー場の事業区域に占める保存緑地の水平投影面積の割合(以下「保存緑地率」という。)

は、70パーセント以上とすること。 
なお、保存緑地率が70パーセントに満たない既設のスキー場については、少なくとも現行の保存緑地           

率を維持するとともに、事業区域の拡張を行う際には、拡張する区域の保存緑地率を70パーセント以上
とすること。 

 
４  施設の設置 
ア 施設の規模は必要最小限とし、その意匠は周辺の環境に調和したものとすること。 
イ 極力自然地形を活かして地形の改変を必要最小限とすること。なお、やむを得ず造成を行う場合は
下層植生及び表土を保存活用するとともに、造成に伴い生じる裸地は緑化すること。 

ウ 人工降雪機の設置は、異常気象による少雪対策及び危険防止上必要と認められる場合に限ること。  
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妙高戸隠連山国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例 

 

（区域の範囲） 

第一条 この告示において、次の各号に掲げる区域の範囲は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

 一 赤倉地区 新潟県妙高市内国有林上越森林管理署 29林班の一部及び同市大字赤倉、大字

田切及び大字田口の各一部 

 二 戸隠中社地区 長野県長野市大字戸隠字中社の全部 

 三 戸隠宝光社地区 長野県長野市大字戸隠字宝光社の一部 

２ 前項各号に掲げる区域の範囲を表示した図面は、環境省並びに新潟県庁及び長野県庁に備え

付けて供覧する。 

 

（赤倉地区に係る基準の特例） 

第二条 赤倉地区内において行われる自然公園法施行規則（以下「規則」という。）第 11 条第

２項、第４項又は第６項に規定する行為については、同条第２項中「避雷針及び煙突（寒冷地

における暖房用等必要最小限のものに限る。）を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の

高さの差」とあるのは、「建築基準法施行令第２条第１項第６号に規定する算定方法により算

定した高さ」と読み替えて、第２項、第４項及び第６項の規定を適用する。 

２ 赤倉地区内において行われる規則第 11条第２項に規定する行為については、前項の規定に

よるほか、同条第２項中「13メートル」とあるのは、「20メートル」と読み替えて、同項の

規定を適用する。 

３ 赤倉地区内において行われる規則第 11条第４項に規定する行為については、第１項の規定

によるほか、同項第３号中「13 メートル」とあるのは「20メートル」と、同項第６号中「こ

と」とあるのは「こと。ただし、分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅若しくは保

養所の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築

若しくは増築であつて、総建築面積の敷地面積に対する割合が 40 パーセント以下であるもの

については、この限りでない」と、同項第九号中「公園事業に係る道路又はこれと同程度に当

該公園の利用に資する道路（以下「公園事業道路等」という。）の路肩から 20メートル以

上、それ以外の道路」とあるのは「道路」と読み替えて、同項の規定を適用する。 

４ 赤倉地区内において行われる規則第 11条第５項に規定する行為については、同項中「並び

に前項第１号及び第２号」とあるのは「 、前項第１号及び妙高戸隠連山国立公園の特別地域

内における行為の許可基準の特例（平成 27年３月環境省告示第 48 号）第２条第１項の規定に

より読み替えられた前項第２号」と読み替えて、同項の規定を適用する。 

５ 赤倉地区内において行われる規則第 11条第６項に規定する行為（別荘の新築、改築及び増

築を除く。）については、第１項の規定によるほか、同条第６項中「並びに第４項第７号及び

第９号」とあるのは、「及び妙高戸隠連山国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特

例（平成 27 年３月環境省告示第 48号）第２条第３項の規定により読み替えられた第４項第９

号」と読み替えて、同項の規定を適用する。 
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６ 赤倉地区内において行われる規則第 11条第６項に規定する行為（別荘の新築、改築又は増

築に限る。）については、第１項の規定によるほか、同条第６項中「並びに第４項第７号及び

第９号から第 11 号まで」とあるのは「 、第４項第 10号及び第 11 号並びに妙高戸隠連山国

立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例（平成 27 年３月環境省告示第 48号）第２

条第３項の規定により読み替えられた第４項第９号」と、同項第２号中「割合及び総延べ面積

の敷地面積に対する割合が、前項第２号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、

それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおり」とあるのは「割合が 40 パーセント以下」と読

み替えて、同項の規定を適用する。 

 

（戸隠中社地区に係る基準の特例） 

第三条 戸隠中社地区内において行われる規則第 11 条第２項に規定する行為については、同項

中「 、既存の建築物の高さ）を超えないもの」とあるのは、「既存の建築物の高さとし、屋

根の形態がその周辺の風致と著しく不調和とならないようその勾配を確保するために特に必要

と認められる場合にあつては 15 メートルとする。）を超えないものであり、かつ、当該建築

物が三階建以下のもの」と読み替えて、同項の規定を適用する。 

２ 戸隠中社地区内において行われる規則第 11条第６項に規定する行為については、同項中

「第９号から第 11号まで」とあるのは「第 11 号」と、「次のとおり」とあるのは「当該建築

物が三階建以下であり、かつ、その高さが 13 メートル（その高さが現に 13メートルを超える

既存の建築物の改築又は増築にあつては既存の建築物の高さとし、屋根の形態がその周辺の風

致と著しく不調和とならないようその勾配を確保するために特に必要と認められる場合にあつ

ては 15 メートルとする。）を超えないものであること」と読み替えて、同項の規定を適用す

る。 

 

（戸隠宝光社地区に係る基準の特例） 

第四条 戸隠宝光社地区内において行われる規則第 11条第６項に規定する行為については、同

項中「第９号から第 11号まで」とあるのは「第 11号」と、「次のとおり」とあるのは「当該

建築物が三階建以下であり、かつ、その高さが 13メートル（その高さが現に 13メートルを超

える既存の建築物の改築又は増築にあつては既存の建築物の高さとし、屋根の形態がその周辺

の風致と著しく不調和とならないようその勾配を確保するために特に必要と認められる場合に

あつては 15 メートルとする。）を超えないものであること」と読み替えて、同項の規定を適

用する。 
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妙高戸隠連山国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例（平成27年３月27日 環境省告示第48号） 
自然公園法施行規則第11 条（基準部分）引用関係整理表 

赤倉地区 
項 行為の種類 号 基準の内容 

第２項 工作物の新築、改築又は増築のうち申請に係る国立公

園若しくは国定公園の区域内において公園事業若しく

は農林漁業に従事する者、昭和50年４月１日（同日後

に申請に係る場所が特別地域、特別保護地区又は海中

公園地区に指定された場合にあっては、当該指定の日。 

以下「基準日」という。）において申請に係る場所に現

に居住していた者その他申請に係る場所に居住するこ

とが必要と認められる者の住宅若しくは住宅部分を含

む建築物（基準日以後にその造成に係る行為について

法17第条第３項、第18条第３項又は第18条の２第３

項の規定（以下、「法第17 条第３項等の規定」という。）

による許可の申請をした分譲地等（第４項に規定する

分譲地等をいう。〉内に設けられるものを除く。）の新

築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不

可分である建築物の新築、改築若しくは増築（前項の規

定の適用を受けるものを除く。） 

本文 第１項第２号 特別保護地区、第１種特別地域、海域公園地区、植生の復元が困難な地域等内で行われるものでないこと。 

第１項第３号 当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。 

第１項第４号 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。 

第１項第５号 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 

当該建築物の高さ（避雷針及び煙突（寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。）を除いた建築物の地上部分の最

高部と最低部の高さの差をいう。以下、この項、第４項及び第６項において同じ。）建築基準法施行令（昭和25年政令第338

号）第２条第１項第６号に規定する算出方法により計算した高さをいう。以下この項、第４項及び第６項においても同じ。）

が 13 ｍ 20 ｍ（その高さが現に 13 ｍ 20 ｍを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ）

を超えないものであること。 

ただし書 既存建築物の改築等であって、前項第５号に掲げる基準に適合するものについては、この限りではない。 

既存建築物の改築等 既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新

築（申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた

機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。）又は学術研究その他

公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができな

いと認められる建築物の新築、改築若しくは増築 

第１項第５号 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 

第４項 工作物の新築、改築又は増築のうち集合別荘（同一棟内

に独立して別荘（分譲ホテルを含む。）の用に供せられ

る部分が５以上ある建築物をいう。以下同じ。）、集合住

宅（同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が

５以上ある建築物をいう。以下同じ。）若しくは保養所

の新築、改築若しくは増築、分譲することを目的とした

一連の土地若しくは売却すること、貸付けをすること

若しくは一時的に使用させることを目的とした建築物

が２棟以上設けられる予定である一連の土地（以下「分

譲地等」という。）内における建築物の新築、改築若し

くは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建

築物の新築、改築若しくは増築（前３項又は次項の規定

の適用を受けるものを除く。） 

本文 第１項第２号 特別保護地区、第１種特別地域、海域公園地区、植生の復元が困難な地域等で行われるものでないこと。 

第１項第３号 当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。 

第１項第４号 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。 

第１項第５号 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 

第１号 保存緑地（第９項第４号及び第５号に規定する保存緑地をいう。以下この項において同じ。）において行われるものでない

こと。 

第２号 分譲地等内における建築物の新築、改築又は増築にあっては、当該建築物が２階建以下であり、かつ、その高さが 10 ｍ

（その高さが現に 10 ｍを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ）を超えないものであるこ

と。 

第３号 分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあっては、当該建築物の高さが13 ｍ 

20 ｍ（その高さが現に13 ｍ 20 ｍを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ）を超えない

ものであること。 

第４号 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、その敷地面積（当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあ

っては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。）が 1000 ㎡以上であること。 

第５号 集合別荘又は集合住宅の新築、改築又は増築にあっては、敷地面積を戸数で除した面積が 250 ㎡以上であること。 

第６号 総建築面積（同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積（建築物の地上部分の水平投影面積をいう。以下この項において

同じ。）の和をいう。第６項において同じ。）の敷地面積に対する割合及び総延べ面積（同一敷地内にあるすべての建築物の

延べ面積（建築基準法施行令第２条第１項第４号に掲げる延べ面積をいう。）の和をいう。以下同じ。）の敷地面積に対する

割合が、次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。ただし、分譲

地等以外の場所における集合別荘、集合住宅若しくは保養所の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分

である建築物の新築、改築若しくは増築であつて、総建築面積の敷地面積に対する割合が 40 パーセント以下であるものに

ついては、この限りでない。 

 

 

 

 

地種区分 総建築面積の敷地面積に対する割合 総延べ面積の敷地面積に対する割合 

第２種特別地域 20 ％以下 40 ％以下 

第３種特別地域 20 ％以下 60 ％以下 

第７号 当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が 30 ％を超えないものであること。 

第８号 前号に規定する土地及びその周辺の土地が自然草地、低木林地、採草放牧地又は高木の生育が困難な地域（以下「自然草地

等」という。）でないこと。 

第９号 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路（以下

「公園事業道路等」という。）の路肩から20 ｍ以上、それ以外の道路の路肩から５ｍ以上離れていること。 

第 10 号 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から５ｍ以上離れていること。 

第 11 号 当該建築物の建築面積が 2000 ㎡以下であること。 

ただし書 第２項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。 

第２項ただし

書に規定する

行為 

既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築（申

請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持す

るためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。）又は学術研究その他公益上必要であり、か

つ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、

改築若しくは増築であって、第１項第５号に掲げる基準に適合するもの 

第１項第５号 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和

でないこと。 

第５項 工作物の新築、改築又は増築のうち基準日前にその造

成に係る行為について法第 20 条第３項、第 21 条第３

項又は第22条第３項の規定による許可の申請をし、若

しくは基準日前にその造成に係る行為を完了し、若し

くは基準日以後にその造成に係る行為について法第 20

条第６項、第 21 条第６項若しくは第 22 条第６項の規

定による届出をした分譲地等内における建築物の新

築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不

本文 第１項第２号 特別保護地区、第１種特別地域、海域公園地区、植生の復元が困難な地域等で行われるものでないこと。 

第１項第３号 当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。 

第１項第４号 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。 

第１項第５号 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 

第４項第１号 保存緑地において行われるものでないこと。 

第４項第２号 分譲地等内における建築物の新築、改築又は増築にあっては、当該建築物が２階建以下であり、かつ、そ

の高さ（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第２条第１項第６号に規定する算出方法により計算

した高さをいう。）が 10ｍ（その高さが現に 10ｍを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存
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可分である建築物の新築、改築若しくは増築（第１項か

ら第３項までの規定の適用を受けるものを除く。） 

の建築物の高さ）を超えないものであること。 

第１号 当該建築物の建築面積（建築基準法施行令第２条第１項第２号に掲げる建築面積をいう。以下この項において同じ。）が 2000

㎡以下であること。 

第２号 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積（同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積の和をい

う。） の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分

ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりであること。 

 

地種区分と敷地面積の区分 総建築面積の敷地面積に対する割合 総延べ面積の敷地面積に対する割合 

第２種特別地域内における敷地面積
が500 ㎡未満 

10 ％以下 20 ％以下  

第２種特別地域内における敷地面積
が500 ㎡以上 1000 ㎡未満 

15 ％以下 30 ％以下  

第２種特別地域内における敷地面積
が1000 ㎡以上 

20 ％以下 40 ％以下 

第３種特別地域 20 ％以下 60 ％以下 

ただし書 第２項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。 

第２項ただし

書に規定する

行為 

既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築（申

請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持す

るためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。）又は学術研究その他公益上必要であり、か

つ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、

改築若しくは増築であって、第１項第５号に掲げる基準に適合するもの 

第１項第５項 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和

でないこと。 

第６項 工作物の新築、改築又は増築のうち前各項の規定の適

用を受ける建築物の新築、改築又は増築以外の建築物

の新築、改築又は増築（別荘の新築、改築又は増築を除

く。） 

本文 第１項第２号 特別保護地区、第１種特別地域、海域公園地区、植生の復元が困難な地域等で行われるものでないこと。 

第１項第３号 当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。 

第１項第４号 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。 

第１項第５号 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 

第４項第７号 当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が30％を超えないものであること。 

第４項第９号 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から20ｍ以上、それ以外の道路の路肩

から５ｍ以上離れていること。 

第４項第10号 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から５ｍ以上離れていること。 

第４項第11号 当該建築物の建築面積が 2000 ㎡以下であること。 

第１号 当該建築物の高さが13ｍ 20ｍ（その高さが現に13ｍ 20ｍを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築

物の高さ） を超えないものであること。 

第２号 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対す

る割合が、前項第２号第４項第６号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲

げるとおりであること。 

 

 

地種区分と敷地面積の区分 総建築面積の敷地面積に対する 総延べ面積の敷地面積に対する割合 

第２種特別地域内における敷地面積が 
500 ㎡未満 

10 ％以下 20 ％以下 

第２種特別地域内における敷地面積が 
500 ㎡以上 1000 ㎡未満 

15 ％以下 30 ％以下 

第２種特別地域内における敷地面積が 
1000 ㎡以上 

20 ％以下 40 ％以下 

第３種特別地域 20 ％以下 60 ％以下 

ただし書 第２項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。 

第２項ただし

書に規定する

行為 

既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築（申

請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持す

るためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。）又は学術研究その他公益上必要であり、か

つ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、

改築若しくは増築であって、第１項第５号に掲げる基準に適合するもの 

第１項第５号 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和

でないこと。 

第６項 工作物の新築、改築又は増築のうち前各項の規定の適

用を受ける建築物の新築、改築又は増築以外の建築物

の新築、改築又は増築（別荘の新築、改築又は増築に限

る。） 

本文 第１項第２号 特別保護地区、第１種特別地域、海域公園地区、植生の復元が困難な地域等で行われるものでないこと。 

第１項第３号 当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。 

第１項第４号 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。 

第１項第５号 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 

第４項第７号 当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が30％を超えないものであること。 

第４項第９号 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から20ｍ以上、それ以外の道路の路肩

から５ｍ以上離れていること。 

第４項第10号 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から５ｍ以上離れていること。 

第４項第11号 当該建築物の建築面積が 2000 ㎡以下であること。 

第１号 当該建築物の高さが13ｍ 20ｍ（その高さが現に13ｍ 20ｍを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築

物の高さ） を超えないものであること。 

第２号 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、別荘にあっては、総建築面積の敷地面積に対する割合及び総延べ面積

の敷地面積に対する割合が、前項第２号第４項第６号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の

中欄及び下欄に掲げるとおりが40％以下であること。 
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地種区分と敷地面積の区分 総建築面積の敷地面積に対する 総延べ面積の敷地面積に対する割合 

第２種特別地域内における敷地面積が 
500 ㎡未満 

10 ％以下 20 ％以下 

第２種特別地域内における敷地面積が 
500 ㎡以上 1000 ㎡未満 

15 ％以下 30 ％以下 

第２種特別地域内における敷地面積が 
1000 ㎡以上 

20 ％以下 40 ％以下 

第３種特別地域 20 ％以下 60 ％以下 

ただし書 第２項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。 

第２項ただし

書に規定する

行為 

既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築（申

請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持す

るためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。）又は学術研究その他公益上必要であり、か

つ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、

改築若しくは増築であって、第１項第５号に掲げる基準に適合するもの 

第１項第５号 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和

でないこと。 

 

戸隠中社地区 
項 行為の種類 号 基準の内容 

第２項 工作物の新築、改築又は増築のうち申請に係る国立公

園若しくは国定公園の区域内において公園事業若しく

は農林漁業に従事する者、昭和50年４月１日（同日後

に申請に係る場所が特別地域、特別保護地区又は海中

公園地区に指定された場合にあっては、当該指定の日。 

以下「基準日」という。）において申請に係る場所に現

に居住していた者その他申請に係る場所に居住するこ

とが必要と認められる者の住宅若しくは住宅部分を含

む建築物（基準日以後にその造成に係る行為について

法17第条第３項、第18条第３項又は第18条の２第３

項の規定（以下、「法第17 条第３項等の規定」という。）

による許可の申請をした分譲地等（第４項に規定する

分譲地等をいう。〉内に設けられるものを除く。）の新

築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不

可分である建築物の新築、改築若しくは増築（前項の規

定の適用を受けるものを除く。） 

本文 第１項第２号 特別保護地区、第１種特別地域、海域公園地区、植生の復元が困難な地域等内で行われるものでないこと。 

第１項第３号 当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。 

第１項第４号 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。 

第１項第５号 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 

当該建築物の高さ（避雷針及び煙突（寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。）を除いた建築物の地上部分の最

高部と最低部の高さの差をいう。以下、この項、第４項及び第６項において同じ。）が13ｍ（その高さが現に13ｍを超える

既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ超えないものとし、屋根の形態がその周辺の風致と著しく不

調和とならないようその勾配を確保するために特に必要と認められる場合にあっては 15 メートルとする。）を超えないも

のであり、かつ、当該建築物が３階建以下のものであること。 

ただし書 既存建築物の改築等であって、前項第５号に掲げる基準に適合するものについては、この限りではない。 

既存建築物の改築等 既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新

築（申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた

機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。）又は学術研究その他

公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができな

いと認められる建築物の新築、改築若しくは増築 

第１項第５号 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 

第６項 工作物の新築、改築又は増築のうち前各項の規定の適

用を受ける建築物の新築、改築又は増築以外の建築物

の新築、改築又は増築 

本文 第１項第２号 特別保護地区、第１種特別地域、海域公園地区、植生の復元が困難な地域等で行われるものでないこと。 

第１項第３号 当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。 

第１項第４号 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。 

第１項第５号 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 

第４項第７号 当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が30％を超えないものであること。 

第４項第９号 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から20ｍ以上、それ以外の道路の路肩

から５ｍ以上離れていること。 

第４項第10号 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から５ｍ以上離れていること。 

第４項第11号 当該建築物の建築面積が 2000 ㎡以下であること。 

第１号 当該建築物が３階建以下であり、かつ、その高さが 13ｍ（その高さが現に 13ｍを超える既存の建築物の改築又は増築にあ

っては、既存の建築物の高さとし、屋根の形態がその周辺の風致と著しく不調和とならないようその勾配を確保するために

特に必要と認められる場合にあっては15ｍとする。） を超えないものであること。 

第２号 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対す

る割合が、前項第２号第４項第６号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲

げるとおりであること。 

 

 

地種区分と敷地面積の区分 総建築面積の敷地面積に対する 総延べ面積の敷地面積に対する割合 

第２種特別地域内における敷地面積が 
500 ㎡未満 

10 ％以下 20 ％以下 

第２種特別地域内における敷地面積が 
500 ㎡以上 1000 ㎡未満 

15 ％以下 30 ％以下 

第２種特別地域内における敷地面積が 
1000 ㎡以上 

20 ％以下 40 ％以下 

第３種特別地域 20 ％以下 60 ％以下 

ただし書 第２項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。 

第２項ただし

書に規定する

行為 

既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築（申

請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持す

るためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。）又は学術研究その他公益上必要であり、か

つ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、

改築若しくは増築であって、第１項第５号に掲げる基準に適合するもの 

第１項第５号 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和

でないこと。 
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戸隠宝光社地区 
項 行為の種類 号 基準の内容 

第６項 工作物の新築、改築又は増築のうち前各項の規定の適

用を受ける建築物の新築、改築又は増築以外の建築物

の新築、改築又は増築 

本文 第１項第２号 特別保護地区、第１種特別地域、海域公園地区、植生の復元が困難な地域等で行われるものでないこと。 

第１項第３号 当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。 

第１項第４号 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。 

第１項第５号 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。 

第４項第７号 当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が30％を超えないものであること。 

第４項第９号 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から20ｍ以上、それ以外の道路の路肩

から５ｍ以上離れていること。 

第４項第10号 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から５ｍ以上離れていること。 

第４項第11号 当該建築物の建築面積が 2000 ㎡以下であること。 

第１号 当該建築物が３階建以下であり、かつ、その高さが 13ｍ（その高さが現に 13ｍを超える既存の建築物の改築又は増築にあ

っては、既存の建築物の高さとし、屋根の形態がその周辺の風致と著しく不調和とならないようその勾配を確保するために

特に必要と認められる場合にあっては15ｍとする。） を超えないものであること。 

第２号 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対す

る割合が、前項第２号第４項第６号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲

げるとおりであること。 

 

地種区分と敷地面積の区分 総建築面積の敷地面積に対する

割合 

総延べ面積の敷地面積に対する割合 

第２種特別地域内における敷地面積が 
500 ㎡未満 

10 ％以下 20 ％以下 

第２種特別地域内における敷地面積が 
500 ㎡以上 1000 ㎡未満 

15 ％以下 30 ％以下 

第２種特別地域内における敷地面積が 
1000 ㎡以上 

20 ％以下 40 ％以下 

第３種特別地域 20 ％以下 60 ％以下 

ただし書 第２項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。 

第２項ただし

書に規定する

行為 

既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築（申

請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持す

るためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。）又は学術研究その他公益上必要であり、か

つ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、

改築若しくは増築であって、第１項第５号に掲げる基準に適合するもの 

第１項第５号 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和

でないこと。 
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①～② 旧行政界 

②～③ 市道中心線より妙高山側 100m 

③～④ 旧行政界 

④～⑤ 主要地方道中心線より妙高山側 100ｍ 

⑤～⑥ 国立公園区域界 

⑥～⑦ 河川界 

⑦～⑧ 土地所有界（分譲地） 

⑧～⑨ 河川界 

⑨～① 国立公園区域界 

妙高戸隠連山国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例 
（赤倉地区） 

縮尺 1:25,000 

① 
② 

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 
⑦ 

⑧ 

⑨ 
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①～② 道路中心より 60ｍ 

②～③ 沢界 

③～④ 道路界（道路中心線） 

④～⑤ 道路界（道路含めず） 

⑤～⑥ 道路中心より 30ｍ 

⑥～⑦ 道路界（道路中心線） 

⑦～⑧ 道路中心より 50ｍ 

⑧～⑨ 道路界（道路中心線） 

⑨～① 土地所有別界（私・私） 

妙高戸隠連山国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例 
（戸隠中社地区） 

縮尺 1:5,000 

① 

② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ ⑦ 

⑧ 

⑨ 
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①～② 道路中心より 60ｍ 

②～③ 稜線界 

③～④ 国立公園区域界 

④～① 稜線界 

妙高戸隠連山国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例 
（戸隠宝光社地区） 

縮尺 1:5,000 

① 

② 

③ 

④ 

- 18 -



 

 
自然公園における法面緑化指針 

 
平成 27年 10月 

環境省自然環境局 

 
 

1．指針の位置づけ 

1．1 指針の目的 

本指針は、自然公園法の目的の一つである「生物の多様性の確保に寄与すること」を前提とし

て、自然公園内において、生態系、種、遺伝子の3つのレベルでの生物多様性の保全に配慮し、

周辺の環境と調和した自然回復を最終目的とする法面・斜面の緑化を行うために定める。 

 

1．2 指針の適用範囲 

本指針は、自然公園内において、公園事業の執行及び諸行為によって生ずる裸地並びに自然発

生の荒廃地などの法面・斜面を対象とするすべての緑化に適用することを基本とする。 

 

 

2．法面緑化の目的 

 自然公園内における緑化の目的は以下の 3つである。 

1） 侵食防止、法面の安定・強化に資すること。 

2） 自然生態系の維持・修復・保全に資すること。 

3） 周辺の自然景観との調和に資すること。 

 

 

3．基本理念 

自然公園内における緑化の基本理念は以下の 3つである。 

1） 自然の地域性、固有性を尊重する。 

2） 対象地域の自然条件に適合した植物の導入を基本とする。 

3） 自然回復の順序を尊重する。 
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4．基本理念に基づく方針 

4.1前提条件 

1) 開発工事に伴う自然の改変は最小限にとどめること。 

2) 防災上、安定した生育基盤を造ること。 

3) 自然の回復力が発揮されやすい状態を造ること。 

4) 地域固有の生態系に配慮し、植物を導入する場合は原則として地域性系統の植物のみを使用す

ること。 

4.2緑化の計画 

施工対象地域内およびその周辺の植生、対象法面の状態を踏まえ、法面の安定確保を前提として、

緑化目標、緑化工法、施工後の管理等についての計画を策定すること。なお、緑化に植物材料を使

用する場合には、原則として地域性系統の植物のみ使用を可とすることから、必要量の植物材料を

確保するための準備工（種子・表土の採取、苗木の計画栽培）の計画を早期に策定すること。 

4.3最終緑化目標 

施工対象地域の植生と同様・同質の植物群落（施工対象地域に自然分布する個体群のみからなる

植物群落）を最終緑化目標として設定すること。 

4.4初期緑化目標 

施工対象地域に自然分布する種、および在来の自然侵入種で形成され、外来植物が過度に繁茂す

ることなく、最終緑化目標に向けた遷移が見込める植物群落を初期緑化目標として設定すること。 

4.5緑化の工法 

1） 緑化基礎工は侵食防止効果の高い工法とすること。また、生育基盤材には地域の生態系に影響

を与えない材料を使用すること。 

2） 植生工は、地域性種苗を用いて緑化する「地域性種苗利用工」、法面周辺からの植物の自然侵入

により植生回復を図る「自然侵入促進工」、工事予定地の表土を採取して表土中の埋土種子によ

り植生回復を図る「表土利用工」を基本とすること。 

3） 外来種の侵入を未然に防止するよう、配慮すること。 

4.6使用する地域性種苗 

使用する地域性種苗は、施工対象地域内およびその周辺に生育する草本類・木本類の中から選択

し、施工対象地域での活着が見込める種苗とすること。 

4.7施工後の管理 

1） 初期緑化目標達成までの間には、生育基盤の侵食や損壊等の状況を点検するとともに、初期緑

化目標とする群落形成に必要な植生管理（植生誘導管理）を行うこと。 

2） 初期緑化目標達成後には、最終緑化目標に向けた植生の推移をモニタリングしながら状況に応

じて必要な管理等（監視的管理）を行うこと。 

 

（注）自然公園における法面緑化指針解説編については

https://www.env.go.jp/press/101554.html を参照 
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国立公園内におけるトレイルランニング大会等の取扱いについて 
 

 近年、山岳地の利用が多様化する中で、自然豊かな国立公園等をコースに設
けるトレイルランニング大会が多数開催されているところである。 
 自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号。以下「法」という。）は、国立公園内
の歩道を走ることを制限するものではないが、一方で、多人数で走行時間を競
い合いながら狭い歩道を走行することとなるトレイルランニング大会等（以下
「大会等」という。）は、不適切な内容で開催されることにより、歩道の適正な
維持管理の妨げ、歩道周辺の自然環境への影響、大会等に参加する者以外の一
般利用者の安全で快適な利用環境の確保の妨げとなることが懸念されるところ
である。 
 このため、国立公園内における大会等の取扱いについて、下記のとおり整理
したので、適正な運用のもと、国立公園内の自然環境の保全及び公園利用者の
快適な利用の確保が図られるよう御配慮願いたい。 
 
 

記 
 
 
第１ 基本的な考え方 
  公園計画における歩道は、公園利用の基幹的な施設として、利用者層、自
然条件等地域の特性に応じた徒歩利用を確保するものであり、トレイルラン
ニング等走行による利用を想定しているものではない。 

  そのため、多数の走行者が参加する大会等は、歩道の適正な維持管理の妨
げ、歩道周辺の自然環境への影響、徒歩利用者と走行利用者間における接触
事故、静穏の阻害、混雑等公園利用者の安全で快適な利用の確保を妨げるお
それがあるため、慎重に対応することが必要である。 

  なお、本通知は国立公園内をコースとして開催されるトレイルランニング
大会及びイベントを対象とし、個人によるランニングは含まないものとする。 

 
 
第２ 国立公園管理運営計画への記載について 
  本通知は、全国的見地からの大会等の取扱いを示すものであるが、指導に
際しては、各国立公園の自然環境・利用実態等を踏まえた対応を行うべきで
あることから、国立公園管理運営計画区ごとに取扱いを定めることが適当で
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あり、地方環境事務所等は「国立公園管理運営計画作成要領」（平成 26 年７
月７日環自国発第 1407073 号）に基づいて定めている国立公園管理運営計画
において、同作成要領第４（４）「適正な公園利用の推進に関する事項」とし
て、必要に応じ、大会等のコース・期間等に係る詳細な指導事項、大会等の
取扱いに係る地方自治体との連携等について記載するものとする。  

 
 
第３ 大会等の取扱い方針について 
１ コース設定における基本的事項 
① 特別保護地区においては、法第 21 条第３項の規定により「木竹を損傷
すること」及び「木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉
若しくは落枝を採取すること」等の行為が厳しく規制されているとおり、
特に厳重に景観の維持を図る必要のある地区であるため、これらの行為
の発生が懸念される場合は、特別保護地区内を通過するコース設定は避
けるよう指導すること。ただし、部分的に特別保護地区を通過する際に、
競争性を生じさせない歩行区間の設定等により植生帯への踏み出し及び
土壌の浸食を防止するための措置が適切に講じられる等自然環境等への
影響が発生しないと考えられる場合は、地域の実情に応じて判断するも
のとする。 

② 第１種特別地域においても、特別保護地区に準ずる風致を有し、現在
の風致を極力保護することが必要な地域であることから、特別保護地区
と同様に取り扱うものとする。 

 
２ コース設定における配慮事項 
① 走行に対して脆弱な区間（湿原や泥濘の多い湿潤な環境、高山植物群
落等）が存在する場所をコースに含めないよう指導すること。 

② 踏み荒らしによる歩道の複線化や拡幅が懸念される場所については、
登山道外への踏み込み防止柵の設置等によりコースを外させない又は歩
道からはみ出させない等の措置を講ずるよう指導すること。 

③ すでに洗掘を受けている場所等については、コースに含めないこと。
やむを得ず含める場合にあっては、マットの敷設により養生する等、歩
道及び歩道周辺の植生への影響を生じさせない又は影響を軽減するため
の措置を講ずるよう指導すること。 

④ 崩落や落石のおそれのあるガレ場や傾斜地に付けられた狭隘な登山道
等をコースに含めないよう指導すること。 
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⑤ 管理運営計画等において保全対象として定められている重要な自然環
境等については、特に影響が生じないように対応するよう指導すること。 

 
３ 大会等開催にあたっての配慮事項 
① 利用者数の多いルートの混雑期等については、一般利用者への影響が
特に懸念されることから、原則として大会等を開催しないよう指導する
こと。 

② 大会等の開催について、ウェブサイト、公共交通機関等の掲示スペー
ス、国立公園内外の主要な利用拠点、登山口等において、大会の開催日
時、コース区間、誘導標の設置及び一般利用者に留意してもらいたい事
項等を掲出し、あらかじめ周知しておくよう指導すること。 

③ 大会等の主催者、参加者及び応援者について、遵守すべきルール（（別
紙）ルール等におけるチェックリストの例参照）を設定し、自然環境の
保全並びに一般利用者の安全性及び快適性を確保するよう指導すること。 

 
４ その他の配慮事項 

  ① 野生動植物への影響を回避するための専門家、自然保護団体等の意見
が聴取され、反映するよう指導すること。 

  ② 歩道等管理者、土地所有者及び関係行政機関等との事前調整を十分に
行うよう指導すること。 

 
 
第４ 大会等開催に伴うモニタリング等の実施について 
１ 地方環境事務所等は大会等の開催が自然環境等に与える影響について、
必要に応じて、以下のとおりモニタリングするよう主催者への指導を行う
ものとする。 
なお、毎年開催するなど当該コースに関するデータが一定程度集積され

ている場合は、調査規模の縮小又はモニタリングを行わない等の対応を検
討したうえで、主催者への指導を行うものとする。 
① モニタリングの実施にあたっては、大会等の計画立案時にコースの事
前調査を行い、モニタリング対象となる地点や対応を要する地点を洗い
出しておくこと。特に開催実績のないコースについては、詳細な調査を
実施すること。 

② あらかじめ設定したモニタリングする地点において、大会等の事前及
び事後の様子を写真等に収めて、比較し、評価すること。 
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２ モニタリングの結果により改変が確認される場合は、主催者に対して、

原状回復措置を行うよう指導すること。 
 
 
第５ その他 
１ 看板等広告物の設置等や休憩所等工作物の新築等の要許可行為について
は、主催者に計画書類を提出させ、審査基準等に照らし合わせて適切に指
導すること。 

 
２ 夜間走行を含む大会等については、本通知の趣旨が十分に配慮される計
画となっていることを確認すること。 

 
３ 本通知や国立公園管理運営計画に記載されている事項について、主催者
や関係者等に、その内容を説明し、可能な限り理解を促すよう努めること。 

  
４ 関係行政機関等との間で十分な連絡調整を図り、連携した対応を行うこ
と。 

 

- 24 -



 
 

（別紙）ルール等におけるチェックリストの例 
対象者 配慮分野 チェック内容 

主催者 環境配慮 参加者数は地域の特性等を踏まえ、適正な上限人数を検討する 

参加者が密集して走ることとなるスタート付近については、林道、

農道、スキー場等の自然環境への影響が少ないルートとする 

必要に応じ、適当な基数のトイレを適切な箇所に配置し、適切な

管理（処理方法、撤去等）を行う 

開催地域外から植物が持ち込まれないよう、競技開始前には参加

者及び応援者に靴底の洗浄をさせる 

必要に応じ、住宅街や希少野生動物の生息地を避けた応援ができ

る場所を設定する 

保全すべき重要な自然環境等にコース設定している場合は、必要

に応じ監視員を配置する 

安全配慮 外的危険（落石、転落・滑落、波浪）が予見される場所（急傾斜

地、岩礫地など）、脆弱な地盤、滑りやすい粘土地盤、破損のおそ

れのある木道等がある区間はコースとして選定しない 

競技途中で事故等の緊急事態があった場合、速やかに対応できる

体制を整えておく 

参加者、応援者及び一般利用者等に対する案内や誘導表示は、混

乱を招かないよう既存の標識類と区分し、分かりやすい位置、表

示内容となるよう配慮する 

歩道等管理者、土地所有者立ち合い等により事前に歩道の安全点

検等を行う 

その他 悪天候などにより、自然環境の保全上又は参加者の安全確保上の

懸念が生じた場合は、速やかに中止等の判断ができるよう意思決

定の体制を整えておく 

参加者、応援者に、大会運営上の自然環境及び安全への配慮事項

を周知し、徹底させる 

大会実行関係者等は、腕章等により身分を明らかにしておく 

参加者には、ゼッケン等身分を明らかにするものを着用させる 
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ウェブサイト、公共交通機関の運行に関連する掲示スペース、国

立公園内外の主要な利用拠点、登山口等において大会の開催日時、

コース区間、誘導標の設置状況及び一般利用者に留意してもらい

たい事項等を記載し、可能な限り大会開催の周知を行う 

大会の開催を周知するものについては、主催者の連絡先（問合せ

先）を記載しておく 

主催者、参加者、施設設置者及び管理者の責任（事故発生時、他

者への損害発生時）の範囲を明確化しておく 

事前調査を実施し、予め収集した大会の開催運営に必要な情報を

基に、コース設定にあたる 

必要な許可等を大会開催１ヶ月前には済ませておく 

参加者、応援者を含む大会関係者に、トイレは所定の場所で済ま

せることを周知する 

参加者 全般 登山者等の一般利用者を尊重し、レース中においても配慮を心掛

けること 

登山者等とすれ違ったり、追い抜いたりする場合は、丁寧な声掛

けを行うこと 

環境配慮 設定されたコース以外は走行しないこと 

トイレはできるかぎり所定の場所で済ませること 

ゴミは持ち帰るか、所定の場所に捨てること 

ストックはキャップの付いた状態で使用し、使用を認められた区

間のみでの使用とすること 

安全配慮 登山者等とすれ違う場合は、登山者等を優先させること 

集団走行、並列走行は行わないこと 

夜間に走行する場合は、反射板、ライト等を着用すること 

その他 ゼッケン等を身に着けておくこと 

応援者 全般 主催者が設けたルールを遵守すること 

環境配慮 登山者等の一般利用者を尊重し、レース中においても配慮を心掛

けること 

歩道や園地など整備された場所以外に立ち入らないこと、特に自

然植生のある場所に踏み込まないこと 

トイレは所定の場所で済ませること 

ゴミは原則として持ち帰ること 
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環自国発第１８０３１９1 号 

平成 30 年３月 19 日 

 

各地方環境事務所長 殿 

釧路、長野、那覇自然環境事務所長 殿 

 

自然環境局国立公園課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

国立公園における通景伐採の取扱いについて 

 

国立公園における展望施設、園地等展望を目的に含む施設（以下「展望施設

等」という。）の周辺で展望の妨げとなっている木竹を伐採する行為（以下「通

景伐採」という。）の取扱いについて整理したので、今後下記に留意して対応

されたい。また、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の

４第１項の規定に基づく技術的助言として各都道府県担当部局長に通知してい

る旨申し添える。 

 

記 

 

１．国立公園事業である展望施設等（当該施設の敷地のうち、国立公園事業と

して執行される区域に限る。）内において必要最小限の範囲で通景伐採する

行為（当該事業の執行者が行うものに限る。）については、自然公園法（昭

和 32 年法律第 161 号。以下「法」という。）第 20 条第９項第１号又は第 21

条第８項第１号の「公園事業の執行として行う行為」に該当するため、法第

20 条第３項又は第 21 条第３項に基づく許可を要しない。また、法第 10 条第

４項各号に掲げる事項に該当しないため、法第 10 条第６項に基づく公園事

業の変更に係る協議又は認可の手続きも要しない。 

 

２．１に該当しない通景伐採については、法第 20 条第３項第２号又は第 21 条

第３項第１号に基づき許可を要する行為となる。 

この場合にも、当該通景伐採は、自然公園法施行規則（昭和 32年厚生省令

第 41号）第 11 条第 15項第４号に定める許可基準（風致の維持のために行わ

れるもの）に該当しうる。 

 

なお、個別の行為が、１又は２に掲げる通景伐採に該当するか否かは、行

為地の自然環境の状況、眺望対象、眺望方向等を考慮した上で、適切に判断

されたい。 
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妙高戸隠連山国立公園サイン統一デザイン基準 
 

１ 目的 

 妙高戸隠連山国立公園は、火山・非火山の個性的な山容の山々が密集した独特の景観

を有し、その山麓には豊富な高原や湖沼が点在している。また、当国立公園の地域は豪

雪地帯でもあり、厳しくもすばらしい自然の営みと、そこから恵みを受けた文化や山岳

信仰が相まって、独特の文化的景観も有している。このような当国立公園では、登山が

盛んであるほか、自然探勝や歴史探訪等、多様な利用がなされている。 

そこで、当国立公園における安全で適正な公園利用及び景観保全を促進するため、誘

導標識等のデザイン（構造、色彩、記載事項等）を統一することを目的とし、本基準を

定めるものである。 

 なお、環境省では自然公園内の標識類の整備について、自然公園等技術指針（平成 25

年７月制定、平成 27 年８月改定）の中で具体的な整備方針や標準例を示している。今

回作成する基準は、当指針に準拠しつつも当国立公園の特性や地域らしさを加味した、

より具体的な標識のデザイン基準を示すものであり、妙高戸隠連山国立公園管理運営計

画に位置付けることで、実効力を担保するものとする。 

  

２ 対象とする標識の種類 

 本基準の適用対象は、歩道（登山道、園路及び探勝歩道のいずれも含む。）沿線にお

いて、目的地への誘導を機能とする誘導標識とする。車道、林道であっても利用者が歩

行する道については歩道として取り扱うものとする。 

また、自然資源や地名等を周知する機能を持つ資源名標識及び行為の禁止や規制など

の注意を示す注意標識については、下記基準に準ずることとする。 

 

３ 適用範囲 

 妙高戸隠連山国立公園内の歩道とその延長路線（公園区域外）を対象とする。なお、

歩道管理者がそれらと一体と考える路線については、適用範囲に含めても良いものとす

る。 

 また、本基準は環境省や地方自治体等が整備するサインのみならず、民間事業者等が

自然公園法の許認可を受けて設置するサインにも広く適用されるものである。 

 

４ 適正な配置 

 必要最低限の設置数とする。風致景観の支障とならないよう配慮しつつ、利用者の動

線を考慮し、利用者の目につきやすい場所に設置する。近傍に同一機能の標識を重複し

て設置することは避け、既に複数存在している場所においては、必要性を吟味の上、統

合又は撤去を検討する。 
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５ 統一デザイン基準 

 妙高戸隠連山国立公園は豪雪地帯であること、また山岳地も多いことから、様々な自

然環境や気象条件を想定したデザインであることが求められる。また、安全な登山や散

策に寄与するための機能が必要となるとともに、外国人にも分かりやすいものにする必

要がある。 

 以下に、誘導標識に関する基準を定め、これを妙高戸隠連山国立公園サイン統一デザ

イン基準とする。なお、資源名標識及び注意標識は、これに準ずるものとする。 

 

１）構造 

① 形状 

 別添「標準デザイン」にあるように、「腕木タイプ」「単柱タイプ」「単柱（低）

タイプ」及び「プレートタイプ」の４タイプを基本とする。ただし、自然環境、

気象条件等に応じて着脱可能な構造とすることや支柱の形状を変更することを

妨げない。 

② 色彩 

 焦げ茶色（DIC333 に準じた色彩）とする。ただし、石材の場合は素材色も可と

する。 

③ 規模 

 気象、地形、利用状況等の立地条件を考慮し、別添１標準デザインに準じたも

のとする。 

 

２）材料 

① 本体 

 木材を基本とする。ただし、気象、地理、地形、地質等の避けがたい事由によ

り、木材では耐久性、施工性等に問題がある場合は、石材、鋼材、樹脂製等も可

とする。さらに、岩体や建築物に直接表示又は掲出することを妨げない。 

② 表示板 

 木材、アルミニウム・ステンレス等の金属又は樹脂製を基本とする。 

 

３）記載事項 

① 以下の項目を基本とする。 

「行き先（日本語：英語表記）」「現在地（日本語：英語表記）※１」「矢印（腕

木タイプを除く）」「アイキャッチ」「設置者名※２」「ナンバリング※３」 

② 以下の項目は必要に応じて記載する。 

「ピクトグラム※４」「標高」「合目・分数表示※５」「距離※５」「設置費用負

担者（寄付者）名※６」「国立公園・ジオパーク等のシンボルマーク※７」 

③ レイアウト 
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 別添「標準デザイン」を参考にレイアウトする。 

※１ 一般に認知されている地名がある場合は記載する。 

地名は原則として表示面のアイキャッチ内に記載する。但し、地名の表示

を主眼とする資源名標識は例外とし、焦げ茶地に白抜き文字とする。 

※２ プレートタイプを除き表示面には記載せず、支柱の側面又は背面に表示面

積 50 ㎠以下の規模で記載する。ただし、Ｃ単柱（低）タイプの場合は、支柱

ではなく表示面に表示面積 10 ㎠以下の規模で目立たぬよう記載することも

可とする。 

プレートタイプの場合は、表示面積 10 ㎠以下の規模で表示面に目立たぬよ

う記載するものとする。設置費用負担者名を記載する場合は、設置者名及び

設置費用負担者名を合わせて 10 ㎠以下の規模とする。 

表示面に記載する場合を除き、各種の管理情報（設置年次等）や設置者のシ

ンボルマーク等を付記してもよい。これらを小型プレートとして支柱に貼り

付ける場合は、プレートの地色は焦げ茶色、白色若しくは金属等の素材色と

する。 

※３ 近傍にナンバリングされた登山道標識が存在する場合やナンバリングの必

要のない路線においては、省略できる。 

※４ 一般的な多言語対応のピクトグラムについては、「自然公園等施設技術指

針」に記載されている考え方を踏まえ、「JIS Z 8210 案内用図記号」と「標

準案内図用図記号ガイドライン」を使用した、別添２の「（１）多言語対応の

ピクトグラム」とする。また、妙高戸隠連山国立公園独自で使用するピクト

グラムは、「自然公園等施設技術指針」等を踏まえて検討した別添２の「（２）

妙高戸隠連山国立公園のピクトグラム」に掲げるものを使用する。なお、新

たなピクトグラムを導入する際には、信越自然環境事務所に相談するものと

し、「自然公園等施設技術指針」等を踏まえつつ、国際的・全国的な視点から

検討した上で、別添２の（２）に追加するものとする。 

※５ 基本的には記載しないこととし、平坦な箇所や施設直近等（例：山小屋直

近での山小屋までの距離）に限って距離表示を、急登等での到達度の目安に

限って合目・分数表示を必要に応じて併記する。（所要時間の記載はしない。） 

※６ 設置費用負担者の名称等（会社名等。ロゴマークを含む。）は、設置費用負

担者の希望があれば記載可能とする。 

この場合、プレートタイプを除き表示面には記載せず、支柱の側面又は背

面に表示面積 50㎠以下の規模で記載する。プレートタイプの場合は、設置者

名及び設置費用負担者を合わせて表示面積 10 ㎠以下の規模で表示面に目立

たぬよう記載するものとする。 

なお、広告ではないことから、商品名の記載は認めない。但し、設置費用負

担者によっては会社の正式名称よりブランド名や店舗名が一般的な場合もあ
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るため、その場合は会社名に代わるそれらの記載を認める（１社１点とし複

数のブランド名等を用いることは認めない。）。設置費用負担者が複数にわた

る場合は、１社に絞るか記載をしないものとする。また、ロゴマークを用い

る場合は、同時に会社名称等（文字）の記載はしないものとする（ロゴマーク

か文字情報のどちらかのみ）。 

ロゴマークの色彩は白色、黒色若しくは焦げ茶色に限るものとする。これ

らのロゴを小型プレートとして支柱に貼り付ける場合は、プレートの地色は

焦げ茶色、白色若しくは金属等の素材色とする。 

※７ 表示面には記載せず、支柱に最小限の規模でバランス良く配置する。 

 

４）アイキャッチ 

 霧等で視界が悪い時でも利用者にサインを視認させるための補助的な機能とし

て、アイキャッチを表示面及び支柱頂部に表示する。色彩は黄緑色（DICDIC60 に準

じた色彩）とし、表示箇所は別添標準デザインによるものとする。ただし、支柱の

形状又は材料によって表示が困難な場合や現地の状況から特に必要の無い場合等

では、支柱頂部のアイキャッチは省略できるものとする。 

 

５）使用言語・フォント 

① 使用言語は、日本語及び英語に限る。※８ 

② 文字は白色とし、アイキャッチ内への記載は黒色とする。 

③ フォントは「ユニバーサルデザイン 丸ゴシック」に準じた書体及び国立公園

フォント（「TP国立公園明朝 R」及び「TP 国立公園明朝 L」）を使用する。 

④ 英語表記について、自然公園で一般的に用いられる用語は、「自然公園等施設

技術指針」の多言語表記対訳語集を参照する。また、地名については、基本的な

考え方は「地名等の英語表記規定」（平成 28年３月国土交通省国土地理院）を参

照して整理した別添３のとおりとするとともに、当国立公園の具体的な地名表記

は別添３付表のとおりとする。なお、英語表記が不明な場合は、信越自然環境事

務所に相談するものとし、原則としてネイティブチェックを経て、別添３付表に

追加するものとする。 

（※８ 注意標識や解説板に準用する場合はこの限りではなく、むしろターゲッ

トとなる外国人の言語を用いることが必要なので注意。外国語訳について

は、英語、中国語及び韓国語が掲載されている「自然公園等施設技術指針」

の多言語表記対訳語集を参照する。） 

 

６）ナンバリング 

 安全対策及び外国人登山者に対する対応として、必要に応じて表示面にサインの

固有番号を記載するものとする。ただし、表示面に記載できない場合は、利用者か
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ら視認しやすいよう表示面の近くに記載するものとする。固有番号は、信越自然環

境事務所においてとりまとめ、その位置情報等の関連情報とともに公開するものと

する。なお、番号の振り方については、必要に応じて別途定めるものとする。 

 

６ その他 

 既存の標識類の改修については本基準に定めるものではないが、なるべく、本基準に

準じたものとすることが望まれる。また、入口看板その他の標識類についても、本基準

に準じるものを求めるわけではないが、本基準による標識類と調和するデザインが望ま

れる。 

 この他、本基準に定めのない事項については、「自然公園等施設技術指針」によるも

のとする。また、本基準の変更等が必要な場合は「妙高戸隠連山国立公園連絡協議会」

関係者の意見も踏まえ、信越自然環境事務所にて決定することとする。 

 

附則 

本基準は、令和２年３月 16 日より施行する。 
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（1段表示）
+距離

2方向誘導
（2段表示）
+現在地

1方向誘導
（1段表示）
+現在地

2方向誘導
（1段表示）
+現在地

A　腕木タイプ（円柱標準形）標準デザイン

Φ150

1000

13
00

18
0

30

45
35

1000

650

サイズ最大 50㎠（例：5㎝×10㎝）

正面側面

18
0
35

50

設置者名（例：環境省）

【誘導標識】

標高2,100m

別添1

DIC60

アイキャッチ　カラー
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２方向誘導
（１段表示）
+現在地
+標高

２方向誘導
（１段表示）
+距離

２方向誘導
（2段表示）
+現在地

４方向誘導
（１段表示）
+現在地

山頂標識
+標高
（参考）

B　単柱タイプ（角柱標準形）

15
00

□150

93
0

50
0

30
10

10
45

90
0

90
0

13
00

設置者名
（例：〇〇県）
サイズ最大 50㎠
（例：5㎝×10㎝）

寄付者名
サイズ最大 50㎠
（例：5㎝×10㎝）

50
0

70
0

70
0

120

□150

寄付

〇
〇
県

〇
〇
県

M
t. H

iu
c
h

i

標高

黒
沢
岳

M
t.K

u
ro

s
a

w
a

K
o

ya
ik

e
 H

u
t

T
o
ile

ts

M
t.K

u
ro

sa
w

a

K
o

ya
ik

e
 H

u
t

Sasagam
ine Cam

pground
S

a
s
a
g
a
m

in
e
 G

re
e
n

 H
o
u

s
e

0.8㎞

xxxx
40-21

S
a

s
a

g
a

m
in

e
M

t
. 
K

u
r
o

s
a

w
a

M
t
. C

h
a
u

s
u

L
a

k
e
 O

t
o

m
i

xxxx
40-21

高
谷
池
ヒ
ュ
ッ
テ

ト
イ
レ

1.2㎞

駐
車
場

高
谷
池
ヒ
ュ
ッ
テ

黒
沢
岳

笹
ヶ
峰
グ
リ
ー
ン
ハ
ウ
ス

笹
ヶ
峰
キ
ャ
ン
プ
場

2462m

火
打
山

黒
沢
岳

笹
ヶ
峰

乙
見
湖

茶
臼
山

x
x
x
x

x
x
x
x○

○
○
○

正面側面

xxxx
59-13

xxxx
59-13

【誘導標識】

P
a
rk

in
g
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45
0

□200

10
0

黒沢岳
Mt. Kurosawa

高谷池ヒュッテ
Koyaike Hut

高谷池ヒュッテ
Koyaike Hut

黒沢岳
Mt. Kurosawa

２方向誘導
（１段表示）

２方向誘導
（１段表示）
+距離

２方向誘導
（１段表示）
+現在地
+標高

（参考）概念図表示
+現在地

38
0

200

380

〇
〇
〇

寄付

設置者名（例：〇〇県）
サイズ最大 50㎠（例：5㎝×10㎝）

寄付者名
サイズ最大 50㎠（例：5㎝×10㎝）

 C　単柱（低）タイプ  （角柱・低標準形）

黒沢岳
Mt. Kurosawa

３方向誘導
（２段表示）
+現在地

笹ヶ峰
Sasagamine

火打山
Mt. Hiuchi

駐車場
Parking

トイレ
Toilets

〇
〇
県

○○○○○
○○○○○○○○

○○○○
○○○○○○○○○

XXXX-59-13
○○○○○

○○○○○○○○

1720 m

○○○○
○○○○○○○○

○○○○
○○○○○○○○○

XXXX-59-13
○○○○○

○○○○○○○○

1720 m

1.2 ㎞

0.8 ㎞

xxxx-59-13
○○○○○

○○○○○

xxxx-14-22

1720 m

xxxx-14-14

○○○○
○○○○○○○

○○○○
○○○○○○

○○○○
○○○○○○○

○○○○
○○○○○○

○○○○
○○○○○○

○○○○
○○○○○○○

○○○○
S○○○○○○○

○○○○
○○○○○○○

○
○
○
○

○
○

○
○

○
○

2841m

○
○
○
○

○
○

○
○

○
○

xxxx
9-15

 xxxx
 14-12

正面側面

○○○○○
○○○○○○○○○

【誘導標識】
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XXXX-10-27

D　プレートタイプ

２方向誘導
（１段表示）
+現在地

3方向誘導
（１段表示）

30
0

420

設置者名（例：〇〇町）
サイズ最大 10㎠
（例：5㎝×2㎝）

寄付者名
サイズ最大 10㎠
（例：5㎝×2㎝）

30
0

420

寄
付

XXXX-10-31

笹ヶ峰キャンプ場
Sasagamine Campground

黒沢岳
Mt. Kurosawa

火打山
Mt. Hiuchi

〇〇町

〇〇〇

火打山
Mt. Hiuchi

黒沢岳
Mt. Kurosawa

○○○○
○○○○○○○○ 標高2,030m

〇〇町

〇〇〇寄
付

火打山
Mt. Hiuchi

黒沢岳
Mt. Kurosawa

〇〇町

〇〇〇寄
付

XXXX-10-31

火打山
Mt. Hiuchi

黒沢岳
Mt. Kurosawa

○○○○
○○○○○○○○

〇〇町

〇〇〇寄
付

【誘導標識】

1.2 km

3.4 km
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２方向誘導
（１段表示）
+距離

【資源名標識】

13
00

70
0

30
45

13
00

設置者名
（例：〇〇県）
サイズ最大 50㎠
（例：5㎝×10㎝）

寄付者名
サイズ最大 50㎠
（例：5㎝×10㎝）

50
0

70
0

寄付

〇
〇
県

〇
〇
県

い
も
り
池

正面側面

Im
o

ri - ike P
o

n
d

いもり池
Imori - ike Pond

40
0

600

寄
付

〇〇町

〇〇〇

資源名標識は、風景とあわせた写真撮影に用いられ
ることが多いこと、一方で写真撮影時以外は景観を
阻害する要因になることもあることから、表示面積
や設置位置・高さについては、現場に応じて慎重に
検討すること。

40
0

600

寄
付

〇〇町

〇〇〇

いもり池
Imori - ike Pond

40
0

900

1200

30
0

寄
付

〇〇町

〇〇〇

いもり池
Imori - ike Pond

70
0

　資源名標識は、「５．統一デザイン基準」に規定する
誘導標識のデザインに準ずることとされているが、記
載事項及びレイアウトの基本的な考え方は以下のとお
りとする。

１．記載事項
　記載内容の基本的な考え方は、以下のとおりとする。

【必ず記載】
・表示面：資源名（日本語及び英語）、アイキャッチ
・支柱（プレートタイプは除く）：設置者

【必要に応じて記載】
・表示面：国立公園名、ピクトグラム、標高、合目　等
・支柱（プレートタイプは除く）：設置費用負担者（寄
付者）、国立公園・ジオパーク等のシンボルマーク（※）
　等

※支柱を推奨するが、表示面でも可

２．レイアウト
レイアウトの基本的な考え方は、以下のとおりとする。
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들어오지 말것
沒有准入

歩道外立入禁止
Stay on wooden walkway

Do not feed any wild animals

与えないでください

〇〇町

〇〇町

立入禁止
No admittance 

〇〇町

〇〇町

キャンプ禁止
No camping  

遊泳禁止
No swimming 

キャンプ禁止
No camping  

遊泳禁止
No swimming 

※表示面積は必要最小限にするとともに、支柱の高さは、景観を阻害しない、かつ、
利用者に視認されやすい高さとすること。

【注意標識】

40
0

600

700

60
0

400

1300

20
0

300

450

60
0

400
　注意標識は、「５．統一デザイン基準」に規定する誘導標識の
デザインに準ずることとされているが、記載事項及びレイアウ
トの基本的な考え方は以下のとおりとする。
１．記載事項
　記載内容の基本的な考え方は、以下のとおりとする。

【必ず記載】
・表示面：注意・マナーの内容（日本語及び英語※、ピクトグラ
ム（ピクトグラムのない事項は除く））、アイキャッチ、
・支柱（プレートタイプは、表示面に記載）：設置者

※必要に応じて、中国語・韓国語等を併記

【必要に応じて記載】
・表示面：注意喚起主体　等
・支柱（プレートタイプは、表示面に記載）：設置費用負担者（寄
付者）、国立公園・ジオパーク等のシンボルマーク　等

２．レイアウト
レイアウトの基本的な考え方は、以下のとおりとする。
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別添３
地名等の英語表記

24

地
名

等
の

英
語

表
記

リ
ス

ト
（糸

魚
川

市
）

大
項

目
項

目
名

称
読

み
方

英
語

表
記

地
名

都
道

府
県

名
新

潟
県

に
い

が
た

け
ん

N
iig

a
ta

 P
re

f.

地
名

市
町

村
名

糸
魚

川
市

い
と

い
が

わ
し

It
o

ig
a

w
a

 C
it

y
 

地
名

地
名

難
所

の
ぞ

き
な

ん
し

ょ
の

ぞ
き

N
a

n
s
h

o
n

o
zo

ki

地
名

地
名

大
曲

お
お

ま
が

り
O

m
a

g
a

ri

地
名

地
名

笹
平

さ
さ

だ
い

ら
S

a
s
a

d
a

ir
a

地
名

地
名

富
士

見
峠

ふ
じ

み
と

う
げ

F
u

jim
i P

a
s
s

地
名

地
名

泊
岩

分
岐

と
ま

り
い

わ
ぶ

ん
き

T
o

m
a

ri
-i

w
a

-b
u

n
ki

 (
B

ra
n

c
h

 P
o

in
t)

地
名

（避
難

小
屋

）
地

名
泊

岩
と

ま
り

い
わ

T
o

m
a

ri
-i

w
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

雨
飾

山
あ

ま
か

ざ
り

や
ま

M
t.

 A
m

a
ka

za
ri

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

金
山

か
な

や
ま

M
t.

 K
a

n
a

y
a

m
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

焼
山

や
け

や
ま

M
t.

 Y
a

ke
y
a

m
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

烏
帽

子
岳

え
ぼ

し
だ

け
M

t.
 E

b
o

s
h

i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

鬼
ヶ

面
山

お
に

が
つ

ら
や

ま
M

t.
 O

n
ig

a
ts

u
ra

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

放
山

は
な

れ
や

ま
M

t.
 H

a
n

a
re

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

鉾
ヶ

岳
ほ

こ
が

た
け

M
t.

 H
o

ko
g

a
ta

ke

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

火
打

山
ひ

う
ち

や
ま

M
t.

 H
iu

c
h

i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

阿
彌

陀
山

あ
み

だ
や

ま
M

t.
 A

m
id

a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

駒
ヶ

岳
こ

ま
が

た
け

M
t.

 K
o

m
a

g
a

ta
ke

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

鉢
山

は
ち

や
ま

M
t.

 H
a

c
h

iy
a

m
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

昼
闇

山
ひ

る
く

ら
や

ま
M

t.
 H

ir
u

ku
ra

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

高
松

山
た

か
ま

つ
や

ま
M

t.
 T

a
ka

m
a

ts
u

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

空
沢

山
か

ら
さ

わ
や

ま
M

t.
 K

a
ra

s
a

w
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

御
殿

山
ご

て
ん

や
ま

M
t.

 G
o

te
n

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

不
動

山
ふ

ど
う

さ
ん

M
t.

 F
u

d
o

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

容
雅

山
よ

う
が

さ
ん

M
t.

 Y
o

g
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

裏
金

山
う

ら
か

な
や

ま
M

t.
 U
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-k

a
n

a
y
a

m
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

鋸
岳

の
こ

ぎ
り

だ
け

M
t.

 N
o

ko
g

ir
i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

白
馬

連
峰

は
く

ば
れ

ん
ぽ

う
H

a
ku

b
a

 M
o

u
n

ta
in

 R
a

n
g

e

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
池

し
ろ

池
し

ろ
い

け
S

h
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o
-i

ke
 P

o
n

d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
池

中
の

池
な

か
の

い
け

N
a
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-n

o
-i

ke
 P

o
n

d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
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ト
渓

谷
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谷
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谷
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み
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に
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い
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く
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m
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a
n

i G
o
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e

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
ジ

オ
・ジ

オ
サ

イ
ト

糸
魚

川
ユ

ネ
ス

コ
世

界
ジ

オ
パ

ー
ク

い
と
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わ
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こ
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か
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じ
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ぱ
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く
It

o
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a
w

a
 U

N
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S
C

O
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a
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e
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p
a
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地
名

等
の

英
語

表
記

リ
ス

ト
（糸

魚
川

市
）

大
項

目
項

目
名

称
読

み
方

英
語

表
記

別添３
地名等の英語表記

25

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
ジ

オ
・ジ

オ
サ

イ
ト

糸
魚

川
ー

静
岡

構
造

線
断

層
露

頭
い

と
い

が
わ

し
ず

お
か

こ
う

ぞ
う

せ
ん

だ
ん

そ
う

ろ
と

う
It

o
ig

a
w

a
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h
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u
o
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 T

e
c

to
n
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in
e

 (
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T
L
) 

F
a

u
lt

 O
u

tc
ro

p

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
ビ

ュ
ー

ポ
イ

ン
ト

（展
望

台
等

）
と

や
展

望
台

と
や

て
ん

ぼ
う

だ
い

T
o

y
a

 O
b

s
e

rv
a

to
ry

博
物

館
博

物
館

・資
料

館
フ

ォ
ッ

サ
マ

グ
ナ

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

ふ
ぉ

っ
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ま
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な
み
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ー

じ
あ

む
F
o

s
s
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g
n

a
 M

u
s
e

u
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博
物

館
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験
施

設
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ォ
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サ
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グ
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パ
ー

ク
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ぉ
っ

さ
ま

ぐ
な

ぱ
ー

く
F
o

s
s
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 M
a

g
n

a
 P

a
rk

公
園

・広
場

観
光

資
源

海
谷

三
峡

パ
ー

ク
う

み
だ

に
さ

ん
き

ょ
う

パ
ー

ク
U

m
id

a
n

i S
a

n
ky

o
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a
rk

温
泉

温
泉

雨
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温
泉

あ
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か
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ん
A
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S
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泉

温
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お
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S
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s
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n
s
e
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H
o
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S

p
ri

n
g
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宿
泊

施
設

・エ
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ア
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館
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泊
施

設
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飾
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荘
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ま
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ざ
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m

a
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u
n
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泊

施
設
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リ
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旅
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泊
施
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う
う

ん
そ

う
H

o
te

l R
y
u

’u
n

s
o

情
報

拠
点

観
光

協
会

糸
魚

川
市

観
光

協
会

い
と

い
が

わ
し

か
ん

こ
う

き
ょ

う
か

い
It

o
ig

a
w

a
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it
y
 T

o
u
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s
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s
s
o

c
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o
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避
難

小
屋

避
難
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屋
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シ
ェ
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ー
か

ら
さ

わ
し

ぇ
る

た
ー

K
a

ra
s
a

w
a

 S
h

e
lt

e
r 

h
u

t

交
通

駅
糸

魚
川

駅
い

と
い

が
わ

え
き

It
o

ig
a

w
a

 S
ta

ti
o

n

交
通

駅
筒

石
駅

つ
つ

い
し

え
き

T
s
u

ts
u

is
h

i S
ta

ti
o

n

交
通

駅
能

生
駅

の
う

え
き

N
o

u
 S

ta
ti

o
n

交
通

駅
頸

城
大

野
駅

く
び

き
お

お
の

え
き

K
u

b
ik

i-
O

n
o

 S
ta

ti
o

n

交
通

駅
浦

本
駅

う
ら

も
と

え
き

U
ra

m
o

to
 S

ta
ti

o
n

交
通

駅
梶

屋
敷

駅
か

じ
や

し
き

え
き

K
a

jiy
a

s
h

ik
i S

ta
ti

o
n

交
通

駅
小

滝
駅

こ
た

き
え

き
K

o
ta

ki
 S

ta
ti

o
n

交
通

駅
根

知
駅

ね
ち

え
き

N
e

c
h

i S
ta

ti
o

n

交
通

駅
姫

川
駅

ひ
め

か
わ

え
き

H
im

e
ka

w
a

 S
ta

ti
o

n

交
通

駅
平

岩
駅

ひ
ら

い
わ

え
き

H
ir

a
iw

a
 S

ta
ti

o
n

交
通

鉄
道

日
本

海
ひ

す
い

ラ
イ

ン
に

ほ
ん

か
い

ひ
す

い
ら

い
ん

N
ih

o
n

ka
i-

H
is

u
i L

in
e

交
通

鉄
道

大
糸

線
お

お
い

と
せ

ん
O

it
o

 L
in

e

交
通

鉄
道

北
陸

新
幹

線
ほ

く
り

く
し

ん
か

ん
せ

ん
H

o
ku

ri
ku

 S
h

in
ka

n
s
e

n

交
通

鉄
道

え
ち

ご
ト

キ
め

き
鉄

道
え

ち
ご

と
き

め
き

て
つ

ど
う

E
c
h

ig
o

 T
O

K
Im

e
ki

 R
a

ilw
a

y

交
通

道
路

・I
C

北
陸

自
動

車
道

ほ
く

り
く

じ
ど

う
し

ゃ
ど

う
H

o
ku

ri
ku

 E
xp

re
s
s
w

a
y

交
通

古
道

塩
の

道
し

お
の

み
ち

S
h

io
-n

o
-m

ic
h

i T
ra

il

交
通

登
山

口
・登

山
道

登
山

道
（具

体
例

：雨
飾

山
登

山
道

）
と

ざ
ん

ど
う

（あ
ま

か
ざ

り
や

ま
と

ざ
ん

ど
う

）
T

ra
il 

( 
e

x.
 M

t.
 A

m
a

ka
za

ri
 T

ra
il 

)
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別添３
地名等の英語表記

26

地
名

等
の

英
語

表
記

リ
ス

ト
（妙

高
市

）

大
項

目
項

目
名

称
読

み
方

英
語

表
記

地
名

都
道

府
県

名
新

潟
県

に
い

が
た

け
ん

N
iig

a
ta

 P
re

f.

地
名

市
町

村
名

妙
高

市
み

ょ
う

こ
う

し
M

y
o

ko
 C

it
y

地
名

地
名

赤
倉

銀
座

あ
か

く
ら

ぎ
ん

ざ
A

ka
ku

ra
 G

in
za

地
名

地
名

笹
ヶ

峰
さ

さ
が

み
ね

S
a

s
a

g
a

m
in

e

地
名

地
名

新
赤

倉
三

叉
路

し
ん

あ
か

く
ら

さ
ん

さ
ろ

S
h

in
-A

ka
ku

ra
 S

a
n

s
a

ro

地
名

地
名

天
狗

の
庭

て
ん

ぐ
の

に
わ

T
e

n
g

u
-n

o
-n

iw
a

地
名

地
名

富
士

見
平

ふ
じ

み
だ

い
ら

F
u

jim
id

a
ir

a

地
名

地
名

ラ
イ

チ
ョ

ウ
平

ら
い

ち
ょ

う
だ

い
ら

R
a

ic
h

o
d

a
ir

a

地
名

地
名

夢
見

平
ゆ

め
み

だ
い

ら
Yu

m
e

m
id

a
ir

a

地
名

地
名

十
二

曲
り

じ
ゅ

う
に

ま
が

り
Ju

n
i-

m
a

g
a

ri

地
名

地
名

大
倉

乗
越

お
お

く
ら

の
っ

こ
し

O
ku

ra
-n

o
kk

o
s
h

i

地
名

地
名

大
倉

分
岐

お
お

く
ら

ぶ
ん

き
O

ku
ra

-b
u

n
ki

 (
B

ra
n

c
h

 P
o

in
t)

地
名

地
名

長
助

分
岐

ち
ょ

う
す

け
ぶ

ん
き

C
h

o
s
u

ke
-b

u
n

ki
 (

B
ra

n
c
h

 P
o

in
t)

地
名

地
名

三
ッ

峰
分

岐
み

つ
み

ね
ぶ

ん
き

M
it

s
u

m
in

e
-b

u
n

ki
 (

B
ra

n
c
h

 P
o

in
t)

地
名

地
名

関
山

神
社

せ
き

や
ま

じ
ん

じ
ゃ

S
e

ki
y
a

m
a

-j
in

ja
 S

h
ri

n
e

地
名

地
名

五
最

杉
ご

さ
い

す
ぎ

G
o

s
a

is
u

g
i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

火
打

山
ひ

う
ち

や
ま

M
t.

 H
iu

c
h

i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

大
倉

山
お

お
く

ら
や

ま
M

t.
 O

ku
ra

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

金
山

か
な

や
ま

M
t.

 K
a

n
a

y
a

m
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

天
狗

原
山

て
ん

ぐ
は

ら
や

ま
M

t.
 T

e
n

g
u

h
a

ra

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

堂
津

岳
ど

う
つ

だ
け

M
t.

 D
o

ts
u

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

黒
沢

岳
く

ろ
さ

わ
だ

け
M

t.
 K

u
ro

s
a

w
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

三
田

原
山

み
た

は
ら

や
ま

M
t.

 M
it

a
h

a
ra

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

妙
高

山
み

ょ
う

こ
う

さ
ん

M
t.

 M
y
o

ko

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

神
奈

山
か

ん
な

さ
ん

M
t.

 K
a

n
n

a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

焼
山

や
け

や
ま

M
t.

 Y
a

ke
y
a

m
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

弥
八

山
よ

は
ち

や
ま

M
t.

 Y
o

h
a

c
h

i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

容
雅

山
よ

う
が

さ
ん

M
t.

 Y
o

g
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

不
動

山
ふ

ど
う

さ
ん

M
t.

 F
u

d
o

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

裏
金

山
う

ら
か

な
や

ま
M

t.
 U

ra
-k

a
n

a
y
a

m
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

嘉
平

治
岳

か
へ

い
じ

だ
け

M
t.

 K
a

h
e

iji

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

老
山

（鎧
山

）
お

い
や

ま
（よ

ろ
い

や
ま

）
M

t.
 O

iy
a

m
a

 (
M

t.
 Y

o
ro

i)
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地
名

等
の

英
語

表
記

リ
ス

ト
（妙

高
市

）

大
項

目
項

目
名

称
読

み
方

英
語

表
記

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

黒
菱

山
く

ろ
び

し
や

ま
M

t.
 K

u
ro

b
is

h
i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

弥
八

山
や

ば
ち

や
ま

M
t.

 Y
a

b
a

c
h

i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

前
山

さ
き

や
ま

M
t.

 S
a

ki
y
a

m
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

藤
巻

山
ふ

じ
ま

き
や

ま
M

t.
 F

u
jim

a
ki

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

坪
岳

つ
ぼ

だ
け

M
t.

 T
s
u

b
o

d
a

ke

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

横
根

山
よ

こ
ね

や
ま

M
t.

 Y
o

ko
n

e

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

鳥
越

と
り

ご
え

M
t.

 T
o

ri
g

o
e

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

赤
尾

岳
あ

か
お

だ
け

M
t.

 A
ka

o

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

池
ノ

峰
い

け
の

み
ね

？
M

t.
 I

ke
n

o
m

in
e

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

赤
倉

山
あ

か
く

ら
や

ま
M

t.
 A

ka
ku

ra

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

三
ツ

山
み

つ
や

ま
M

t.
 M

it
s
u

y
a

m
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

柳
原

岳
や

な
ぎ

は
ら

だ
け

M
t.

 Y
a

n
a

g
ih

a
ra

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

神
道

山
し

ん
と

う
ざ

ん
M

t.
 S

h
in

to

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

地
蔵

山
じ

ぞ
う

や
ま

M
t.

 J
iz

o

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

松
尾

山
ま

つ
お

や
ま

M
t.

 M
a

ts
u

o

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

薬
師

岳
や

く
し

だ
け

M
t.

 Y
a

ku
s
h

i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

臼
山

う
す

や
ま

M
t.

 U
s
u

y
a

m
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

三
頭

山
み

と
う

さ
ん

M
t.

 M
it

o

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

山
頂

（具
体

例
：火

打
山

山
頂

）
ひ

う
ち

や
ま

さ
ん

ち
ょ

う
P

e
a

k 
(e

x.
 P

e
a

k 
o

f 
M

t.
 H

iu
c
h

i)

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

大
毛

無
山

お
お

げ
な

し
や

ま
M

t.
 O

g
e

n
a

s
h

i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

天
狗

山
て

ん
ぐ

や
ま

M
t.

 T
e

n
g

u

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

乙
妻

山
お

と
つ

ま
や

ま
M

t.
 O

to
ts

u
m

a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

高
妻

山
た

か
つ

ま
や

ま
M

t.
 T

a
ka

ts
u

m
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
湖

乙
見

湖
お

と
み

こ
L
a

ke
 O

to
m

i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
池

い
も

り
池

い
も

り
い

け
Im

o
ri

-i
ke

 P
o

n
d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
池

黒
沢

池
く

ろ
さ

わ
い

け
K

u
ro

s
a

w
a

-i
ke

 P
o

n
d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
池

高
谷

池
こ

う
や

い
け

K
o

y
a

-i
ke

 P
o

n
d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
池

清
水

ヶ
池

し
み

ず
が

い
け

S
h

i m
iz

u
g

a
-i

ke
 P

o
n

d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
池

仙
人

池
せ

ん
に

ん
い

け
S

e
n

n
in

-i
ke

 P
o

n
d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
池

長
助

池
ち

ょ
う

す
け

い
け

C
h

o
s
u

ke
-i

ke
 P

o
n

d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
池

仙
人

池
せ

ん
に

ん
い

け
S

e
n

n
in

-i
ke

 P
o

n
d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
滝

地
震

滝
じ

し
ん

た
き

Ji
s
h

in
-t

a
ki

 F
a

lls
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別添３
地名等の英語表記

28

地
名

等
の

英
語

表
記

リ
ス

ト
（妙

高
市

）

大
項

目
項

目
名

称
読

み
方

英
語

表
記

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
滝

惣
滝

そ
う

た
き

S
o

-t
a

ki
 F

a
lls

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
滝

ヒ
コ

サ
の

滝
ひ

こ
さ

の
た

き
H

ik
o

s
a

-n
o

-t
a

ki
 F

a
lls

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
滝

苗
名

滝
な

え
な

た
き

N
a

e
n

a
-t

a
ki

 F
a

lls

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
滝

不
動

滝
ふ

ど
う

た
き

F
u

d
o

-t
a

ki
 F

a
lls

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
高

原
笹

ヶ
峰

高
原

さ
さ

が
み

ね
こ

う
げ

ん
S

a
s
a

g
a

m
in

e
 H

ig
h

la
n

d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
高

原
妙

高
高

原
み

ょ
う

こ
う

こ
う

げ
ん

M
y
o

ko
 H

ig
h

la
n

d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
湿

原
赤

倉
山

南
麓

湿
原

あ
か

く
ら

や
ま

な
ん

ろ
く

し
つ

げ
ん

A
ka

ku
ra

y
a

m
a

-N
a

n
ro

ku
 M

a
rs

h

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
湿

原
お

お
ほ

り
湿

原
お

お
ほ

り
し

つ
げ

ん
O

h
o

ri
 M

a
rs

h

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
ビ

ュ
ー

ポ
イ

ン
ト

（展
望

台
等

）
惣

滝
（展

望
台

）
そ

う
た

き
S

o
-t

a
ki

 F
a

lls
 (

O
b

s
e

rv
a

to
ry

)

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
公

園
・植

物
園

足
湯

公
園

あ
し

ゆ
こ

う
え

ん
A

s
h

iy
u

 (
fo

o
t 

b
a

th
) 

P
a

r k

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
そ

の
他

自
然

資
源

黄
金

清
水

こ
が

ね
し

み
ず

K
o

g
a

n
e

-s
h

im
iz

u
 S

p
ri

n
g

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
そ

の
他

自
然

資
源

宇
棚

の
清

水
う

だ
な

の
し

み
ず

U
d

a
n

a
-n

o
-s

h
im

iz
u

 S
p

ri
n

g

博
物

館
ビ

ジ
タ

ー
セ

ン
タ

ー
妙

高
高

原
ビ

ジ
タ

ー
セ

ン
タ

ー
み

ょ
う

こ
う

こ
う

げ
ん

び
じ

た
ー

せ
ん

た
ー

M
y
o

ko
 K

o
g

e
n

 V
is

it
o

r 
C

e
n

te
r

公
園

・広
場

観
光

資
源

赤
倉

足
湯

あ
か

く
ら

あ
し

ゆ
A

ka
ku

ra
 O

n
s
e

n
 F

o
o

tb
a

th

公
園

・広
場

観
光

資
源

湯
と

花
の

公
苑

ゆ
と

は
な

の
こ

う
え

ん
Yu

-t
o

-H
a

n
a

-n
o

-k
o

e
n

 P
a

rk

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
キ

ャ
ン

プ
場

笹
ヶ

峰
キ

ャ
ン

プ
場

さ
さ

が
み

ね
き

ゃ
ん

ぷ
じ

ょ
う

S
a

s
a

g
a

m
in

e
 C

a
m

p
g

ro
u

n
d

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
ス

キ
ー

場
妙

高
杉

ノ
原

ス
キ

ー
場

み
ょ

う
こ

う
す

ぎ
の

は
ら

す
き

ー
じ

ょ
う

M
y
o

ko
 S

u
g

in
o

h
a

ra
 S

ki
 A

re
a

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
ス

キ
ー

場
池

の
平

温
泉

ス
キ

ー
場

い
け

の
た

い
ら

お
ん

せ
ん

す
き

ー
じ

ょ
う

Ik
e

n
o

ta
ir

a
 O

n
s
e

n
 S

ki
 A

re
a

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
ス

キ
ー

場
赤

倉
観

光
リ

ゾ
ー

ト
ス

キ
ー

場
あ

か
く

ら
か

ん
こ

う
り

ぞ
ー

と
す

き
ー

じ
ょ

う
A

ka
ku

ra
 K

a
n

ko
 R

e
s
o

rt
 S

ki
 A

re
a

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
ス

キ
ー

場
赤

倉
温

泉
ス

キ
ー

場
あ

か
く

ら
お

ん
せ

ん
す

き
ー

じ
ょ

う
A

ka
ku

ra
 O

n
s
e

n
 S

ki
 R

e
s
o

rt

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
ス

キ
ー

場
関

温
泉

ス
キ

ー
場

せ
き

お
ん

せ
ん

す
き

ー
じ

ょ
う

S
e

ki
 O

n
s
e

n
 S

ki
 R

e
s
o

rt

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
ス

キ
ー

場
妙

高
ス

キ
ー

パ
ー

ク
み

ょ
う

こ
う

す
き

ー
ぱ

ー
く

M
y
o

ko
 S

ki
 P

a
rk

 R
e

s
o

rt

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
ス

キ
ー

場
休

暇
村

妙
高

ル
ン

ル
ン

ス
キ

ー
場

き
ゅ

う
か

む
ら

み
ょ

う
こ

う
る

ん
る

ん
す

き
ー

じ
ょ

う
K

y
u

ka
m

u
ra

 M
y
o

ko
 R

u
n

ru
n

 S
ki

 R
e

s
o

rt

温
泉

温
泉

妙
高

高
原

温
泉

郷
み

ょ
う

こ
う

こ
う

げ
ん

お
ん

せ
ん

き
ょ

う
M

y
o

ko
 K

o
g

e
n

 O
n

s
e

n
 K

y
o

温
泉

温
泉

赤
倉

温
泉

あ
か

く
ら

お
ん

せ
ん

A
ka

k u
ra

 -
 O

n
s
e

n
 (

H
o

t 
S

p
ri

n
g

)

温
泉

温
泉

池
の

平
温

泉
い

け
の

た
い

ら
お

ん
せ

ん
Ik

e
n

o
ta

ir
a

 -
 O

n
s
e

n
 (

H
o

t 
S

p
ri

n
g

)

温
泉

温
泉

新
赤

倉
温

泉
し

ん
あ

か
く

ら
お

ん
せ

ん
S

h
in

 A
ka

ku
ra

 -
 O

n
s
e

n
 (

H
o

t 
S

p
ri

n
g

)

温
泉

温
泉

杉
野

沢
温

泉
す

ぎ
の

さ
わ

お
ん

せ
ん

S
u

g
in

o
s
a

w
a

 -
 O

n
s
e

n
 (

H
o

t 
S

p
ri

n
g

)

温
泉

温
泉

杉
ノ

原
温

泉
す

ぎ
の

は
ら

お
ん

せ
ん

S
u

g
in

o
h

a
ra

 -
 O

n
s
e

n
 (

H
o

t 
S

p
ri

n
g

)

温
泉

温
泉

関
温

泉
せ

き
お

ん
せ

ん
S

e
ki

 -
 O

n
s
e

n
 (

H
o

t 
S

p
ri

n
g

)

温
泉

温
泉

燕
温

泉
つ

ば
め

お
ん

せ
ん

T
s
u

b
a

m
e

 -
 O

n
s
e

n
 (

H
o

t 
S

p
ri

n
g

)

宿
泊

施
設

・エ
リ

ア
旅

館
・宿

泊
施

設
赤

倉
観

光
ホ

テ
ル

あ
か

く
ら

か
ん

こ
う

ほ
て

る
A

ka
ku

ra
 K

a
n

ko
 H

o
te

l
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地
名

等
の

英
語

表
記

リ
ス

ト
（妙

高
市

）

大
項

目
項

目
名

称
読

み
方

英
語

表
記

宿
泊

施
設

・エ
リ

ア
旅

館
・宿

泊
施

設
休

暇
村

妙
高

き
ゅ

う
か

む
ら

み
ょ

う
こ

う
K

y
u

ka
m

u
ra

 M
y
o

ko
 (

H
o

te
l)

宿
泊

施
設

・エ
リ

ア
旅

館
・宿

泊
施

設
黒

沢
池

ヒ
ュ

ッ
テ

く
ろ

さ
わ

い
け

ヒ
ュ

ッ
テ

K
u

ro
s
a

w
a

ik
e

 H
u

tt
e

宿
泊

施
設

・エ
リ

ア
旅

館
・宿

泊
施

設
高

谷
池

ヒ
ュ

ッ
テ

こ
う

や
い

け
ヒ

ュ
ッ

テ
K

o
y
a

ik
e

 H
u

tt
e

宿
泊

施
設

・エ
リ

ア
旅

館
・宿

泊
施

設
笹

ヶ
峰

グ
リ

ー
ン

ハ
ウ

ス
さ

さ
が

み
ね

ぐ
り

ー
ん

は
う

す
S

a
s
a

g
a

m
in

e
 G

re
e

n
 H

o
u

s
e

宿
泊

施
設

・エ
リ

ア
旅

館
・宿

泊
施

設
黄

金
の

湯
お

う
ご

ん
の

ゆ
O

g
o

n
-n

o
-y

u
 (

H
o

t 
s

p
ri

n
g

)

宿
泊

施
設

・エ
リ

ア
公

共
温

泉
浴

場
河

原
の

湯
か

わ
ら

の
ゆ

K
a

w
a

ra
y
a

-n
o

-y
u

 (
H

o
t 

s
p

ri
n

g
)

情
報

拠
点

観
光

協
会

妙
高

高
原

観
光

案
内

所
み

ょ
う

こ
う

こ
う

げ
ん

か
ん

こ
う

あ
ん

な
い

じ
ょ

M
y
o

ko
 K

o
g

e
n

 T
o

u
ri

s
t 

In
fo

rm
a

ti
o

n
 C

e
n

te
r

情
報

拠
点

観
光

協
会

赤
倉

温
泉

観
光

協
会

あ
か

く
ら

お
ん

せ
ん

か
ん

こ
う

き
ょ

う
か

い
A

ka
ku

ra
O

n
s
e

n
 T

o
u

ri
s
m

 A
s
s
o

c
ia

ti
o

n

情
報

拠
点

観
光

協
会

池
の

平
温

泉
観

光
協

会
い

け
の

た
い

ら
　

お
ん

せ
ん

　
か

ん
こ

う
き

ょ
う

か
い

Ik
e

n
o

ta
ir

a
 O

n
s
e

n
 T

o
u

ri
s
m

 A
s
s
o

c
ia

ti
o

n

情
報

拠
点

観
光

協
会

新
赤

倉
観

光
協

会
し

ん
あ

か
く

ら
か

ん
こ

う
き

ょ
う

か
い

S
h

in
-A

ka
ku

ra
 T

o
u

ri
s
m

 A
s
s
o

c
ia

ti
o

n

情
報

拠
点

観
光

協
会

杉
野

沢
観

光
協

会
す

ぎ
の

さ
わ

　
か

ん
こ

う
き

ょ
う

か
い

S
u

g
in

o
s
a

w
a

 T
o

u
ri

s
m

 A
s
s
o

c
ia

ti
o

n

情
報

拠
点

観
光

協
会

妙
高

ツ
ー

リ
ズ

ム
マ

ネ
ー

ジ
メ

ン
ト

み
ょ

う
こ

う
つ

ー
り

ず
む

ま
ね

ー
じ

め
ん

と
M

y
o

ko
 K

o
g

e
n

 T
o

u
ri

s
t 

O
ffi

c
e

情
報

拠
点

休
憩

施
設

乙
見

湖
休

憩
舎

お
と

み
こ

き
ゅ

う
け

い
し

ゃ
S

a
s
a

g
a

m
in

e
 O

to
m

ik
o

 r
e

s
t 

h
o

u
s
e

 (
vi

s
it

o
r 

c
e

n
te

r)

避
難

小
屋

避
難

小
屋

大
谷

ヒ
ュ

ッ
テ

お
お

た
に

ひ
ゅ

っ
て

O
ta

n
i H

u
tt

e
 (

S
h

e
lt

e
r 

h
u

t 
)

避
難

小
屋

避
難

小
屋

氷
沢

避
難

小
屋

ひ
ょ

う
さ

わ
ひ

な
ん

ご
や

H
y
o

s
a

w
a

 S
h

e
lt

e
r 

h
u

t

交
通

駅
妙

高
高

原
駅

み
ょ

う
こ

う
こ

う
げ

ん
え

き
M

y
o

ko
ko

g
e

n
 s

ta
ti

o
n

交
通

駅
新

井
駅

あ
ら

い
え

き
A

ra
i S

ta
ti

o
n

交
通

駅
北

新
井

駅
き

た
あ

ら
い

え
き

K
it

a
-A

ra
i S

ta
ti

o
n

交
通

駅
関

山
駅

せ
き

や
ま

え
き

S
e

ki
y
a

m
a

 S
ta

ti
o

n

交
通

駅
上

越
妙

高
駅

じ
ょ

う
え

つ
み

ょ
う

こ
う

え
き

Jo
e

ts
u

m
y
o

ko
 S

ta
ti

o
n

交
通

鉄
道

北
し

な
の

線
き

た
し

な
の

せ
ん

K
it

a
-S

h
in

a
n

o
 L

in
e

交
通

鉄
道

妙
高

は
ね

う
ま

ラ
イ

ン
み

ょ
う

こ
う

は
ね

う
ま

ら
い

ん
M

y
o

ko
-H

a
n

e
u

m
a

 L
in

e

交
通

鉄
道

北
陸

新
幹

線
ほ

く
り

く
し

ん
か

ん
せ

ん
H

o
ku

ri
ku

 S
h

in
ka

n
s
e

n

交
通

鉄
道

し
な

の
鉄

道
し

な
の

て
つ

ど
う

S
h

in
a

n
o

 R
a

ilw
a

y

交
通

鉄
道

え
ち

ご
ト

キ
め

き
鉄

道
え

ち
ご

と
き

め
き

て
つ

ど
う

E
c
h

ig
o

-T
O

K
Im

e
ki

 R
a

ilw
a

y

交
通

道
路

・I
C

上
信

越
自

動
車

道
じ

ょ
う

し
ん

え
つ

じ
ど

う
し

ゃ
ど

う
Jo

s
h

in
-e

ts
u

 E
xp

re
s
s
w

a
y

交
通

古
道

北
国

街
道

ほ
っ

こ
く

か
い

ど
う

H
o

kk
o

ku
 A

n
c
ie

n
t 

R
o

a
d

交
通

歩
道

笹
ヶ

峰
一

周
歩

道
さ

さ
が

み
ね

い
っ

し
ゅ

う
ほ

ど
う

S
a

s
a

g
a

m
in

e
 H

ik
in

g
T

ra
il

交
通

歩
道

妙
高

高
原

自
然

歩
道

み
ょ

う
こ

う
こ

う
げ

ん
し

ぜ
ん

ほ
ど

う
M

y
o

ko
 K

o
g

e
n

 H
ik

in
g

 T
ra

il

交
通

歩
道

笹
ヶ

峰
夢

見
平

遊
歩

道
さ

さ
が

み
ね

ゆ
め

み
だ

い
ら

ゆ
う

ほ
ど

う
S

a
s
a

g
a

m
in

e
 Y

u
m

e
m

id
a

ir
a

 H
ik

in
g

 T
ra

il

交
通

リ
フ

ト
・ゴ

ン
ド

ラ
杉

ノ
原

ゴ
ン

ド
ラ

す
ぎ

の
は

ら
ご

ん
ど

ら
S

u
g

in
o

h
a

ra
 G

o
n

d
o

la

交
通

リ
フ

ト
・ゴ

ン
ド

ラ
妙

高
高

原
ス

カ
イ

ケ
ー

ブ
ル

み
ょ

う
こ

う
こ

う
げ

ん
ス

カ
イ

ケ
ー

ブ
ル

M
y
o

ko
 K

o
g

e
n

 S
ky

 C
a

b
le
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別添３
地名等の英語表記

30

地
名

等
の

英
語

表
記

リ
ス

ト
（長

野
市

）

大
項

目
項

目
名

称
読

み
方

英
語

表
記

地
名

都
道

府
県

名
長

野
県

な
が

の
け

ん
N

a
g

a
n

o
 P

re
f.

地
名

市
町

村
名

長
野

市
な

が
の

し
N

a
g

a
n

o
 C

it
y

地
名

地
名

小
天

狗
の

森
こ

て
ん

ぐ
の

も
り

K
o

te
n

g
u

-n
o

-m
o

ri
 f

o
re

s
t

地
名

地
名

鬼
女

紅
葉

の
岩

屋
き

じ
ょ

も
み

じ
の

い
わ

や
K

ijo
-M

o
m

iji
-n

o
-I

w
a

y
a

 g
ro

tt
o

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

荒
倉

山
あ

ら
く

ら
や

ま
M

t.
 A

ra
ku

ra

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

乙
妻

山
お

と
つ

ま
や

ま
M

t.
 O

to
ts

u
m

a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

九
頭

龍
山

く
ず

り
ゅ

う
や

ま
M

t.
 K

u
zu

ry
u

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

怪
無

山
け

な
し

や
ま

M
t.

 K
e

n
a

s
h

i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

高
妻

山
た

か
つ

ま
や

ま
M

t.
 T

a
ka

ts
u

m
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

西
岳

に
し

だ
け

M
t.

 N
is

h
id

a
ke

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

飯
縄

山
い

い
づ

な
や

ま
M

t.
 I

iz
u

n
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

一
夜

山
い

ち
や

さ
ん

M
t.

 I
c
h

iy
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

奥
西

山
お

く
に

し
や

ま
M

t.
 O

ku
n

is
h

i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

陣
場

平
山

じ
ん

ば
だ

い
ら

や
ま

M
t.

 J
in

b
a

d
a

ir
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

戸
隠

山
と

が
く

し
や

ま
M

t.
 T

o
g

a
ku

s
h

i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

信
越

五
岳

し
ん

え
つ

ご
が

く
S

h
in

e
ts

u
 G

o
g

a
ku

 (
fi

ve
 m

o
u

n
ta

in
s
 o

f 
N

o
rt

h
e

rn
 S

h
in

s
h

u
)

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

瑪
瑙

山
め

の
う

さ
ん

M
t.

 M
e

n
o

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

霊
仙

寺
山

れ
い

せ
ん

じ
や

ま
M

t.
R

e
is

e
n

ji

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

八
方

睨
は

っ
ぽ

う
に

ら
み

H
a

p
p

o
n

ir
a

m
i p

e
a

k

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

高
デ

ッ
キ

山
た

か
で

っ
き

や
ま

M
t.

 T
a

ka
d

e
kk

i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

本
院

岳
ほ

ん
い

ん
だ

け
M

t.
 H

o
n

’i
n

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

第
一

峰
（P

1
）

だ
い

い
っ

ぽ
う

（P
1

）
D

a
iip

p
o

 p
e

a
k 

(P
1
)

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

合
ノ

峰
あ

い
の

み
ね

M
t.

 A
in

o
m

in
e

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

佐
渡

山
さ

ど
や

ま
M

t.
 S

a
d

o

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

中
西

山
な

か
に

し
や

ま
M

t.
 N

a
ka

n
is

h
i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

東
山

ひ
が

し
や

ま
M

t.
 H

ig
a

s
h

iy
a

m
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

黒
鼻

山
く

ろ
ば

な
や

ま
M

t.
 K

u
ro

b
a

n
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

五
地

蔵
山

ご
じ

ぞ
う

さ
ん

M
t.

 G
o

jiz
o

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

荒
倉

山
あ

ら
く

ら
や

ま
M

t.
 A

ra
ku

ra

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

砂
鉢

山
す

な
は

ち
や

ま
M

t.
 S

u
n

a
h

a
c
h

i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

大
頭

山
お

お
つ

む
り

や
ま

M
t.

 O
ts

u
m

u
ri
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地
名

等
の

英
語

表
記

リ
ス

ト
（長

野
市

）

大
項

目
項

目
名

称
読

み
方

英
語

表
記

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

愛
宕

山
あ

た
ご

や
ま

M
t.

 A
ta

g
o

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

大
峰

山
お

お
み

ね
や

ま
M

t.
 O

m
in

e

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

地
附

山
じ

づ
き

や
ま

M
t.

 J
iz

u
ki

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

虫
倉

山
む

し
く

ら
や

ま
M

t.
 M

u
s
h

ik
u

ra

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

富
士

ノ
塔

山
ふ

じ
の

と
う

や
ま

M
t.

 F
u

jin
o

to

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

戸
隠

連
峰

と
が

く
し

れ
ん

ぽ
う

T
o

g
a

ku
s
h

i M
o

u
n

ta
in

 R
a

n
g

e

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
池

種
池

た
ね

い
け

T
a

n
e

-i
ke

 P
o

n
d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
池

鏡
池

か
が

み
い

け
K

a
g

a
m

i-
ik

e
 P

o
n

d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
池

小
鳥

ヶ
池

こ
と

り
が

い
け

K
o

to
ri

g
a

-i
ke

 P
o

n
d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
池

大
座

法
師

池
だ

い
ざ

ほ
う

し
い

け
D

a
iz

a
h

o
s
h

i-
ik

e
 P

o
n

d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
池

み
ど

り
が

池
み

ど
り

が
い

け
M

id
o

ri
g

a
-i

ke
 P

o
n

d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
高

原
飯

綱
高

原
い

い
づ

な
こ

う
げ

ん
Ii

zu
n

a
 H

ig
h

la
n

d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
高

原
戸

隠
高

原
と

が
く

し
こ

う
げ

ん
T

o
g

a
ku

s
h

i H
ig

h
la

n
d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
湿

原
大

谷
地

湿
原

お
お

や
ち

し
つ

げ
ん

O
y
a

c
h

i M
a

rs
h

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
公

園
・植

物
園

奥
裾

花
自

然
園

お
く

す
そ

ば
な

し
ぜ

ん
え

ん
O

ku
s
u

s
o

b
a

n
a

 S
h

iz
e

n
e

n
 (

N
a

tu
re

 G
a

rd
e

n
)

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
公

園
・植

物
園

戸
隠

森
林

植
物

園
と

が
く

し
し

ん
り

ん
し

ょ
く

ぶ
つ

え
ん

T
o

g
a

ku
s
h

i F
o

re
s

t 
B

o
ta

n
ic

a
l G

a
rd

e
n

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
公

園
・植

物
園

飯
綱

高
原

森
林

博
物

館
い

い
づ

な
こ

う
げ

ん
し

ん
り

ん
は

く
ぶ

つ
か

ん
N

a
g

a
n

o
 I

iz
u

n
a

 F
o

re
s

t 
M

u
s
e

u
m

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
公

園
・植

物
園

一
の

鳥
居

苑
地

い
ち

の
と

り
い

え
ん

ち
Ic

h
in

o
to

ri
i-

e
n

c
h

i P
a

rk

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
牧

場
戸

隠
牧

場
と

が
く

し
ぼ

く
じ

ょ
う

T
o

g
a

ku
s
h

i B
o

ku
jo

 (
R

a
n

c
h

)

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
指

定
国

の
重

要
伝

統
的

建
造

物
群

保
存

地
区

じ
ゅ

う
よ

う
で

ん
と

う
て

き
け

ん
ぞ

う
ぶ

つ
ぐ

ん
ほ

ぞ
ん

ち
く

Im
p

or
ta

nt
a 

Pr
es

er
va

ti
on

 Z
on

e 
fo

r a
 G

ro
up

 o
f 

T
ra

di
ti

on
al

 B
ui

ld
in

gs

博
物

館
博

物
館

・資
料

館
戸

隠
流

忍
法

資
料

館
と

が
く

し
に

ん
ぽ

う
し

り
ょ

う
か

ん
T

o
g

a
ku

s
h

i N
in

ja
 M

u
s
e

u
m

博
物

館
博

物
館

・資
料

館
戸

隠
民

俗
館

と
が

く
し

み
ん

ぞ
く

か
ん

T
o

g
a

ku
s
h

i F
o

lk
 M

u
s
e

u
m

博
物

館
博

物
館

・資
料

館
戸

隠
地

質
化

石
博

物
館

と
が

く
し

ち
し

つ
か

せ
き

は
く

ぶ
つ

か
ん

T
o

g
a

ku
s
h

i M
u

s
e

u
m

 o
f 

N
a

tu
ra

l H
is

to
ry

博
物

館
体

験
施

設
八

十
二

森
の

ま
な

び
や

は
ち

じ
ゅ

う
に

も
り

の
ま

な
び

や
8

2
 M

o
ri

-n
o

-M
a

n
a

b
iy

a
 (

F
o

re
s

t 
L
e

a
rn

in
g

 C
e

n
te

r)

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
キ

ャ
ン

プ
場

飯
綱

高
原

キ
ャ

ン
プ

場
い

い
づ

な
こ

う
げ

ん
き

ゃ
ん

ぷ
じ

ょ
う

Ii
zu

n
a

 K
o

g
e

n
 H

ig
h

la
n

d
 C

a
m

p
s
it

e

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
キ

ャ
ン

プ
場

戸
隠

キ
ャ

ン
プ

場
と

が
く

し
き

ゃ
ん

ぷ
じ

ょ
う

T
o

g
a

ku
s
h

i C
a

m
p

g
ro

u
n

d

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
キ

ャ
ン

プ
場

飯
綱

東
高

原
オ

ー
ト

キ
ャ

ン
プ

場
い

い
づ

な
ひ

が
し

こ
う

げ
ん

お
ー

と
き

ゃ
ん

ぷ
じ

ょ
う

Ii
zu

n
a

-H
ig

a
s
h

i K
o

g
e

n
 C

a
m

p
g

ro
u

n
d

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
ス

キ
ー

場
飯

綱
高

原
ス

キ
ー

場
い

い
づ

な
こ

う
げ

ん
す

き
ー

じ
ょ

う
Ii

zu
n

a
 K

o
g

e
n

 S
ki

 A
re

a

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
ス

キ
ー

場
戸

隠
ス

キ
ー

場
と

が
く

し
す

き
ー

じ
ょ

う
T

o
g

a
ku

s
h

i S
ki

 A
re

a

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
体

験
施

設
戸

隠
竹

細
工

セ
ン

タ
ー

と
が

く
し

た
け

ざ
い

く
せ

ん
た

ー
T

o
g

a
ku

s
h

i B
a

m
b

o
o

 C
ra

ft
s
 C

e
n

te
r

宿
泊

施
設

・エ
リ

ア
旅

館
・宿

泊
施

設
い

こ
い

の
村

　
ア

ゼ
ィ

リ
ア

飯
綱

い
こ

い
の

む
ら

あ
ぜ

ぃ
り

あ
い

い
づ

な
Ik

o
in

o
m

u
ra

 A
ze

ir
ia

 I
iz

u
n

a
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別添３
地名等の英語表記

32

地
名

等
の

英
語

表
記

リ
ス

ト
（長

野
市

）

大
項

目
項

目
名

称
読

み
方

英
語

表
記

宿
泊

施
設

・エ
リ

ア
旅

館
・宿

泊
施

設
茅

葺
屋

根
の

宿
坊

か
や

ぶ
き

や
ね

の
し

ゅ
く

ぼ
う

T
h

a
tc

h
e

d
 R

o
o

f 
te

m
p

le
 lo

d
g

in
g

神
社

仏
閣

神
社

仏
閣

・信
仰

飯
縄

神
社

い
い

づ
な

じ
ん

じ
ゃ

Ii
zu

n
a

-j
in

ja
 S

h
ri

n
e

神
社

仏
閣

神
社

仏
閣

・信
仰

飯
縄

権
現

い
い

づ
な

ご
ん

げ
ん

Ii
zu

n
a

-g
o

n
g

e
n

 n
a

ti
ve

 d
e

it
y

神
社

仏
閣

神
社

仏
閣

・信
仰

戸
隠

神
社

奥
社

参
道

杉
並

木
と

が
く

し
じ

ん
じ

ゃ
お

く
し

ゃ
　

さ
ん

ど
う

す
ぎ

な
み

き
 T

he
 A

ve
nu

e 
of

 C
ed

ar
s 

at
 T

og
ak

us
hi

 J
in

ja
 O

ku
sh

a 
S

hr
in

e

神
社

仏
閣

神
社

仏
閣

・信
仰

天
命

稲
荷

て
ん

め
い

い
な

り
T

e
n

m
e

i-
in

a
ri

 S
h

ri
n

e

神
社

仏
閣

神
社

仏
閣

・信
仰

戸
隠

神
社

と
が

く
し

じ
ん

じ
ゃ

T
o

g
a

ku
s
h

i-
jin

ja
 S

h
ri

n
e

神
社

仏
閣

神
社

仏
閣

・信
仰

戸
隠

神
社

 奥
社

と
が

く
し

じ
ん

じ
ゃ

　
お

く
し

ゃ
T

o
g

a
ku

s
h

i-
jin

ja
 S

h
ri

n
e

 O
ku

s
h

a

神
社

仏
閣

神
社

仏
閣

・信
仰

戸
隠

神
社

 中
社

と
が

く
し

じ
ん

じ
ゃ

　
ち

ゅ
う

し
ゃ

T
o

g
a

ku
s
h

i-
jin

ja
 S

h
ri

n
e

 C
h

u
s
h

a

神
社

仏
閣

神
社

仏
閣

・信
仰

戸
隠

神
社

　
火

之
御

子
社

と
が

く
し

じ
ん

じ
ゃ

　
ひ

の
み

こ
し

ゃ
T

o
g

a
ku

s
h

i-
jin

ja
 S

h
ri

n
e

 H
in

o
m

ik
o

s
h

a

神
社

仏
閣

神
社

仏
閣

・信
仰

戸
隠

神
社

 九
頭

龍
社

と
が

く
し

じ
ん

じ
ゃ

　
く

ず
り

ゅ
う

し
ゃ

T
o

g
a

ku
s
h

i-
jin

ja
 S

h
ri

n
e

 K
u

zu
ry

u
s
h

a

神
社

仏
閣

神
社

仏
閣

・信
仰

戸
隠

神
社

 宝
光

社
と

が
く

し
じ

ん
じ

ゃ
　

ほ
う

こ
う

し
ゃ

T
o

g
a

ku
s
h

i-
jin

ja
 S

h
ri

n
e

 H
o

ko
s
h

a

神
社

仏
閣

神
社

仏
閣

・信
仰

善
光

寺
ぜ

ん
こ

う
じ

Z
e

n
ko

ji 
T

e
m

p
le

神
社

仏
閣

神
社

仏
閣

・信
仰

隋
神

門
ず

い
じ

ん
も

ん
Z

u
iji

n
m

o
n

 (
G

a
te

)

食
堂

・レ
ス

ト
ラ

ン
食

堂
・レ

ス
ト

ラ
ン

鏡
池

ど
ん

ぐ
り

ハ
ウ

ス
か

が
み

い
け

ど
ん

ぐ
り

は
う

す
K

a
g

a
m

i-
ik

e
 p

o
n

d
 D

o
n

g
u

ri
 H

o
u

s
e

情
報

拠
点

観
光

協
会

飯
綱

高
原

観
光

協
会

い
い

づ
な

こ
う

げ
ん

か
ん

こ
う

き
ょ

う
か

い
Ii

zu
n

a
 K

o
g

e
n

 T
o

u
ri

s
m

 A
s
s
o

c
ia

ti
o

n

情
報

拠
点

観
光

協
会

戸
隠

観
光

協
会

と
が

く
し

か
ん

こ
う

き
ょ

う
か

い
T

o
g

a
ku

s
h

i T
o

u
ri

s
m

 A
s
s
o

c
ia

ti
o

n

情
報

拠
点

観
光

協
会

戸
隠

観
光

情
報

セ
ン

タ
ー

と
が

く
し

か
ん

こ
う

じ
ょ

う
ほ

う
せ

ん
た

ー
T

o
g

a
ku

s
h

i T
o

u
ri

s
t 

In
fo

rm
a

ti
o

n
C

e
n

te
r

情
報

拠
点

観
光

協
会

オ
ト

ナ
リ

ハ
ウ

ス
（観

光
案

内
所

）
お

と
な

り
は

う
す

O
to

n
a

ri
 H

o
u

s
e

 (
In

fo
rm

a
ti

o
n

  C
e

n
te

r)

交
通

駅
長

野
駅

な
が

の
え

き
N

a
g

a
n

o
 S

ta
ti

o
n

交
通

駅
北

長
野

駅
き

た
な

が
の

え
き

K
it

a
-N

a
g

a
n

o
 S

ta
ti

o
n

交
通

駅
三

才
駅

さ
ん

さ
い

え
き

S
a

n
s
a

i S
ta

s
io

n

交
通

駅
豊

野
駅

と
よ

の
え

き
T

o
y
o

n
o

 S
ta

ti
o

n

交
通

鉄
道

北
し

な
の

線
き

た
し

な
の

せ
ん

K
it

a
-S

h
in

a
n

o
 L

in
e

交
通

鉄
道

北
陸

新
幹

線
ほ

く
り

く
し

ん
か

ん
せ

ん
H

o
ku

ri
ku

 S
h

in
ka

n
s
e

n

交
通

道
路

・I
C

戸
隠

バ
ー

ド
ラ

イ
ン

と
が

く
し

ば
ー

ど
ら

い
ん

T
o

g
a

ku
s
h

i B
ir

d
 L

in
e

 (
R

o
a

d
)

交
通

道
路

・I
C

北
信

五
岳

道
路

ほ
く

し
ん

ご
が

く
ど

う
ろ

H
o

ku
s
h

in
 G

o
g

a
ku

 R
o

a
d

 

交
通

道
路

・I
C

上
信

越
自

動
車

道
じ

ょ
う

し
ん

え
つ

じ
ど

う
し

ゃ
ど

う
Jo

s
h

in
-e

ts
u

 E
xp

re
s
s
w

a
y

交
通

古
道

北
国

街
道

ほ
っ

こ
く

か
い

ど
う

H
o

kk
o

ku
 A

n
c
ie

n
t 

R
o

a
d

交
通

古
道

戸
隠

古
道

と
が

く
し

こ
ど

う
T

o
g

a
ku

s
h

i K
o

d
o

 R
o

a
d

交
通

登
山

口
・登

山
道

登
山

口
（飯

縄
山

南
登

山
道

 登
山

口
）

と
ざ

ん
ぐ

ち
（い

い
づ

な
や

ま
み

な
み

と
ざ

ん
ど

う
　

と
ざ

ん
ぐ

ち
）

T
ra

ilh
e

a
d

 (
 e

x.
 M

t.
 I

iz
u

n
a

 S
o

u
th

e
rn

 T
ra

ilh
e

a
d

 )
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地
名

等
の

英
語

表
記

リ
ス

ト
（信

濃
町

）

大
項

目
項

目
名

称
読

み
方

英
語

表
記

地
名

都
道

府
県

名
長

野
県

な
が

の
け

ん
N

a
g

a
n

o
 P

re
f.

地
名

市
町

村
名

信
濃

町
し

な
の

ま
ち

S
h

in
a

n
o

m
a

c
h

i

地
名

地
名

弁
天

島
べ

ん
て

ん
じ

ま
B

e
n

te
n

-j
im

a
 I

s
la

n
d

地
名

地
名

大
崎

お
お

さ
き

O
s
a

ki

地
名

地
名

砂
間

ヶ
崎

す
な

ま
が

さ
き

S
u

n
a

m
a

g
a

s
a

ki

地
名

地
名

象
の

小
径

ぞ
う

の
こ

み
ち

Z
o

-n
o

-k
o

m
ic

h
i N

a
tu

re
 T

ra
il

地
名

地
名

寺
ヶ

崎
て

ら
が

さ
き

T
e

ra
g

a
s
a

ki

地
名

地
名

琵
琶

ヶ
崎

び
わ

が
さ

き
B

iw
a

g
a

s
a

ki

地
名

地
名

琵
琶

島
び

わ
じ

ま
B

iw
a

-j
im

a
 I

s
la

n
d

地
名

地
名

松
ヶ

崎
ま

つ
が

さ
き

M
a

ts
u

g
a

s
a

ki

地
名

地
名

縱
ヶ

崎
も

み
が

さ
き

M
o

m
ig

a
s
a

ki

地
名

地
名

竜
宮

崎
り

ゅ
う

ぐ
う

ざ
き

R
y
u

g
u

za
ki

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

黒
姫

山
く

ろ
ひ

め
や

ま
M

t.
 K

u
ro

h
im

e

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

御
巣

鷹
山

お
す

た
か

や
ま

M
t.

 O
s
u

ta
ka

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

御
鹿

山
お

じ
か

や
ま

M
t.

 O
jik

a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

斑
尾

山
ま

だ
ら

お
や

ま
M

t.
 M

a
d

a
ra

o

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

霊
仙

寺
山

れ
い

せ
ん

じ
や

ま
M

t.
R

e
is

e
n

ji

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
湖

野
尻

湖
の

じ
り

こ
L
a

ke
 N

o
jir

i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
池

古
池

ふ
る

い
け

F
u

ru
-i

ke
 P

o
n

d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
池

御
鹿

池
お

じ
か

い
け

O
jik

a
-i

ke
 P

o
n

d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
池

針
ノ

木
池

は
り

の
き

い
け

H
a

ri
n

o
ki

-i
ke

 P
o

n
d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
池

大
久

保
池

お
お

く
ぼ

い
け

O
ku

b
o

-i
ke

 P
o

n
d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
高

原
黒

姫
高

原
く

ろ
ひ

め
こ

う
げ

ん
K

u
ro

h
im

e
 H

ig
h

la
n

d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
高

原
斑

尾
高

原
ま

だ
ら

お
こ

う
げ

ん
M

a
d

a
ra

o
 H

ig
h

la
n

d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
ビ

ュ
ー

ポ
イ

ン
ト

（展
望

台
等

）
望

湖
台

ぼ
う

こ
だ

い
B

o
ko

d
a

i O
b

s
e

rv
a

to
ry

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
公

園
・植

物
園

水
戸

口
公

園
み

と
ぐ

ち
こ

う
え

ん
M

it
o

g
u

c
h

i P
a

rk

観
光

施
設

観
光

資
源

ナ
ウ

マ
ン

ゾ
ウ

発
掘

地
な

う
ま

ん
ぞ

う
は

っ
く

つ
ち

N
a

u
m

a
n

n
 E

le
p

h
a

n
t 

E
xc

a
va

ti
o

n
 S

it
e

博
物

館
博

物
館

・資
料

館
野

尻
湖

ナ
ウ

マ
ン

ゾ
ウ

博
物

館
の

じ
り

こ
ナ

ウ
マ

ン
ゾ

ウ
は

く
ぶ

つ
か

ん
N

o
jir

ik
o

 N
a

u
m

a
n

n
 E

le
p

h
a

n
t 

M
u

s
e

u
m

博
物

館
博

物
館

・資
料

館
黒

姫
童

話
館

く
ろ

ひ
め

ど
う

わ
か

ん
K

u
ro

h
im

e
 F

a
ir

y
 T

a
le

 M
u

s
e

u
m

公
園

・広
場

観
光

資
源

緑
・水

・風
の

空
間

み
ど

り
・み

ず
・か

ぜ
の

く
う

か
ん

M
id

o
ri

-M
iz

u
 K

a
ze

-n
o

-k
u

u
ka

n
 P

a
rk

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
キ

ャ
ン

プ
場

湖
楽

園
キ

ャ
ン

プ
場

こ
ら

く
え

ん
　

き
ゃ

ん
ぷ

じ
ょ

う
K

o
ra

ku
e

n
 C

a
m

p
s
it

e
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別添３
地名等の英語表記

34

地
名

等
の

英
語

表
記

リ
ス

ト
（信

濃
町

）

大
項

目
項

目
名

称
読

み
方

英
語

表
記

地
名

等
の

英
語

表
記

リ
ス

ト
（飯

綱
町

）

大
項

目
項

目
名

称
読

み
方

英
語

表
記

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
ス

キ
ー

場
黒

姫
高

原
ス

ノ
ー

パ
ー

ク
く

ろ
ひ

め
こ

う
げ

ん
す

の
ー

ぱ
ー

く
K

u
ro

h
im

e
 K

o
g

e
n

 S
n

o
w

 P
a

rk

神
社

仏
閣

神
社

仏
閣

・信
仰

宇
賀

神
社

う
が

じ
ん

じ
ゃ

U
g

a
-j

in
ja

 S
h

ri
n

e

情
報

拠
点

観
光

協
会

信
州

し
な

の
町

観
光

協
会

し
ん

し
ゅ

う
し

な
の

ま
ち

か
ん

こ
う

き
ょ

う
か

い
S

h
in

a
n

o
m

a
c
h

i T
o

u
ri

s
m

 A
s
s
o

c
ia

ti
o

n

道
の

駅
・産

直
所

道
の

駅
・産

直
所

道
の

駅
「し

な
の

」
み

ち
の

え
き

　
し

な
の

M
ic

h
in

o
e

ki
-S

h
in

a
n

o
 (

 R
o

a
d

s
id

e
 S

ta
ti

o
n

 )

交
通

駅
黒

姫
駅

く
ろ

ひ
め

え
き

K
u

ro
h

im
e

 S
ta

ti
o

n

交
通

駅
古

間
駅

ふ
る

ま
え

き
F
u

ru
m

a
 S

ta
ti

o
n

交
通

鉄
道

し
な

の
鉄

道
し

な
の

て
つ

ど
う

S
h

in
a

n
o

 R
a

ilw
a

y

交
通

道
路

・I
C

北
信

五
岳

道
路

ほ
く

し
ん

ご
が

く
ど

う
ろ

H
o

ku
s
h

in
 G

o
g

a
ku

 R
o

a
d

 

交
通

道
路

・I
C

野
尻

バ
イ

パ
ス

の
じ

り
ば

い
ぱ

す
N

o
jir

i B
y

p
a

s
s

交
通

道
路

・I
C

上
信

越
自

動
車

道
じ

ょ
う

し
ん

え
つ

じ
ど

う
し

ゃ
ど

う
Jo

s
h

in
-e

ts
u

 E
xp

re
s
s
w

a
y

交
通

古
道

北
国

街
道

ほ
っ

こ
く

か
い

ど
う

H
o

kk
o

ku
 A

n
c
ie

n
t 

R
o

a
d

－
テ

ー
マ

・コ
ン

セ
プ

ト
旬

花
咲

く
黒

姫
高

原
し

ゅ
ん

か
さ

く
く

ろ
ひ

め
こ

う
げ

ん
K

U
R

O
H

IM
E
K

O
G

E
N

地
名

都
道

府
県

名
長

野
県

な
が

の
け

ん
N

a
g

a
n

o
 P

re
f.

地
名

市
町

村
名

飯
綱

町
い

い
づ

な
ま

ち
Ii

zu
n

a
 T

o
w

n

地
名

地
名

丹
霞

郷
た

ん
か

き
ょ

う
T

a
n

ka
ky

o（
p

e
a

c
h

 b
lo

s
s
o

m
 fi

e
ld

s
）

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

霊
仙

寺
山

れ
い

せ
ん

じ
や

ま
M

t.
R

e
is

e
n

ji

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

飯
縄

山
い

い
づ

な
や

ま
M

t.
 I

iz
u

n
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
湖

霊
仙

寺
湖

れ
い

せ
ん

じ
こ

L
a

ke
 R

e
is

e
n

ji

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
高

原
飯

綱
東

高
原

い
い

づ
な

ひ
が

し
こ

う
げ

ん
Ii

zu
n

a
-H

ig
a

s
h

i H
ig

h
la

n
d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
公

園
・植

物
園

む
れ

水
芭

蕉
園

む
れ

み
ず

ば
し

ょ
う

え
ん

M
u

re
 M

iz
u

b
a

s
h

o
 G

a
rd

e
n

観
光

施
設

観
光

資
源

い
い

づ
な

ア
ッ

プ
ル

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

い
い

づ
な

あ
っ

ぷ
る

み
ゅ

ー
じ

あ
む

Ii
zu

n
a

 A
p

p
le

 M
u

s
e

u
m

博
物

館
博

物
館

・資
料

館
い

い
づ

な
歴

史
ふ

れ
あ

い
館

い
い

づ
な

れ
き

し
ふ

れ
あ

い
か

ん
Ii

zu
n

a
 H

is
to

ri
c
a

l M
u

s
e

u
m

 F
u

re
a

i-
ka

n

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
ス

キ
ー

場
い

い
づ

な
リ

ゾ
ー

ト
ス

キ
ー

場
い

い
づ

な
り

ぞ
ー

と
す

き
ー

じ
ょ

う
Ii

zu
n

a
 R

e
s
o

rt
 S

ki
 r

e
s
o

rt

宿
泊

施
設

・エ
リ

ア
旅

館
・宿

泊
施

設
む

れ
温

泉
　

天
狗

の
館

む
れ

お
ん

せ
ん

て
ん

ぐ
の

や
か

た
M

u
re

 -
 O

n
s
e

n
 T

e
n

g
u

-n
o

-Y
a

ka
ta

 (
H

o
t 

s
p

ri
n

g
)

情
報

拠
点

観
光

協
会

飯
綱

町
観

光
協

会
い

い
づ

な
ま

ち
か

ん
こ

う
き

ょ
う

か
い

Ii
zu

n
a

 T
o

u
ri

s
t 

A
s
s
o

c
ia

ti
o

n

道
の

駅
・産

直
所

道
の

駅
・産

直
所

横
手

直
売

所
「四

季
菜

」
よ

こ
て

ち
ょ

く
ば

い
じ

ょ
　

し
き

さ
い

Yo
ko

te
 D

ir
e

c
t 

S
a

le
s
 S

h
o

p
 "

S
h

ik
is

a
i"

交
通

駅
牟

礼
駅

む
れ

え
き

M
u

re
 S

ta
ti

o
n

交
通

鉄
道

し
な

の
鉄

道
し

な
の

て
つ

ど
う

S
h

in
a

n
o

 R
a

ilw
a

y

交
通

古
道

北
国

街
道

ほ
っ

こ
く

か
い

ど
う

H
o

kk
o

ku
 A

n
c
ie

n
t 

R
o

a
d
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別添３
地名等の英語表記

35

地
名

等
の

英
語

表
記

リ
ス

ト
（小

谷
村

）

大
項

目
項

目
名

称
読

み
方

英
語

表
記

地
名

都
道

府
県

名
長

野
県

な
が

の
け

ん
N

a
g

a
n

o
 P

re
f.

地
名

市
町

村
名

小
谷

村
お

た
り

む
ら

O
ta

ri
 V

ill
a

g
e

地
名

地
名

湯
峠

ゆ
と

う
げ

Yu
to

g
e

P
a

s
s

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

雨
飾

山
あ

ま
か

ざ
り

や
ま

M
t.

 A
m

a
ka

za
ri

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

金
山

か
な

や
ま

M
t.

 K
a

n
a

y
a

m
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

大
渚

山
お

お
な

ぎ
や

ま
M

t.
 O

n
a

g
i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

天
狗

原
山

て
ん

ぐ
は

ら
や

ま
M

t.
 T

e
n

g
u

h
a

ra

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

堂
津

岳
ど

う
つ

だ
け

M
t.

 D
o

ts
u

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

柳
原

岳
や

な
ぎ

は
ら

だ
け

M
t.

 Y
a

n
a

g
ih

a
ra

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

松
尾

山
ま

つ
お

や
ま

M
t.

 M
a

ts
u

o

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

薬
師

岳
や

く
し

だ
け

M
t.

 Y
a

ku
s
h

i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

中
西

山
な

か
に

し
や

ま
M

t.
 N

a
ka

n
is

h
i

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

東
山

ひ
が

し
や

ま
M

t.
 H

ig
a

s
h

iy
a

m
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

黒
鼻

山
く

ろ
ば

な
や

ま
M

t.
 K

u
ro

b
a

n
a

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
山

白
馬

連
峰

は
く

ば
れ

ん
ぽ

う
H

a
ku

b
a

 M
o

u
n

ta
in

 R
a

n
g

e

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
池

鎌
池

か
ま

い
け

K
a

m
a

-i
ke

 P
o

n
d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
渓

谷
姫

川
渓

谷
ひ

め
か

わ
け

い
こ

く
H

im
e

ka
w

a
 G

o
rg

e

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
高

原
雨

飾
高

原
あ

ま
か

ざ
り

　
こ

う
げ

ん
A

m
a

ka
za

ri
 H

ig
h

la
n

d

ビ
ュ

ー
ポ

イ
ン

ト
ジ

オ
・ジ

オ
サ

イ
ト

ジ
オ

サ
イ

ト
（具

体
例

：姫
川

渓
谷

ジ
オ

サ
イ

ト
）

じ
お

さ
い

と
（ひ

め
か

わ
け

い
こ

く
じ

お
さ

い
と

）
G

e
o

s
it

e
 (

e
x.

 H
im

e
ka

w
a

 G
o

rg
e

 V
ia

 O
it

o
 L

in
e

  G
e

o
s
it

e
)

ア
ク

テ
ィ

ビ
テ

ィ
キ

ャ
ン

プ
場

雨
飾

高
原

キ
ャ

ン
プ

場
あ

ま
か

ざ
り

こ
う

げ
ん

き
ゃ

ん
ぷ

じ
ょ

う
A

m
a

ka
za

ri
 K

o
g

e
n

 C
a

m
p

s
it

e

温
泉

温
泉

小
谷

温
泉

お
た

り
お

ん
せ

ん
O

ta
ri

 -
 O

n
s
e

n
 (

H
o

t 
S

p
ri

n
g

)

宿
泊

施
設

・エ
リ

ア
旅

館
・宿

泊
施

設
雨

飾
荘

あ
ま

か
ざ

り
そ

う
A

m
a

ka
za

ri
s
o

 (
H

o
te

l)

宿
泊

施
設

・エ
リ

ア
旅

館
・宿

泊
施

設
山

田
旅

や
ま

だ
り

ょ
か

ん
Ya

m
a

d
a

 R
y
o

ka
n

 (
H

o
te

l)

食
堂

・レ
ス

ト
ラ

ン
食

堂
・レ

ス
ト

ラ
ン

鎌
池

ぶ
な

林
亭

ぶ
な

り
ん

て
い

K
a

m
a

ik
e

 B
u

n
a

ri
n

-t
e

i r
e

s
ta

u
ra

n
t 

a
n

d
 g

if
t 

s
h

o
p

情
報

拠
点

観
光

協
会

小
谷

村
観

光
連

盟
お

た
り

む
ら

か
ん

こ
う

れ
ん

め
い

O
ta

ri
-m

u
ra

 S
ig

h
ts

e
e

in
g

 U
n

io
n

交
通

駅
北

小
谷

駅
き

た
お

た
り

え
き

K
it

a
-O

ta
ri

 S
ta

ti
o

n

交
通

駅
中

土
駅

な
か

つ
ち

え
き

N
a

ka
ts

u
c
h

i S
ta

ti
o

n

交
通

駅
南

小
谷

駅
み

な
み

お
た

り
え

き
M

in
a

m
i-

O
ta

ri
 S

ta
ti

o
n

交
通

駅
白

馬
大

池
駅

は
く

ば
お

お
い

け
え

き
H

a
ku

b
a

-O
ik

e
 S

ta
ti

o
n
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